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Ⅰ 令和７ 年度施策 
 

第１  基本方針 

 

  医薬品・ 医療機器等の品質・ 有効性・ 安全性を確保する と と も に、 血液の確保（ 400mL、

成分献血の普及） 並びに薬物乱用の防止対策を推進する ほか、新たな検査需要に対応でき る

よ う 、衛生研究所等における 検査体制の充実強化を図る 。 ま た、 温泉の保護及び適正利用の

推進を図る 。  

 

１   医薬品等の品質・ 有効性・ 安全性の確保 

     医薬品等は、医療や日常生活に必要不可欠なも のと し て、人の生命や健康に大き く 影響

する 製品である ため、「 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律」 に基づき 、 医薬品等の製造販売業者に対し ては品質管理及び製造販売後安全管理

の基準等に適合する 体制の構築・ 維持を指導する と と も に、 医薬品等の製造業者に対し

てはＧ ＭＰ（ 製造管理及び品質管理の基準） 等に適合する 体制の構築・ 維持を指導する 。  

  ま た、 本県（ 薬務課） はＧ ＭＰ 調査の国際協調の枠組みである Ｐ Ｉ Ｃ ／Ｓ （ 医薬品査察

協定・ 医薬品査察協同ス キーム） に加盟する 調査当局と し て、調査員の認定制度や調査品

質管理監督シス テムを運用し 、 国際標準のＧ ＭＰ 調査体制の維持に努める 。  

  加えて、 医薬品等の相談窓口の設置や登録販売者試験の実施を通じ て医薬品等の適正

使用の推進を図る 。  

 ま た、医薬品成分の含有が疑われる 、いわゆる 健康食品等の買上げ検査を実施し 、無承

認無許可医薬品の排除を行う と と も に、 健康被害の発生を未然に防止する 。  

  さ ら に、 非常災害時に県民が必要と する 医薬品等を迅速に医療機関等に供給でき る よ

う 、福島県災害時医薬品等備蓄供給シス テムの体制維持を図る と と も に、災害時における

医薬品の供給体制を確保する ため、 災害対策医薬品供給車両の導入支援を行う 。  

  なお、 後発医薬品（ ジェ ネリ ッ ク 医薬品） については、 後発医薬品安心使用促進協議会

において、 患者及び医療関係者が後発医薬品を安心し て使用する こ と ができ る 環境整備

等に関する 検討を行う 。  

  加えて、 電子処方箋の普及拡大、 利活用によ る 質の高い医療サービス の提供を図る 。  

  

 

 ２   かかり つけ薬剤師・ 薬局の推進 

   医薬分業の進展等によ り 、 薬剤師及び薬局を取り 巻く 環境は大き く 変化し ている 。 こ

のよ う な中、 医薬分業の原点に立ち返り 、 全ての薬局をかかり つけ薬剤師がその役割を

発揮でき る 薬局に再編する こ と を目指し 、 厚生労働省は平成 27 年 10 月に「 患者のため

の薬局ビジョ ン」 を策定し た。 本ビジョ ンでは、 患者本位の医薬分業の実現に向けて、

①服用情報の一元的・ 継続的把握と それに基づく 薬学的管理・ 指導、 ②夜間・ 休日・ 在
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宅対応、 ③医療機関等と の連携など、 かかり つけ薬剤師・ 薬局の今後の姿を明ら かにす

る と と も に、 中長期的視野に立って、 かかり つけ薬局の再編の道筋が示さ れている 。 本

ビジョ ンを具現化する 制度と し て、 健康サポート 薬局の公表制度及び地域連携薬局・ 専

門医療機関連携薬局の認定制度が創設さ れた。 そのよ う な背景を踏ま え、 県内の薬局薬

剤師のさ ら なる 資質向上を図る ため、 以下の３ つの事業を展開する 。  

   ま た、 県民の薬局の選択に資する よ う 薬局機能情報をイ ンタ ーネッ ト で公表する 。  

  ( 1)  他職種連携によ る 薬局・ 薬剤師の在宅医療サービス 推進事業 

    他の職種が行う 在宅訪問に薬剤師が同行する こ と によ り 、 在宅医療における 薬剤師

の有用性について、 他の職種や地域住民への普及を図る 。 ま た、 経験豊富な薬剤師に

よ る 同行指導や研修等によ り 在宅医療に対応でき る 薬剤師の育成を図る 。  

 ( 2)  認知症対応薬局推進事業 

     地域の認知症対策の拠点と して認知症対応薬局の整備を推進すると と もに、 認定した認知

症対応薬局を対象と する研修会の開催や対応事例の収集・ 還元により 、薬剤師の認知症対応力

の更なる向上を図る。  

 ( 3)  在宅医療エキス パート 薬剤師人材育成事業 

      県内の薬局等に勤務する 薬剤師等を対象に、 在宅において多用さ れる 輸液ポンプ等

医療機器の実機演習を含めた在宅医療ス キルアッ プセミ ナーを開催し 、 在宅医療に積

極的に介入でき る 優れた医療人材の育成を図る 。  

 

３  薬剤師の確保 

  病院及び薬局の薬剤師に求めら れる 業務が多様化かつ高度化する 中、 令和５ 年６ 月に

初めて国が示し た「 薬剤師偏在指標」 では、 本県における 地域及び業態によ る 薬剤師の偏

在が明ら かと なり 、今後の病院・ 薬局の機能強化の推進を図る 上で、薬剤師の確保と 偏在

解消が大き な課題と なっている 。  

  こ のため、 薬剤師確保計画（ 第８ 次福島県医療計画） を基に、 関係団体や薬学部を有す

る 大学等と 連携し 、地域の実情に応じ た薬剤師確保策を検討し 、薬剤師偏在の改善を図る 。 

 

４   避難地域における 薬局再開・ 薬剤師確保の支援 

  地元薬局の再開や民間企業によ る 薬局進出が見込めない避難指示解除区域等において、

調剤に加え、 他の職種と 連携し た地域包括ケアや住民の健康管理を実施でき る 薬局の開

設を支援する と と も に、 薬局等薬剤師の研修等に要する 経費を支援する こ と によ り 薬剤

師の地域定着を図る 。  

 

５   血液の確保対策の推進 

震災及び原発事故に伴う 県外への人口流出によ る 影響や、事業所献血者等の減少、若年

層の献血率の低下等が懸念さ れている 。 県内で必要と する 血液を県民の献血によ り 確保

する ため、 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する 法律及び福島県献血推進計画等
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に基づき 400mL献血を推進する 。  

ま た、将来にわたり 献血者を確保する ため、中学生を対象と し たポス タ ーコ ンク ール、

献血出前講座の開催など、 特に若年層等への啓発によ り 献血の普及並びに安定的な血液

の確保に努める と と も に、 医療機関に対する 血液製剤使用適正化の普及及び適正かつ安

全な輸血療法の向上を図る 。  

 

６   薬物乱用の防止 

   薬物乱用は、 乱用者自身の健康を蝕むばかり でなく 、 各種犯罪を誘発する など地域社

会への弊害は計り 知れないも のがある 。し かし 、薬物乱用は一般市民層にま で浸透し てお

り 、特に大麻汚染については若年層を中心に拡大する など、裾野の広がり が懸念さ れる 状

況である 。   

  こ のため、薬物乱用の弊害について広く 県民に広報する と と も に、薬物乱用防止指導員

や大学生等のボラ ンティ アと 協働し ながら 、 地域に根ざし た啓発活動を実施する など 薬

物乱用を許さ ない社会環境づく り を推進する 。  

  加えて、 麻薬・ 覚醒剤・ 大麻乱用防止運動福島大会を開催する こ と で、 薬物乱用防止の

意識醸成を図る 。  

  さ ら に、 指定薬物又はその疑いがある 製品（ 危険ド ラ ッ グ） を取扱う 業者を発見し た際

は、 関係機関と 連携し ながら 立入検査を実施する など、 監視・ 指導を強化する 。  

 

 

７   試験検査体制の整備及び精度管理の充実 

  食品中の放射性物質検査等、 県民の健康管理に直面する 問題や新たな感染症の発生に

よ り 、 検査をと り ま く 環境の変化へ迅速かつ柔軟な対応を図る 必要がある 。  

    こ のため、 衛生研究所における 感染症等の検査体制の整備や調査研究事業の充実を図

り 、 県民の安全安心な生活の確保を目指す。  

  ま た、老朽化が進んでいる 衛生研究所の再整備に着手し 、安定的な検査体制の確保や機

能強化を図っていく 。  

  さ ら に、 県内の衛生検査所を対象に、 外部精度管理調査や立入検査を実施し 、 検査業務

が適正に行われる よ う 指導監督する 。  

 

８  温泉の保護及び適正利用の推進 

  県内全域に分布し 、多種多様な泉質を誇る 本県の温泉は、 旅館・ ホテルや公衆浴場等に

おいて県民の保養や観光への利用が進んでいる 。ま た、東日本大震災後は再生可能エネル

ギーの一つと し て地熱発電が注目さ れており 、本県内でも 地熱開発が進めら れている 。本

県の貴重な自然資源である 温泉が次世代に渡って持続的に利用でき る よ う 、 温泉資源の

保護を図る と と も に、 適正利用を推進する 。  

 

９  医薬品等の生産振興 

  本県は、 東北で最多の医薬品、 医療機器の製造所を有し ており 、 全国有数の医薬品、 医

療機器等の生産県である 。高度な製造管理及び品質管理体制を維持し 、安定的に製品を生
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産する ためには、 医薬品製造管理者や医療機器責任技術者等の人材育成が重要と なる こ

と から 、県内の製造業者等を対象と し た薬事講習会を開催する と と も に、商工労働部と の

連携を図り ながら 医療関連産業の健全な発展を支援する 。  

 

10 「 放射線と 健康」 の理解促進 

  放射線の健康影響について県民の不安に対応する ため、 薬剤師に対し 放射線の基礎知  

識に関する 研究や地域住民の相談対応に関する 事業を委託し 実施する 。  
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第２  令和７ 年度事業計画 
 
１  医薬品等の品質・ 有効性・ 安全性の確保と 医薬分業                         （ 単位： 千円）  

 
事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
① 薬事経済調査事 
 業 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       774 
( 国庫      774)  
 
 
 
 
 
 
 

 
  医薬品等の生産、 流通、 販売等の実態を把握し 、 薬務行
政上必要な基礎資料を得る 。  
 
１  医薬品等価格調査           196 千円 
  医薬品・ 特定保険医療材料価格調査 
  価格調査客体精密化調査 
 
２  後発医薬品使用促進事業         578 千円 
    医療関係者等から 成る 協議会を開催し 、 後発医薬品 

の安心使用促進のための方策を検討する 。  
 

 
② 健康衛生事務経 
 費（ 運営経費）  
 

 
4, 136 

( 手数    3, 655)  
( 諸収       20)  
 

 
 各種会議・ 協議会負担金 
 会計年度任用職員の雇用         
 

 
③ 健康衛生事務経 

費（ 施設管理経費） 
 

 
4, 179 

( 手数   4, 179)  
 

 
１  薬務関係許認可台帳管理システム    3, 332 千円 
 
２  医薬品等 FD申請・ 審査シス テム      847 千円 
 

 
④ 薬務総務事務経

費（ 経常行政経費） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6, 561 

( 手数    4, 823)  
( 国庫    1, 710)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１  薬務総務事業              467 千円 
    ○薬事審議会              １ 回 
  ○全国薬務主管課長協議会        ２ 回 
  ○北海道・ 東北ブロ ッ ク 薬務担当課長会議 １ 回 
    ○北海道・ 東北ブロ ッ ク 薬務担当者会議  １ 回 
  ○薬と 健康の週間（ 10 月 17～23 日）  
  〇薬事監視員研修会           １ 回 
 
２  薬務許認可指導事業         4, 268 千円 
  毒物及び劇物取締法に基づき 、 毒物劇物製造業及び 

販売業者に対し 監視指導等を行い、 事故の未然防止を 
図る 。  

  ま た、 毒物劇物取扱責任者の資質を 確認する ための 
試験を行う 。  

  ○農薬危害防止運動（ ６ 月 10 日～９ 月 10 日）  
  ○農薬危害防止講習会 
  ○毒物劇物営業者等に対する 立入検査の実施 
  ○毒物劇物取扱者試験の実施（ 年１ 回）  
  ○毒物劇物運搬車両取締り  
 
３  医薬品製造管理者講習会の開催     116 千円 
 
４  医薬品検定検査事務等委託費     1, 710 千円 
  ○保健所薬務担当課長等会議の開催（ ４ 月）  
  ○医薬品・ 医療機器等一斉監視指導（ ７ 月～12 月）  
  〇特別薬事監視班の設置 
 
 

-5-



  

 
事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
⑤ 医薬品安全対策 

事業 
 

 
449 

( 手数     449)  
 
 

 
医薬品等苦情相談事業 
医薬品等に起因する 健康被害から 県民を保護するため、

また、 医薬品等に対する 正し い知識の啓発のため、 相談窓
口を設置する 。  
 

 
⑥ 医薬品等製造承 

認事務 
 

 
1, 393 

( 手数    1, 393)  
 

 
医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等

に関する 法律に基づき 、 医薬品等の品質、 有効性及び安全
性を確保する ため、 医薬品等製造販売業等関係の許可等事
務の審査体制を維持する と と も に、 薬局開設・ 医薬品・ 高
度管理医療機器等販売業等の許可、 毒物劇物販売業等の登
録に関する 事務を適正に執行する 。  
 
１  申請工場実態調査( 許可調査・ 適合性調査)  

850 千円 
  医薬品等の製造工場の書類審査及び実地調査（ Ｇ Ｍ 

Ｐ 適合性調査） を行う 。  
 
２  三県合同医薬品等製造販売業者等講習会   80 千円 
  宮城県、 山形県、 福島県の持ち回り で研修会を開催 

する 。 令和７ 年度は宮城県が開催県。  
  
３  Ｇ ＭＰ 等調査体制強化事業        463 千円 

令和７ 年５ 月～６ 月に国立保健医療科学院が実施す
る 医薬品医療機器の品質確保に関する 研修に職員を 派
遣する 。  

 
 
⑦ 災害時救急医療 

体制整備事業 
（ 地域医療課 再掲）  
 
 
 
 
 

 
904 

 
災害時医薬品等備蓄供給事業 

 災害発生時に県民が必要と する 医薬品等（ 53 薬効医薬
品、 16 衛生材料） は、 初動期（ 発生から １ ～３ 日） におい
て確保が困難になる こ と から 、 医療機関等から 要請があっ
た場合、 迅速な供給体制を確立する ために県内各医療圏
（ 南会津医療圏は会津医療圏に含む） ごと に医薬品等の備
蓄供給を行う 。  
 

新 

⑧ 災害対策医薬品
供給車両整備事業 

 
       12, 000 
（ 諸収  12, 000）  

新 

 災害時における 医薬品の供給体制を確保する ため、 災害
対策医薬品供給車両を整備する 費用を補助する 。  

 
 
⑨ 登録販売者試験 

事業 
 

 
7, 339 

( 手数    7, 339)  
 

 
一般用医薬品の販売に従事し よ う と する 者がそれに必

要な資質を有する こ と を確認する 登録販売者試験を行い、
それに合格し た者を登録する 。  

○試験実施（ 年１ 回）  
新 

⑩ 電子処方箋の活
用・ 普及促進事業 

 

 
186, 525 

( 国庫  124, 349)  

新 

電子処方箋の普及拡大、 利活用によ る 質の高い医療サー
ビスの提供、 重複投薬等の抑制、 医療機関・ 薬局の業務効
率化を推進する ため、 電子処方箋の導入に係る経費を支援
する 。  

 
１  電子処方箋の活用・ 普及促進事業  183, 785 千円 

電子処方箋の導入を促進するため、 医療機関・ 薬局が
行う 電子処方箋管理サービス の導入に係る 経費を支援
する 。  
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事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
２  電子処方箋の活用・ 普及促進事務経費 2, 740 千円 

医療機関・ 薬局への円滑な補助支援を実施する ため、
補助金申請受付等を行う 電子処方箋専用事務局を設置
する 。  

 
 

合  計 
 

 
224, 260 

( 手数   21, 838)  
( 国庫  126, 833)  
( 諸収   12, 020)  
 

 

 
２  健康サポート 薬局の推進                                             （ 単位： 千円）  

 
事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
① 健康サポート 薬 

局推進事業 
 
 
 
 

 
4, 272 

( 繰入    4, 272)  
 
 
 

 

 
  認知症対応薬局推進事業 

認知症対応力向上研修会及び認知症対応薬局研修会を
開催し て認知症対応薬局を整備する と と も に、 対応事例の
収集・ 還元等によ り フォ ロ ーアッ プを行い、 更なる 対応力
の向上を図る 。  
 また、 認知症に関する 知識普及及び認知症対応薬局の普
及啓発を行う 。  
（ 一般社団法人福島県薬剤師会に委託）     
 

② 地域医療介護総
合確保事業（ 在宅医療
の推進）  
 
 

 
20, 837  

（ 繰入 20, 837）  
 
 

１  多職種連携によ る 薬局・ 薬剤師の在宅医療サービス推
進事業                5, 750 千円 

  他の職種が行う 在宅訪問に薬剤師が同行し 、 在宅医療
における 薬剤師の有用性を実感し ても ら う と と も に、 医
療職種や地域住民に対し て薬剤師によ る 在宅訪問業務
のＰ Ｒ を実施し 、 業務の普及を図る 。  

 また、 研修会等によ り 在宅医療に対応でき る薬剤師の育
成につなげる 。  

（ 一般社団法人福島県薬剤師会に委託）  
 
２  在宅医療エキスパート 薬剤師人材育成セミ ナー 

3, 587 千円  
県内の薬局等に勤務する 薬剤師を対象に、 医療機器・

医療材料に関する 講義やフ ィ ジカルアセス メ ント 演習
を含めたセミ ナーを開催し 、 在宅医療に積極的に介入で
き る 医療人材に育成を図る 。  

 
３  無菌調剤室整備支援事業       11, 500 千円 
  病棟から 在宅への移行に伴う 医薬品の供給及び応需

体制を強化する ため、 地域で共同利用でき る 無菌調剤室
等の整備及びその利用体制の構築を支援する 。  

 
 

 
③地域医療介護総合
確保基金（ 医療従事者
の確保・ 養成に関する
事業）  
 

 
6, 000 

（ 繰入 6, 000）  

 
  がん診療連携拠点病院の薬局薬剤師研修支援事業 
 
地域の薬局薬剤師のがん診療における 質の向上のため、 が
ん診療連携拠点病院が行う 研修会等を支援する 
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     合  計 
 

 
        31, 109 
( 繰入  31, 109)  
 

 
 
 

 
３  避難地域における 薬局再開・ 薬剤師確保の支援                               （ 単位： 千円）  

 
事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
① 避難地域薬局再 

開・ 薬剤師確保支 
援事業 

 
 
 

 
         4, 488 
( 繰入    4, 488)  
 
 
 
 

 
１  避難地域薬局開設支援事業       2, 388 千円 
  避難地域の薬局開設を支援する ため、 町村毎に薬局 

開設協議会を開催する 。  
 
２  薬剤師の地域包括ケアスキル習得支援事業  

2, 100 千円 
  避難地域において調剤業務に携わる 薬剤師を対象 
 に、 地域包括ケア等のス キル習得にかかる 研修会への 

参加を支援し 、 薬剤師の資質向上及び定着を図る。  
 

 
     合  計 
 

 
         4, 488 
( 繰入   4, 488)  
 

 
 
 

 
４  血液の確保対策の推進                                                  （ 単位： 千円）  

 
事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
① 薬務総務事務経

費（ 経常行政経費） 
 

 
372 

 

 
 献血推進に係る 知事感謝状等の贈呈 
 

 
②  献血推進事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 令和７ 年度は献血量 31, 263 リ ッ ト ルの目標を設定し 、
こ れを達成する ため若年層を中心と し た献血思想の普及
啓発並びに 400mL献血の推進強化を図り 、 県民の理解と 協
力を求め、 血液の安定供給体制の確保に努める 。  
 
１  ジュ ニア献血ポス タ ーコ ンク ール事業  548 千円 
    中学生を対象と し たポス タ ーコ ンク ールを 実施し 、  

さ ら に最優秀作品等を活用し た啓発を行う 。  
 
２   血液製剤使用適正化普及事業      382 千円 
   福島県合同輸血療法委員会が行う 次の事業につい 

て、 血液製剤使用に係わる 懇談会によ り 、 事業の企画 
立案と 検証を行う 。  

  ○血液製剤使用に係わる 懇談会（ 年２ 回）  
  ○合同輸血療法委員会研修会（ 年１ 回）  
  ○適切かつ安全な輸血療法を図る ための講習会等 
  ○輸血に関する アンケート 調査 
 

 
合  計 

 

 
      1, 302 
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５  薬物乱用の防止                                                        （ 単位： 千円）  
 

事 業 名 
 

予 算 額 
 

内   容 
 
①  薬務総務事務経 

費（ 経常行政経費） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        4, 264 
( 手数    4, 264)  
 
 
 
 
 
 

 
１  麻薬等取締事業            1, 629 千円 
  麻薬及び向精神薬取締法、 大麻草の栽培の規制に関す

る 法律、 あへん法、 覚醒剤取締法に基づき 、 免許・ 指定
事務を行う と と も に、 必要な取締り を行う 。  

  ま た、 違法薬物の乱用によ る 危害を 防止する ため、  
以下の事業を実施する 。  

  ○福島県薬物乱用対策推進本部会議の開催 
（ 年１ 回）  

  ○覚醒剤等取締機関四者協議会の開催（ 年１ 回）  
  ○麻薬、 覚醒剤取扱者に対する 指導取締り の実施 
  ○大麻草栽培者に対する 監視の実施 
  ○不正大麻・ けし 撲滅運動の実施 
 
２  薬物乱用防止指導員運営事業      1, 775 千円 
   覚醒剤、 シンナー等の乱用根絶をめざし 、 徹底し た 

啓発活動を効果的に実施する ために「 薬物乱用防止指 
導員」を県下に配置し 、地域住民に対し 、き め細かな 地
域に根ざし た組織的かつ効果的活動を実施する 。  

  ○薬物乱用防止指導員連合協議会の開催（ 年２ 回）  
  ○薬物乱用防止指導員地区協議会の活動 
  ○薬物乱用防止指導員地区協議会の補助 
  
３  覚せい剤・ シンナー・ ボンド 乱用防止事業  157 千円 
   若年層の薬物乱用防止対策や各種啓発活動のための

啓発用資料の作成及び広報活動を実施する 。  
   ま た、 各保健所に薬物相談窓口を設置し 、 住民から  

の薬物問題の相談に応じ る 体制を整える 。   
  ○「 ダメ 。 ゼッ タ イ 。 」 普及運動 
  ○保健所薬物相談窓口の設置 
 
４  薬物関連問題相談事業               703 千円 
   薬物乱用問題が深刻化し ている こ と を踏ま え、 福島 

県精神保健福祉センタ ーの機能を活用し 、 地域住民か 
ら の薬物関連問題の相談に専門的に応じ る と と も に、  
薬物関連問題の発生予防、 薬物依存者の社会復帰の促 
進等を図る 。  

  ○薬物関連相談窓口の開設 
  ○薬物依存症に関する 研修会の開催 
  ○薬物依存者の家族教室の開催 
  ○薬物関連問題相談窓口の案内 

 ○薬物関連問題実務担当者会議の開催 
 

新 

② 麻薬・ 覚醒剤・ 大
麻乱用防止運動福
島大会開催事業 

 

 
     1, 170 

新 

 麻薬・ 覚醒剤・ 大麻等の薬物乱用防止の全国的気運の盛
り 上がり を期する ため、 全国６ 都市で実施さ れる 麻薬・ 覚
醒剤・ 大麻乱用防止運動大会を福島県で実施する 。  
 

 
③ 若年層によ る 薬

物乱用防止意識向
上事業 

 
      502 
 
 

 
薬物乱用防止に係る 啓発活動等を行う ボラ ンティ アを

高校生、 大学生、 専門学校生等から 募り 、 研修を通じ て薬
物乱用の基礎知識を習得し た推進員に任命し 、 所属する 学
校等の内外における 啓発活動等を支援する。  
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事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
合  計 

 

 
         5, 936 
( 手数    4, 264)  
 

 
 
 

 
６  新たな試験検査体制の整備及び精度管理の充実                            （ 単位： 千円）  

 
事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
① 健康衛生事務経 

費（ 運営経費）  
 

 
      2, 512 
( 諸収     11)  
 

 
１  衛生研究所運営事務費                2, 276 千円 
 
２  衛生研究所支所管理運営費              236 千円 
 

 
② 健康衛生事務経 

費（ 施設管理経費） 

 
        50, 023 
( 諸収     837)  
 

 
  衛生研究所運営事務費                 50, 023 千円 
 

 
③ 行政検査機器の 

更新等事業 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        23, 083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 衛生研究所において実施する 行政検査に必要な検査機
器について、 検査データ の信頼性を確保する 観点から 、 定
期的に更新する 。  
 
 ○イ オンク ロ マト グラ フ 
    水道法に基づく 水質検査 
    （ 令和５ ～９ 年 ５ 年リ ース）    

○シーク エンサー 
    SARS ウ イ ルス等の遺伝子検査 
    （ 令和６ ～10 年 ５ 年リ ース）  
 ○ガスク ロ マト グラ フタ ンデム質量分析計 
  食品中の残留農薬検査 
  （ 令和６ ～10 年 ５ 年リ ース）  
 ○高速液体ク ロ マト グラ フ 
  食品中の残留農薬、 抗生物質等検査 
  （ 令和７ ～11 年 ５ 年リ ース）  
 

新 

④ 衛生研究所再整
備事業 

 
16, 991 

 

 
 安定的な検査体制の確保や機能強化を図る ため、 老朽化
が進む衛生研究所の再整備を行う 。  
 
１  基本設計・ 実施設計公募型プロ ポーザル事業 

2, 500 千円 
  基本設計・ 実施設計について、 公募型プロ ポーザルを

実施する 。  
 
２  測量調査等             14, 491 千円 
  委託によ り 、 建設地の測量調査を実施する 。  
 

 
⑤ 衛生研究所一般 

事務費（ 経常行政 
経費）  

 
 
 
 

 
        12, 489 
( 手数     60)  
( 諸収    700)  
 

 

 
  衛生研究所の運営及び維持管理 
  ○行政及び依頼検査の実施 
 ○公衆衛生情報の提供 
   衛生研究所各支所の運営及び維持管理 
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事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
⑥ 一般依頼検査事

業  

 
227 

( 手数    227)  
 
 

 
飲用水等の衣食住に関わる 試験検査を県民の要請に基

づき 受託し 、 検査成績をフィ ード バッ ク する こ と で、 公衆
衛生の向上に寄与する 。  
 
１  温泉水質検査                            21 千円 
 
２  医薬材料検査                            33 千円 
 
３  飲用水水質検査                         173 千円 
 

一部新 

⑦ 調査研究事業 
 

 
6, 186 

( 国庫    4, 500）  
( 諸収    422)  
 
 

 
保健、 予防、 食品及び環境行政等の推進に寄与する ため

行政的研究と 基礎的研究を行う 。  
 

１   残留農薬試験法開発・ 検証             4, 500 千円 
厚生労働省から 分析法の検証を 依頼さ れた化合物 

について、 Ｌ Ｃ ／ＭＳ ／ＭＳ 等によ る 農薬等の分析法 
の検証を行う 。  

 
２  畜水産物中の動物用医薬品検査の妥当性評価 

795 千円 
  今後県内で使用が見込ま れる 動物用医薬品等の新た

な検査法を確立し 、 行政検査への適用を行う 事を目的と
する 。 ( 令和５ ～７ 年度)  

 
３  市場に流通する 魚介類のアニサキス 寄生状況調査 

440 千円 
魚介類から のアニサキス虫体の検出法を検討し、 県内市

場に流通する魚介類の寄生状況を調査すると と も に、 確保
し た虫体を用いて遺伝子解析による種の同定を行い、 実態
を明ら かにすること を目的と する。 ( 令和５ ～７ 年度)  

 
新 

４  レジオネラ 属菌の検体採取方法の検討    451 千円 
  レジオネラ 属菌の拭き 取り 検査によ る 手法を確立し 、

検査実施標準作業書にと り まと める こ と によ り 、 行政需
要に速やかに対応でき る よ う 検査体制を構築する 。 （ 令
和７ ～８ 年度）  

 
 
⑧ 健康危機管理体

制整備等事業 
 

 
20, 275 

( 国庫  20, 274)  
 

 
県民の安心安全を確保する ため、 地域保健に係る 総合的

な調査研究体制を充実、 強化する 。  
 
１  健康危機管理対策等検査体制強化事業 
   県内で発生し た食中毒・ 感染症等の事例に迅速に対応

する ための検査体制を整備する 。  
 

 
⑨ 試験検査精度管 

理事業 
 

 
2, 059 

( 負担    1, 480)  
( 手数      579)  
 

 
１  衛生検査所精度管理指導対策事業     321 千円 

臨床検査技師等に関する 法律に基づく 衛生検査所（ 医
療機関から の受託検査実施施設） に対し 、 精度管理に関
する 技術的な指導を行う 精度管理委員を委嘱し 、 立入検
査を実施する 。  

  ま た、 衛生検査所に対する 外部精度管理調査を実施
し 、 検査精度の向上を図る 。  
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事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

〇外部精度管理調査 
〇立入検査 
〇精度管理委員会（ 年２ 回）  

 
２  試験検査精度管理事業        1, 738 千円 

試験検査結果の信頼性の確保及び精度の向上を図る
ため、 衛生研究所支所、 環境創造センタ ー及び民間検査
機関等を対象と し た精度管理調査事業を実施する。  
〇委員会（ 年２ 回）  
〇精度管理調査（ 年１ 回）  
〇部門別検討会（ 年１ 回）  
〇技術発表会（ 年１ 回）  

 
 

合  計 
 
133, 845 

( 負担    1, 480)  
( 手数      866)  
( 国庫   24, 774)  
( 諸収    1, 970)  
 

 

 
７  温泉の保護及び適正利用の推進                                        （ 単位： 千円）  

 
事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
① 健康衛生事務経 

費（ 運営経費）  
 
 

 
           20 
( 手数      20)  

 
１  北海道・ 東北ブロ ッ ク 温泉主管課長会議  20 千円 

 
② 薬務総務事務経 

費（ 経常行政経費） 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 1, 079 

( 手数     666)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１  温泉保護指導事業            891 千円 
  温泉源の保護と 利用の適正化を推進する ため、 自然 

環境保全審議会温泉部会の開催、 温泉掘削等許可申請 
に基づく 現地調査指導、 温泉源定期測定調査等を行う 。  

○自然環境保全審議会温泉部会の開催（ 年３ 回）  
  ○温泉掘削、 増掘、 動力装置及び温泉利用許可等に   
関する 調査、 指導 
 
２  可燃性ガス温泉対策事業         188 千円 
  温泉の源泉、 温泉施設等における 可燃性ガス に係る  

安全対策指導調査を実施する 。  
 

 
合  計 

 

          
1, 099 

( 手数     686)  
 

 
 
 

 
８  医薬品等の生産振興（ 医療機器等の開発における 産学官の連携を含む）     （ 単位： 千円）  

 
事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

 
① 医薬品等製造承 

認事務 
（ １ ⑥一部再掲）  

 

 
         80 
( 手数       80)  

 
  三県合同医薬品等製造販売業者等講習会 
 宮城県、山形県、福島県の持ち回り で研修会を開催する 。
令和７ 年度は宮城県が開催県。  
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合  計 

 

 
80 

( 手数       80)  

 
 
 

 
９  薬剤師の確保 

 
事 業 名 

 
予 算 額 

 
内   容 

新 

① 薬剤師確保対策
事業 

 
       1, 575 
( 繰入   1, 575)  

新 

 地域医療や在宅医療の充実に向け、 薬剤師の地域偏在や
業態偏在を改善する ため、 パンフレッ ト の作成やセミ ナー
の開催等により 、 薬剤師の魅力を発信する 。  
 

 
合  計 

 

 
         1, 575 
( 繰入   1, 575)  

 
 
 

 
10 「 放射線と 健康」 の理解促進 

事業名 予算額 内容 
 
① 県民健康調査事業 

 
1, 998 

（ 繰入 1, 998）  
 

 
「 放射線と 健康」 の理解促進事業 
 放射線の健康影響について県民の不安に対応する た
め、 薬剤師に対し 放射線の基礎知識に関する 研修や地域
住民の相談対応に関する 事業を委託し 実施する 。  
 

 
合  計 

 
1, 998 

（ 繰入 1, 998）  
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第３ 　 予算の概要 単位： 千円

 令和7年度  令和6年度  前年度対比

 当初予算額  当初予算額 増減（ ％）

手 21, 838
諸 12, 020
手 0
諸 0

手 3, 655

諸 20

手 4, 179

諸 0

手 4, 823

諸 0

手 449
諸

手 1, 393
諸 0
手 0
諸 0
手 7, 339
諸 0
手 0
諸 12, 000
手 0
諸 0
手 0
諸 31, 109
手 0
諸 4, 272

手 0

諸 20, 837

手 0

諸 6, 000

手 0
諸 137, 138
手 0
諸 4, 488
手 0
諸 132, 650
手 0
諸 0
手 0
諸 0
手 0
諸 0

手 4, 264

諸 0

手 4, 264

諸 0

手 0
諸 0
手 0
諸 0
手 866
諸 3, 450

電子処方箋の活用・ 普及促進事業 186, 525 0 - 124, 349 62, 176

新

災害対策医薬品供給車両整備事業 12, 000 0 - 0 0

1, 170新

麻薬・ 覚醒剤・ 大麻乱用防止福島大会開催事業
1, 170 0 ‐ 0

1, 672

新たな試験検査体制の整備及び精度管理の充実 133, 845 138, 319 -3. 2% 24, 774 104, 755

502

薬物乱用の防止 5, 936 4, 306 37. 9% 0

献血推進事業

21, 737

6, 000

血液の確保対策の推進 1, 302 1, 280 1. 7%

4, 272 0. 0%

0. 0%4, 488

-4. 1%

0. 0%

0

0. 0% 0

0

132, 650 132, 650 0. 0%

4, 488

372
薬務総務事務経費（ 経常行政経費）
　 ・ 献血推進事務経費

-4. 9%

0

0

0

登録販売者試験事業 7, 339 6, 800 7. 9% 0 0

災害時救急医療体制整備事業
　 ・ 災害時医薬品等備蓄供給事業

904 904 0. 0% 0 904

医薬品等製造承認事務 1, 393 1, 746 -20. 2% 0 0

医薬品安全対策事業 449 449 0. 0% 0 0

薬務総務事務経費（ 経常行政経費）
　 ・ 薬務総務事業
　 ・ 薬務許認可指導事業
　 ・ 医薬品等製造承認事務担当者会議
　 ・ 医薬品製造管理者講習会の開催
　 ・ 医薬品検定検査事務等委託費

6, 561 6, 814 -3. 7% 1, 710 28

3, 673 12. 6% 0 461

健康衛生事務経費（ 施設管理経費）
　 ・ 薬務関係許認可台帳管理シス テム
　 ・ FD申請・ 審査シス テム

4, 179 4, 179 0. 0% 0 0

63, 569

薬事経済調査事業 774 764 1. 3% 774 0

健康衛生事務経費（ 運営経費）
　 ・ 各種会議・ 協議会負担金（ 薬務）
　 ・ 臨時職員経費

4, 136

事　 業　 名　 等
令和7年度当初予算財源内訳

 国庫支出金 特定財源  一般財源

医薬品の有効性・ 安全性の確保 224, 260 25, 329 785. 4% 126, 833

健康サポート 薬局の推進

健康サポート 薬局推進事業

地域医療介護総合確保事業（ 在宅医療の推進）
　 ・ 多職種連携によ る 薬局・ 薬剤師の在宅
　 医療サービ ス 推進事業
　 ・ 在宅医療エキス パート 薬剤師人材育成
　 強化事業
　 ・ 無菌調剤室整備支援事業

地域医療介護総合確保事業（ 医療従事者の確保・
養成に関する 事業）
　 ・ がん診療連携拠点病院の薬局薬剤師研修支援事業

4, 272

20, 837

6, 000

31, 109

0

0

0

0

0

0

32, 009 -2. 8% 0 0

避難地域における 薬局再開・ 薬剤確保の支援

避難地域薬局再開・ 薬剤師確保支援事業

0

0

137, 138 137, 138

0

避難地域等医療復興事業 0

0. 8% 0

930 911 2. 1% 0

369

1, 302

372

930

薬務総務事務経費（ 経常行政経費）
　 ・ 麻薬等取締事業
　 ・ 薬物乱用防止指導員運営事業
　 ・ 覚せい剤・ シンナー・ ボンド 乱用防止事業
　 ・ 薬物関連問題相談事業

若年層によ る 薬物乱用防止意識向上事業

4, 264

502

3, 778

528

12. 9%
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手 0

諸 11

手 0
諸 837
手 0
諸 0
手 60
諸 700
手 227
諸 0
手 0
諸 422
手 0
諸 0
手 0
諸 0
手 579

諸 1, 480

手 686
諸 0

手 20

諸 0

手 666

諸 0

手 0
諸 1, 575

手 0

諸 1, 575

手 0
諸 0

手 0

諸 0

手 27, 654

諸 185, 292

※ 「 ・ 」 は小事業名 ※手： 手数料　 諸： 諸収入・ 負担金・ 繰入金

薬剤師確保対策事業 1, 575 0 - 0 0

薬剤師の確保 1, 575 0 - 0 0

新

衛生研究所再整備事業 16, 991 0 - 0 16, 991

23, 083 22, 890

調査研究事業

薬務総務事務経費（ 経常行政経費）
　 ・ 温泉保護指導事業
　 ・ 可燃性ガス 温泉対策事業

0

1, 079 814

合　 　 　 計 538, 262 342, 442 57. 2% 153, 605 171, 711

49, 186

23, 08300. 8%

健康危機管理体制整備等事業

2, 501

50, 023 52, 031 -3. 9%

健康衛生事務経費（ 運営経費）
　 ・ 衛生研究所運営事務費
　 ・ 衛生研究所支所管理運営費

健康衛生事務経費（ 施設管理経費）
　 ・ 衛生研究所運営事務費

行政検査機器の更新等事業

衛生研究所一般事務費（ 経常行政経費）

一般依頼検査事業

2, 512 2, 444 2. 8% 0

12, 489 9, 969 25. 3% 0

0

11, 729

227 227 0. 0% 0 0

6, 186 6, 127 1. 0% 4, 500 1, 264

20, 275 42, 568 -52. 4% 20, 274 1

0

健康衛生事務経費（ 運営経費）
　 ・ 硫化水素含有温泉調査事業
　 ・ 北海道・ 東北ブロ ッ ク 温泉主管課長会議

20 185 -89. 2% 0

0 413

0試験検査精度管理事業 -0. 2%

32. 6% 0 413

2, 059 2, 063

1, 998 3, 062 -34. 7% 1, 998

衛
生
研
究
所

薬
務
課

温泉の保護及び適正利用の推進 1, 099 999 10. 0%

0

県民健康調査事業
　 ・ 県民健康調査事業支援経費
　 （ う ち「 放射線と 健康」 理解促進事業）

1, 998 3, 062 -34. 7% 1, 998 0

「 放射線と 健康」 の理解促進
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Ⅱ 令和６ 年度薬務行政概要

第１ 薬 事

（ 概 況）

医療に欠かすこ と のでき ない医薬品・ 医療機器等の品質・ 有効性・ 安全性の確保を 重

点施策と し て、 医薬品等に係る 許可・ 承認事務、 登録販売者試験の実施、 薬事監視等の

強化、 医薬品の安全使用に係る 知識の普及啓発、 医薬分業の適正推進等、 種々の事業を

行っ た。 ま た、 本県は多く の医薬品・ 医療機器等の製造業を 有し ている こ と から 、 県の

基幹産業と し てさ ら なる 医療関連産業の集積を 図る ため、「 次世代医療産業集積プロ ジ

ェ ク ト 」 を 、 平成１ ８ 年度から 商工労働部と 連携し て推進し ている 。

ま ず、 医薬品等の製造関係では、 県内の製造業施設数は医薬品が４ ０ 、 体外診断用医

薬品が２ 、 医薬部外品が１ ７ 、 化粧品が２ ８ 、 医療機器が７ ７ の計１ ６ ４ 施設と なっ て

いる 。（ 前年度比増減無）。 製造販売業者数は、 医薬品が６ 、 体外診断用医薬品が１ 、 医

薬部外品が２ 、 化粧品が５ 、 医療機器が２ ５ の計３ ９ 施設と なっ ている （ 前年度比増減

無）。

医薬品等製造販売業及び製造業に係る 許可・ 承認事務の進行管理及び審査の効率化・

迅速化に関し ては、 本課に厚生労働省と 直結し た医薬品・ 医療機器申請・ 審査シス テム

を 整備し 、 医薬品等販売業関係（ 麻薬免許を 含む。） では、 本課と 保健所を 専用回線で

結んだ薬務関係許認可台帳管理シス テム を導入し ている 。

ま た、 高度な製造管理及び品質管理が要求さ れる 医薬品・ 医療機器分野における Ｇ Ｍ

Ｐ ／Ｑ ＭＳ 調査関連業務を適正かつ円滑に実施する ため、 平成１ ９ 年３ 月に「 福島県Ｇ

ＭＰ ／Ｑ ＭＳ 調査品質管理監督シス テム 基準書」 を 制定し 、 調査員の認定制度を 導入す

る など 、 Ｐ Ｉ Ｃ ／Ｓ 加盟国に相応し い世界標準のＧ ＭＰ ／Ｑ ＭＳ 調査体制を 構築し てい

る 。

さ ら に、 一般用医薬品の販売等に従事し よ う と する 者の資質確認を 目的と し た登録販

売者試験を 、 北海道・ 東北地区統一試験と し て実施し ている 。 令和６ 年度は、 受験者が

９ ６ ３ 名、 合格者が４ ５ ７ 名と なっ ている 。

薬事監視体制については、 保健所において監視指導を 計画的に実施し ている ほか、 適

切な指導を 行う ため、 県主催の薬事監視員研修会及び国や業界団体が開催する 各種研修

会を 活用する こ と によ り 、 薬事監視員の資質向上を 図っている 。

次に、 近年、 高齢社会の到来や生活習慣病など を 中心と し た疾病構造の変化に伴い、

健康への関心が一段と 高ま る 中にあっ て、 いわゆる 健康食品や健康機器等に関する 消費

者の苦情相談も 増加傾向がみら れる こ と から 、 広告に対する 監視指導によ り 無承認無許

可医薬品等の発見に努め、 ま た、 こ れら に対する 正し い知識の啓発を 図っ ている 。

-16-



医薬分業の適正推進については、 県薬剤師会と 連携を 図り ながら 、「 かかり つけ薬剤

師・ 薬局」 の推進に努めた。ま た、県内には平成１ ７ 年４ 月から は奥羽大学に薬学部が、

平成１ ９ 年４ 月から は医療創生大学( 旧 いわき 明星大) にも 薬学部が開講さ れている こ

と から 、 薬学生実務研修を視野に入れながら 薬剤師の資質向上を 図り 、 高度な医療提供

の実現に向け適切な医薬分業を推進し ている 。
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１　薬事関係営業者数（保健所別）

製造
販売
業

製造
業

甲種 乙種 農協 ガス 歯科 空港 小計

91 10 0 4 7 5 5 52 40 0 0 0 0 0 0 0 2 25 4 21 0 1 0 7 1 2 0 2 3 12 20 819

74 2 0 0 8 4 4 47 64 0 0 0 0 0 0 0 3 26 12 37 1 1 0 8 0 4 1 7 12 33 58 798

51 0 0 0 5 2 2 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 1 0 6 0 5 4 9 2 466

110 10 0 1 3 8 8 64 21 0 0 0 0 0 0 0 3 6 11 19 0 0 0 5 0 0 2 2 1 7 12 949

7 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 63

55 6 0 1 5 1 1 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 538

179 24 0 - - 14 14 52 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 1,112

149 14 1 - - 3 3 76 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 1,376

191 16 0 - - 39 39 82 35 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 1,283

- - - 0 12 - - - - - - - - - - - 29 22 42 13 0 0 0 6 1 4 2 10 4 12 15 172

907 82 1 6 40 77 77 450 173 0 0 0 0 0 0 0 37 82 71 98 1 2 0 27 2 17 5 28 25 77 109 7,576

販売
業

配置
販売
業

製造
業

卸売
販売
業

地域
連携
薬局

専門
医療
機関
連携
薬局
（が
ん）

配置
従事
者

医　　　　　　薬　　　　　　品

店舗
販売
業

831299

603

263

製造
業

336

80

65

312

38

239 642

1,228 3,954

- -

会　　津

南会津

県　　中

医薬部外品

製造
業

製造
販売
業

特　例　販　売　業 薬局製剤

既存
配置
販売
業

既存
配置
従事
者

   業態別

保健所別

医　療　機　器

合　計
製造
販売
業

修理
業

体外診断
用医薬品

製造
販売
業

再生医療
等製品

製造
販売
業 販売業・貸与

業

（令和７年３月３１日現在）

523133

販売業・貸与業

製造
業

製造
販売
業

製造
業

県　　南

高度管理医療
機器等

管理医療機器

製造
販売
業

99 406県　　北

薬局

化粧品

合　　計

相　　双

いわき市

薬務課

郡山市

7

80

福島市 226
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２　薬局・医薬品販売業等の許可等事務処理件数

３ 　 登録販売者試験の実施

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

 平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

○　H27.8.26実施　受験者数612名　 合格者数 351名　合格率57.4％

平成２８年度

○　H28.8.31実施 受験者数879名　 合格者数 397名　合格率45.2％

平成２９年度

○　H29.8.30実施 受験者数1,302名　 合格者数 738名　合格率56.7％

平成３０年度

○　H30.8.29実施 受験者数1,826名　 合格者数 867名　合格率47.5％

令和元年度

○　R元.8.28実施 受験者数2,487名　 合格者数 1,473名　合格率59.2％

令和２年度

○　R2.8.26実施　受験者数692名　　合格者236名　　合格率34.1％

令和３年度

○　R3.8.25実施　受験者数932名　　合格者330名　　合格率35.4％

令和４年度

○　R4.8.31実施　受験者数1,343名　　合格者564名　　合格率42.0％

令和５年度

○　R5.8.30実施　受験者数1,177名　　合格者472名　　合格率40.1％

令和６年度

○　R6.8.28実施　受験者数963名　　合格者457名　　合格率47.5％

○　H22.8.25実施　受験者数 356名　合格者数 217名　合格率61.0％

0

○　H21.8.26実施　受験者数 588名　合格者数 172名　合格率29.3％

○　H26.8.27実施　受験者数 348名　合格者数 169名　合格率48.6％

●　合　計(平成20年度～令和６年度） 　 受験者数(16,742)名　合格者数(7,868)名　合格率(47.0％)

○　第１回　H20.8.20実施　受験者数1,054名　合格者数550名　合格率52.2％

　　医薬品販売制度改革の改正薬事法のうち登録販売者にかかる部分が平成２０年４月から施行さ
れ、北海道・東北地区の統一問題による試験を年１回実施した。

0

○　H25.8.28実施　受験者数 316名　合格者数 180名　合格率57.0％

0

○　H24.8.22実施　受験者数 231名　合格者数 113名　合格率48.9％

○　H24.2.12実施　受験者数 976名　合格者数 314名　合格率32.2％

○　第２回　H21.1.28実施　受験者数  660名　合格者数268名　合格率40.6％

計 11387 46

再生医療等
製品販売業

1

257

0 1

10

06

44

配置従事者
身分証明書

26

59

75

小       計

高度管理医療機器等
販売業貸与業

245 34

72

1

配       置

販売従事登録

卸　　　 売
16

薬          局

店　 　　舗

120

地域連携薬局

専門医療機関
連携薬局（がん）

12

0

医
薬
品
販
売
業

1

16

3

3

令和６年度

3

71

6813

　
　　　　　　　　　　件　名

　業　種 新 規 申 請 許可更新申請
許 可 証 等
再 交 付
申 請

許 可 証 等
書 換 え 交 付
申 請

区　　　           　　　　　　　分
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令和６ 年度

製

造

販

売

業

許

可

許

可

更

新

許

可

証

書

換

え

交

付

許

可

証

再

交

付

（

薬

局
）

製

造

販

売

承

認

変

更

届

製

造

販

売

届

廃

止

届

製

造

業

許

可

適

合

性

調

査

区

分

変

更

許

可

許

可

更

新

許

可

証

書

換

え

交

付

許

可

証

再

交

付

変

更

届

廃

止

届

許

可

申

請

許

可

更

新

区

分

変

更

・

追

加

許

可

許

可

証

書

換

え

交

付

許

可

証

再

交

付

変

更

届

廃

止

届

専　 　 業 0 0 0 0 - 0 - 0 1 17 0 15 1 0 45 1 80

薬　 　 局 0 3 0 0 0 1 0 1 0 - - 3 0 0 1 1 10

0 1 0 0 - 2 - 0 0 - - 1 0 0 2 0 6

0 0 0 0 - 2 - 0 0 0 0 5 0 0 23 0 30

0 1 0 0 - 3 6 0 0 - 0 7 0 0 19 1 37

1 6 1 0 - 9 - 1 4 - - 22 2 1 28 5 2 36 2 1 0 63 4 188

1 11 1 0 0 17 6 2 5 17 0 53 3 1 118 8 2 36 2 1 0 63 4 351

193,970

835

194,805

210,431

14,991

254,760

令和４年

165,885

2,948

168,833

202,094

52,666

化　 　 粧　 　 品

計

体外診断用医薬品

製造業

平成２９年

区　 　 　 　 　 分

修理業

計

製造販売業

５ 　 医薬品等の生産等状況（ 令和６ 年集計）

平成３０年

医療機器 63,423

199,647

105,144

193,185

製造金額

輸入金額

平成２７年

４ 　 医薬品等製造販売業・ 製造業許可等取扱件数

医薬品

医 薬 部 外 品

医　 療　 機　 器

区　　　　　分 平成２６年 平成２８年

　 　 医薬品の生産金額（ 輸入を 含む） は、 対前年比約３ ． ４ ％増加し た。

令和２年 令和３年

94,503

　 　 医療機器の生産金額は、 対前年比約３ ０ ． ８ ％減少し た。

156,422193,767 139,067

医 薬 品

製造金額

輸入金額

計

116,910

169,976

86,476

130,344

計

106,709

143,940

205,480

114,532

4,280

118,812

＊医薬品及び医療機器の生産金額（ 薬事工業生産動態統計調査）

61,500

77,567

103,534

119,979

223,513

103,387

53,066

99,248

106,232

53,035

令和元年

145,587

4,117

149,704

166,920

11,843

155,783

201,316

27,680

228,996

55,397

23,726

79,123 190,896

23,976

148,147

21,884

170,031

252,122

38,806

290,928 156,028

単位： 百万円

令和６年

201,360

-

201,360

156,026

2

225,422

令和５年

2,235

2,055

1,188

1,497
1,558

1,700 1,688

1,948
2,014

1,700
1,564

791

1,909

2,290

2,909

2,548

2,255

1,560

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

医薬品 医療機器

福島県の医薬品、医療機器等生産金額年次別推移

（単位：億円）
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６ 薬事監視状況

全県（ 中核市を 含む） の薬事関係営業者数は、 ７ ， ４ ９ ８ 件であ り 、 立入検査施設数

（ 業務上取扱施設の立入検査を 除く ） は８ ６ ７ 件、 １ １ ． ５ ％の立入監視率であ っ た。 監。

視率は前年度よ り 上昇し た。

違反発見施設数は２ ２ ８ 件であり 、 前年度の１ ６ ５ 件よ り ６ ３ 件増加し た。

薬事許可業態別違反率（ 違反発見施設数／立入検査施設数） は、 薬局（ ３ ８ ． ５ ％ 、）

店舗販売業（ ４ １ ． ２ ％ 、 卸売販売業（ ２ ３ ． ５ ％） であっ た。）

違反内容別では、 その他に係る 違反、 管理者に係る 違反、 構造設備の不備に係る 違反

が多かっ た。

( 1) 医薬品等一斉監視指導

① 実施年月日 令和６ 年７ 月１ 日～令和６ 年１ ２ 月２ ７ 日

② 実施対象 医薬品等製造販売業者及び製造業者、 薬局及び医薬品販売業者

③ 監視重点事項

( ｱ) 医薬品等製造業者に対する Ｇ ＭＰ の遵守状況

( ｲ) 医薬品等製造販売業者に対する Ｇ Ｑ Ｐ ／Ｇ Ｖ Ｐ の遵守状況

( ｳ) 法令遵守体制の整備を 行っ ている か

( ｴ) 偽造医薬品流通防止のために適切な措置を 講じ ている かど う か

( ｵ) 管理者が許可を 受けずに他の薬事に関する 実務に従事し て いる 事実の有無

( ｶ) 薬局機能情報の報告を 適切に行い、 その情報を 薬局においても 閲覧に供し

ている か

( ｷ) 濫用等のおそれのあ る 医薬品の販売が適正に行われている か

④ 監視結果

立入検査施設数は製造業者等１ ８ 件、 薬局等１ １ ７ 件であっ た。

１ ６ 項目の不適があ り 、 主には薬局等（ 構造設備や医薬品、 帳簿、 従業員等） の

管理、 開設者が遵守すべき 事項等であ っ た。

⑤ 収去検査

事例なし

( 2) 医療機器等一斉監視指導

① 実施年月日 令和６ 年７ 月１ 日～令和６ 年１ ２ 月２ ７ 日

② 実施対象 医療機器等製造業者及び製造販売業者、 医療機器修理業者及び販売

業者等

③ 監視重点事項

( ｱ) 指定品目の製造業者に対する Ｑ ＭＳ 実施状況

( ｲ) 指定品目の製造販売業者に対する Ｑ ＭＳ 体制及びＧ Ｖ Ｐ 実施状況

④ 監視結果

立入検査施設数は製造業者等１ ７ 件、 修理業者１ ９ 件、 販売業者等７ ３ 件であっ

た。

⑤ 収去検査

単回使用医療機器 １ 検体（ 無菌試験）
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違　 反 　発 　見 　件 　数 　（ 年 　度 　中 ） 処   分   件   数  （  年  度  中  ）
無

許

可

・

無

登

録

・

無

届

業

無

承

認

品

不

良

品

不

正

表

示

品

虚

偽

・

誇

大

広

告

等

特

定

疾

病

用

医

薬

品

等

の

広

告

未

承

認

医

薬

品

等

の

広

告

毒

劇

薬

の

譲

渡

等

毒

劇

薬

の

貯

蔵

陳

列

処

方

箋

医

薬

品

の

譲

渡

記

録

等

制

限

品

目

の

販

売

構

造

設

備

の

不

備

販

売

体

制

等

の

不

備

特

定

販

売

に

係

る

違

反

医

薬

品

販

売

業

者

の

管

理

者

に

係

る

違

反

製

造

販

売

後

安

全

管

理

の

不

備

法

令

遵

守

体

制

整

備

の

不

備

品

質

管

理

の

不

備

指

定

薬

物

の

製

造

指

定

薬

物

の

輸

入

指

定

薬

物

の

販

売

・

授

与

等

指

定

薬

物

等

の

広

告

そ

の

他

許

可

取

消

・

登

録

取

消

・

業

務

停

止

改

善

命

令

等

検

査

命

令

等

廃

棄

等

そ

の

他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

(01)
906 252 97 63 2 5 11 10 16 119 1

製 専 大 臣 許 可 分 (02)

造 業 知 事 許 可 分 (03)
39 17

業 (04)
77 15 4 5

第 １ 種 (05)
2

第 ２ 種 (06)
4

薬 局 (07)
77 14 3 5

(08)
450 102 42 59 1 4 7 1 9 39 1

(09)
173 51 12 1 1 15

(10)

(11)

(12)
113

(13)
188

(14) 25

(15)
17 9

(16)
2

(17)

(18)

(19)
28 11

(20)
5 1

(21)
12

(22)

(23)
76 22

(24)

(25)
110 37 3 4

第 １ 種 (26)
5 1

第 ２ 種 (27)
9 3

第 ３ 種 (28)
10 2

高度管理医療機器等 (29)
769 151 43 1 55

管 理 医 療 機 器 (30)
3,671 52 12 1 12

一 般 医 療 機 器 (31)

高度管理医療機器等 (32)
1

管 理 医 療 機 器 (33)
2

一 般 医 療 機 器 (34)

高度管理医療機器等 (35)
459 76 13 1 18

管 理 医 療 機 器 (36)
281 11

一 般 医 療 機 器 (37)

(38)

(39)
2 1

(40)
1 2

(41)

(42)

(43)

(44)
21

(45)

小 計 (46) 7,498 867 229 122 1 2 5 19 17 1 26 272 2

(47)

総 計 (48)
7,498 867 228 122 1 2 5 19 17 1 26 272 2

貸

与

業

販

売

業

・

貸

与

業

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

※　処分件数（年度中）の「その他」は、始末書や報告書の件数を計上しており、説諭は含まない。

製

品

再

生

医

療

等

製 造 業

製 造 販 売 業

販 売 業

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

指定薬物等を 取り 扱う 施設

医

薬

品

体

外

診

断

用

製 造 業

製 造 販 売 業

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

医

　

療

　

機

　

器

製 造 業

化

　

粧

　

品

製 造 業

製 造 販 売 業

販 売 業

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

修

理

業

大 臣 許 可 分

知 事 許 可 分

販

売

業

製

　

造

販

売

業

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

医

薬

部

外

品

製 造 業

製 造 販 売 業

販 売 業

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

医

　

　

　

　

薬

　

　

　

　

品

薬 局

薬 局

販

売

業

製

　

造

店 舗 販 売 業

卸 売 販 売 業

薬 種 商 販 売 業

特 例 販 売 業

配

置

販 売 業

告

発

件

数

（

年

度

中

）

従 事 者

許

可

・

登

録

・

届

出

施

設

数

（

年

度

末

現

在

）

立

入

検

査

施

行

施

設

数

（

年

度

中

）

違

反

発

見

施

設

数

（

年

度

中

）

特

定

販

売

実

施

施

設

数

（

年

度

末

現

在

）
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7　 医薬品等の相談処理状況

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

薬剤師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般 3 2 0 4 3 1 0 5 2 1 4 2 27

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

分類・ 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

薬剤識別 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

医薬品一般 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 8

治 療 事 項 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 8

安 全 性 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 7

漢 方 ・ 生
薬 ・ 民 間 薬

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

薬 学 的 事 項 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中 毒 ・ 処
置 ・ 公 衆 衛

生
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試 験 ・ 検
査 ・ 試 薬 ・
農 薬 ・ 動 物

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

医 療 機 器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

食 品 ・ 栄
養 ・ 健 康 食
品 ・ 添 加 物

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

行 政 ・ 保 険 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 3 2 0 4 3 1 0 5 2 1 4 2 27

　 一般社団法人福島県薬剤師会に医薬品等相談対応業務を 委託し た（ 月～金　 14時～16時（ 祝日・ 年末年始を 除く ） ） 。
処理状況は、 次のと おり であった。

　 総処理件数２ ７ 件ですべて一般住民から の相談であった。
　 内容と し ては医薬品の安全性、 治療事項、 医薬品一般に係る 相談が多かっ た。

（ ２ ） 　 相談内容区分

（ １ ） 　 相談者区分
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内　 　 　 　 　 容
月 日 ・  場 所

令和7年1月29日 報告事項 １ 　 薬剤師確保対策について

杉妻会館３ 階石楠花 ２ 　 認定薬局の認定状況について

（ オンラ イ ン併用） ３ 　 大麻取締法等改正について

８ 　 薬事審議会の開催状況

　    第78回福島県薬事審議会を 開催し 、 次のと おり 報告を 行っ た。

事　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項
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参加人数

５ １ ６ 名

５ １ 名

３ ４ 名

１ ４ ５ 名

３ １ 名

１ ７ ６ 名

４ ２ 名認知症対応薬局研修会

　  催する 研修会等へ講師を 派遣し 、 関係法令等の周知を 図っ た。

開催年月日

一般社団法人福島県
薬剤師会会員

最近の薬事行政の動向につい
て

薬事研修会 令和6年5月12日

医療ガス 安全講習会

薬事講習会 令和6年5月21日

９ 　 薬事関係講習会の開催状況
　    医薬品等製造販売業者・ 製造業者、 薬局、 医薬品販売業者等を 対象と し て、 関係法令等

　  について十分な理解と 認識を 深める ため、 各種講習会を 開催する と と も に、 関係団体が開

医薬品等製造販売業
者等

令和6年7月19日

一般社団法人日本産
業・ 医療ガス 協会東
北地域本部福島県支
部会員

内　 　 　 　 容名　 　 　 　 称 対　 　 　 　 象

医薬品と し ての医療ガス につ
いて

Ｇ ＭＰ ・ Ｑ ＭＳ 研究会
一般社団法人福島県
薬事工業協会会員

三県合同医薬品等製造販
売業者等講習会

令和6年10月24日
令和6年10月25日

「 最近の薬事行政につい
て」 等

Ｇ ＭＰ 適合性調査等における
指摘事例について

一般社団法人福島県
医薬品配置協会会員

「 薬事関係法規・ 制度・ 関連
法規」 について

県内の薬局等に勤務
する 薬剤師

令和6年11月8日

認知症対応力向上研修会

令和7年2月9日

※（ 一社） 福島県薬剤師会に
委託

※（ 一社） 福島県薬剤師会に
委託

令和7年1月19日

県内の薬局等に勤務
する 薬剤師

-25-



20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 － － － － － － － － － － －

0 0 0 0 － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － 4 － 4 － － － － － － － － －

年 次

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H 元
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

R 元
R ２
R ３
R ４
R ５
R ６

11, 886, 513 117, 306, 220, 000 896 883
12, 012, 086 911 898121, 188, 170, 000

11, 613, 232 113, 467, 390, 000 879 875
11, 379, 320 112, 513, 350, 000 893 886

12, 637, 376 121, 114, 960, 000 853 873

12, 664, 712 117, 931, 660, 000
116, 306, 930, 000

12, 761, 334 118, 982, 680, 000 845 879

12, 909, 464 120, 722, 800, 000 863 886

請求金額については、 平成14年から 日本薬剤師会調べ「 保険調剤の動向（ 速報値） 」
の年度報（ 3月～2月） を参考値と し て記載

　 　 年度以降、 県は国有ワ ク チン等を備蓄し ていない。

12, 746, 921 126, 360, 460, 000 847 878

13, 099, 843 114, 550, 170, 000 867

12, 121, 792 96, 251, 540, 000 831 859
12, 243, 662 103, 149, 360, 000 862

12, 075, 183 92, 447, 620, 000 811 836
11, 599, 015 798 82685, 786, 980, 000
11, 421, 224 84, 701, 190, 000 771 798
10, 857, 584 78, 281, 720, 000 741 793

10, 317, 647 65, 391, 550, 000 686 737
10, 391, 697 72, 316, 170, 000 703 754

9, 327, 477 55, 611, 156, 920 629 678
9, 756, 960 60, 886, 217, 420 660 701

6, 469, 722 37, 356, 167, 250 543 592
7, 971, 617 46, 514, 733, 940 583 641

4, 360, 115 24, 758, 959, 800 409 489
5, 109, 581 29, 016, 953, 260 475 537

2, 738, 671 13, 719, 252, 718 293 450
3, 756, 618 20, 127, 856, 054 376 471

1, 636, 629 7, 041, 571, 189 174 389
2, 054, 466 9, 226, 011, 438 199 426

1, 457, 780 6, 045, 516, 984 161 379

3761, 311, 165 4, 705, 295, 198 144
376
3761, 446, 701 5, 614, 242, 876 156

1, 187, 357
1, 238, 188 4, 311, 772, 547

140

1, 294, 650 4, 968, 057, 470 150

385
384

148

3, 888, 162, 983
3, 601, 710, 445

381
372

1, 236, 618 3, 749, 842, 361
3, 991, 450, 072

72, 713

361

165
162

166
394

148, 190

1, 296, 057

3781, 048, 772
1, 250, 432

144
1512, 855, 203, 130

393
181

16, 403
74

304
129
114

279, 778, 949
109, 740, 520

処方せん枚数 保険薬局数

9, 731 30

854, 085
560, 473

316

取扱薬局数

429, 016

7, 930

　 本県における 医薬分業の状況を処方せんの取扱状況でみる と 、 昭和４ ９ 年以降急速に増加し た。 平成１ ９ 年以降の
処方せんの発行枚数はほぼ横ばいと なっている 。

  ま た、 処方せん受取率で見る と 、 全国平均が８ ２ ． １ ％である のに対し 、 本県は８ ６ ． ５ ％で全国１ ０ 位であっ
た。

１１　医薬分業の状況

832 875

864

205, 982, 264
18, 910, 936

１０　国有ワ クチン供給状況　
　 　 　 　 　 　 　 年度
品目

ガス えそウ マ抗毒素

ボツ リ ヌ ス ウ マ
抗毒素

ジフ テリ アウ マ
抗毒素

年次別処方せん取扱い状況

　 ※平成25年度ま では、 県において「 乾燥ガス えそウ マ抗毒素」 を国から 購入し 備蓄し ていたが、 需要頻度が
　 　 低いこ と 、 ま た、 東北地区の国有ワ ク チン 等保管場所が隣県のため随時搬送可能である こ と から 、 平成26

乾燥組織培養不活性
化狂犬病ワ ク チン

12, 806, 387 118, 546, 000, 000

12, 323, 901 105, 051, 020, 000 849
12, 240, 181 108, 763, 110, 000 808

820

1, 213, 195

107

331994, 777, 261
330, 510

2, 280, 768, 895

3, 500, 618, 800

371

712, 185, 874

116

請求金額

7, 587, 563

1, 370, 611, 860

861

835

56
290

11, 464, 493 113, 172, 810, 000 874 868

850 860
867 864

12, 086, 615
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保健福祉
事務所名

処方せん枚数 構成比率

枚 ％

県　 　 北 3, 168, 459 26. 4% 263 ( 270 ) 263 251

県　 　 中 3, 359, 660 28. 0% 221 ( 224 ) 221 206

県　 　 南 689, 676 5. 7% 48 ( 51 ) 48 46

会　 　 津 1, 489, 656 12. 4% 113 ( 113 ) 113 107

南 会 津 59, 178 0. 5% 7 ( 7 ) 7 7

相　 　 双 768, 724 6. 4% 56 ( 56 ) 57 53

い わ き 市 2, 476, 733 20. 6% 190 ( 190 ) 190 178

計 12, 012, 086 100. 0% 898 ( 911 ) 899 848

（ 　 ） 内は薬局総数、 R6． 12． 31現在

保 健 所 別 処 方 せ ん 取 扱 い 状 況

保険薬局数
※

在宅薬剤
管理指導

取扱薬局数

※保険薬局数：  保険指定薬局数（ 東北厚生局福島事務所調べ）
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所属

－

県薬剤師会

県薬剤師会

県薬剤師会

県病院薬剤師会

　 　  ポス タ ーの掲示及びリ ーフレ ッ ト を配布し 、 薬の飲み方や健康サポート 薬局等に

－

月　 　 日

－大 臣 表 彰 －

１５　薬事関係表彰

表　 彰　 区　 分 氏名又は団体名

薬事衛生功労三好　 正人知 事 表 彰 令和6年5月21日

令和7年1月24日知事感謝状 桜井　 利彦

１４　薬と健康の週間の事業状況

　 　 　  行政と 薬事７ 団体で構成する 福島県く すり の週間実行委員会の共催で本事業を　
　 　  実施し ている が、 令和６ 年度は、 相馬地区及びいわき 地区を重点地区と 定め、

　 　  ついて啓蒙普及を図った。

功　 　 労　 　 名

赤津　 雅美

小室　 幹男

薬事衛生功労
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　 　 なお、 医薬品等の安全性情報については、 様々な報告制度を通じ て、 厚生労働省で情報の収集、 　

　 評価及び行政措置を一元化し て行っており 、 こ の内容を厚生労働省、 Ｐ ＭＤ Ａ 等から のメ ール、

　 メ ーカーから の文書等によ り 情報を入手し 、 関係団体に情報提供し ている と こ ろである 。

　 　  ○　 医薬品使用上の注意改訂情報

　 　  ○　 新医薬品情報

　 　  ○　 厚生労働省医薬品安全性情報

　 　  ○　 新添付文書

　 　  ○　 ト ピ ッ ク ス 等

　 ( １ ) 　 情報の提供対象

　 　 　   医療機関、 薬局、 行政機関等各関係機関、 各関係団体、 一般

　 ( ２ ) 　 情報提供を行う 施設

　   　 　 一般社団法人福島県薬剤師会薬事情報センタ ー

　 ( ３ ) 　 提供する 情報の種類

　  　 ○　 緊急安全情報

１２　県内薬剤師の状況

１３　医薬品等安全対策としての情報提供体制
　 　 　 医薬品等の安全確保のため、 昭和５ ３ 年度から 「 福島県医薬品情報委員会」 を 設置し 、

　 　 県内医療機関、 薬局等に対し 、 「 福島県医薬品情報」 を伝達し てき たが、 平成１ ０ 年度に

　 　 それを 廃止し 、 一般社団法人福島県薬剤師会に対し 医薬品情報をリ アルタ イ ムで入手でき

　 　 る Ｆ Ａ Ｘ Ｂ Ｏ Ｘ シス テムの設備整備補助を行っ た。

662 
752 

908 

1,229 

1,636 

1,918 

2,028 

2,100 

2,131 

2,217 

2,424 

2,506 

2,804 

2,983 

2,983 
3,054 

3,163 
3,365 

3,461 

3,288 
3,455 

3,582 

3,673 

3,792 

3,791 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

S35S40S45S50S55S59S61S63 H2 H4 H6 H8 H10H12H14H16H18H20H22H24H26H28H30 R2 R4

人数
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１６ 災害時医薬品等の備蓄供給体制

平成７ 年１ 月１ ７ 日に発生し た阪神淡路大震災を 教訓と し て、 災害時発生の初動期

（ １ ～３ 日） に必要と さ れる 医薬品等を 、 医薬品については県医薬品卸組合と 、 ま た、

平成２ ３ 年度よ り 衛生材料については県医療機器販売業協会と 委託契約を 行い、 県内

６ 地区（ 南会津地区は会津地区に含む。） に備蓄し ている 。

東日本大震災の際には、 震災当日から 当該供給体制によ り 各医療機関、 救護所、 医

療チーム 等に対し て医薬品等の供給( 3/11～9月末ま で計540回) を 行っ た。

ま た、 福島県薬剤師会と 「 災害時における 医療救護活動についての協定」 を 締結し

たこ と に伴い、 発災後、 医薬品集積所における 仕分け作業、 救護所における 調剤、 医

療チーム に同行し ての服薬指導等の医療救護活動（ 3/18～8月末ま で延べ2, 788名） を

行っ た。

平成２ ６ 年５ 月２ ７ 日には、 一般社団法人日本産業・ 医療ガス 協会東北地域本部医

療ガス 部門福島県支部（ 現 一般社団法人日本産業・ 医療ガス 協会東北地域本部福島

県支部） と 「 災害時における 医療ガス 等の供給に関する 協定」 を 締結し 、 災害時の医

療ガス 等の供給協力体制を 構築し た。

（ １ ） 災害時医薬品等備蓄フ ロ ーチャ ート

福島県医薬品卸組合
福 島 県 委託契約 ま たは

福島県医療機器販売業協会

指示 在庫報告

保健福祉 ＜６ 医療圏＞

事 務 所
在庫報告 地区卸幹事営業所

( 保健所)

地区卸営業所

医薬品等備蓄金額 ４ ， ０ ０ ０ 万円以上
備蓄医薬品等 医薬品 ５ ３ 薬効群

衛生材料１ ６ 品目

（ ２ ） 災害時医薬品等供給フ ロ ーチャ ート

要 請 者
（ 市町村、 医療機関等） 二

一次的供給体制 次
供給要請 的

供給要請 供
保健福祉 ＜６ 医療圏＞ 給
事 務 所 地区卸幹事営業所 体

（ 保健所） 制

供給要請 地区卸営業所

（ ３ ） 災害時医療ガス 等供給フ ロ ーチャ ート

要 請 者 供給
（ 市町村、医療機関等）

供給要請

供給 供給
要請 要請 J I MGA東北地域本部

薬務課 J I MGA東北地域本部
福島県支部福島県支部 会員事業所
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（ ４ ） 災害時医薬品備蓄体制

地 区 卸幹事営業所 卸営業所数(卸幹事含む)

( 株) ス ズケン 福島支店 ５県 北

東北アルフ レ ッ サ( 株) 郡山物流セン タ ー ５県 中

( 株) バイ タ ルネッ ト 白河支店 ３県 南

東邦薬品( 株) 会津営業所 ５会 津

東北アルフ レ ッ サ( 株) 南相馬支店 ３相 双

( 株) メ ディ セオいわき 支店 ５いわき

合 計 ２ ６ 営業所

（ ５ ） 災害時備蓄医薬品の薬効分類群等
① 内 服 薬（ １ ３ 剤） ② 注 射 薬（ ２ ６ 剤） ③ 輸 液（ ５ 剤）
④ 外 用 薬（ ８ 剤） ⑤ 防疫用薬剤（ １ 剤）

（ ６ ） 災害時衛生材料備蓄体制

地 区 卸幹事営業所 卸営業所数(卸幹事含む)

エク ス タ ーメ ディ カル( ３県 北 株)

県 中
( 株) エヌ ジェ イ アイ ３

県 南

( 株) 三陽 会津営業所 ２会 津

１相 双 ( 株) 日東 福島支社

( 株) 三陽 いわき 営業所 ３いわき

合 計 １ ２ 営業所

（ ７ ） 災害時備蓄衛生材料
① 衛 生 材 料（ １ ６ 品目）

（ ８ ） 災害時医療ガス 等供給体制（ 協定）

会 員
地 区 事 業 者

事業所数

( 一社) 日本産業・ 医療ガス 協会東北地域本部福島県支部（ ※） ４ ７全 県

（ ※） 略称： 一社） Ｊ Ｉ ＭＧ Ａ 東北地域本部福島県支部（
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１ ． 内服薬（ １ ３ 剤）
No. 薬効分類（ 薬効分類番号） No. 薬効分類（ 薬効分類番号）

催眠鎮静剤・ 抗不安剤（ １ １ ２ ） （ Ｔ ） 消化性潰瘍用剤（ ２ ３ ２ ） （ Ｔ ）
催眠鎮静剤・ 抗不安剤〔 シロ ッ プ等〕 （ １ １
２ ） （ mL）

消化性潰瘍用剤（ ２ ３ ２ ） （ 包）

解熱・ 鎮痛・ 消炎剤（ １ １ ４ ） （ Ｔ ） 9 整腸剤（ ２ ３ １ ） （ 包）
解熱・ 鎮痛・ 消炎剤〔 シロ ッ プ等〕 　 （ １ １
４ ） （ mL）

10 止瀉剤（ ２ ３ １ ） （ Ｔ ）

総合感冒剤（ １ １ ８ ） （ 包） 抗生物質製剤（ ６ １ ３ ） （ Ｔ ）

総合感冒剤〔 小児用〕 （ １ １ ８ ） （ 包）
抗生物質製剤〔 シロ ッ プ用剤〕
（ ６ １ ３ ） （ 包）

4 不整脈用剤（ ２ １ ２ ） （ Ｔ ） 12 合成抗菌剤（ ６ ２ ４ ） （ Ｔ ）
5 血圧降下剤（ ２ １ ４ ） （ Ｔ ）
6 血管拡張剤（ ２ １ ７ ） （ Ｔ ）

気管支拡張剤（ ２ ２ ５ ） （ Ｔ ）

気管支拡張剤〔 シロ ッ プ等〕
（ ２ ２ ５ ） （ mL）

２ ． 注射薬（ ２ ６ 剤）
No. 薬効分類（ 薬効分類番号） No. 薬効分類（ 薬効分類番号）
1 催眠鎮静・ 抗不安剤（ １ １ ２ ） 14 制吐剤（ ２ ３ ９ ）
2 抗てんかん剤（ １ １ ３ ） 15 副腎ホルモン剤（ ２ ４ ５ ）

3 解熱・ 鎮痛・ 消炎剤（ １ １ ４ ） 16
イ ンス リ ン〔 速効・ 中間・ 持続性〕
100単位/mL（ ２ ４ ９ ）

4 鎮痙剤（ １ ２ ４ ） 17 電解質補液　 カリ ウ ム（ ３ ３ １ ）
5 強心剤（ ２ １ １ ） 18 電解質補液　 ナト リ ウ ム（ ３ ３ １ ）
6 不整脈用剤（ ２ １ ２ ） 19 電解質補液　 カルシウ ム（ ３ ２ １ ）
7 利尿剤（ ２ １ ３ ） 20 止血剤（ ３ ３ ２ ）
8 血圧降下剤（ ２ １ ４ ） 21 血液凝固阻止剤（ ３ ３ ３ ）
9 血管拡張剤（ ２ １ ７ ） 22 解毒剤（ ３ ９ ２ ） 〔 炭酸水素ナト リ ウ ム〕
10 呼吸促進剤（ ２ ２ １ ） 23 酵素製剤（ ３ ９ ５ ） 〔 ウ ロ キナーゼ製剤〕
11 気管支拡張剤（ ２ ２ ５ ） 24 抗ヒ ス タ ミ ン剤（ ４ ４ １ ）
12 消化性潰瘍用剤（ ２ ３ ２ ） 25 抗生物質製剤（ ６ １ ）
13 腸管運動機能亢進剤（ ２ ３ ９ ） 26 抗破傷風人免疫グロ ブリ ン（ ６ ３ ４ ）

３ ． 輸液（ ５ 剤）
No. 薬効分類（ 薬効分類番号） No. 薬効分類（ 薬効分類番号）
1 ５ ％ブド ウ 糖液（ ３ ２ ３ ）
2 ５ ０ ％ブド ウ 糖液（ ３ ２ ３ ） 4 電解質輸液開始液
3 生理食塩水（ ３ ３ １ ） 5 電解質輸液維持液

４ ． 外用薬（ ８ 剤）
No. 薬効分類（ 薬効分類番号） No. 薬効分類（ 薬効分類番号）
1 外皮用殺菌消毒剤（ ２ ６ １ ） 5 滅菌精製水（ ７ １ ３ ）
2 う がい薬（ ２ ２ ６ ） 6 催眠鎮静・ 抗不安剤坐薬（ １ １ ２ ）
3 止痒軟膏（ ２ ６ ４ ） 7 解熱・ 消炎・ 鎮痛剤坐薬（ ２ ６ ４ ）
4 火傷用軟膏（ ２ ６ ３ ） 8 消炎・ 鎮痛パッ プ剤（ ２ ６ ４ ）

５ ． 防疫用薬剤（ １ 剤）
No. 薬効分類（ 薬効分類番号）
1 防疫用殺菌消毒剤（ ７ ３ ２ ）

６ ． 衛生材料（ １ ６ 品目）
No. 薬効分類（ 薬効分類番号） No. 薬効分類（ 薬効分類番号）
1 副木材料（ 金属製可） 9 注射筒（ 針付）
2 三角巾 10 イ ンス リ ン注射筒　 100単位/mL用
3 清浄綿 11 点滴輸液セッ ト
4 脱脂綿（ カッ ト 綿） 12 手袋　 ラ テッ ク ス ( パウ ダーフ リ ー)
5 伸縮包帯 13 サージカルマス ク
6 救急絆創膏 14 メ ディ カルキャ ッ プ
7 サージカルテープ 15 血圧計
8 ガーゼ 16 体温計

　 　 輸液（ 人工透析液を含む）

13 抗ウ イ ルス 剤( ６ ２ ５ )
タ ミ フ ル・ ド ラ イ シロ ッ プ（ 本）

福島県災害時医薬品等備蓄品目表　 （ 医薬品５ ３ 薬効群 ・  衛生材料１ ６ 品目）

1 8

2

3 11

7
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　 令和７年３月３１日現在

一

般

農

業

用

特

定

電

気

め

っ

き

業

金

属

熱

処

理

業

運

送

業

し

ろ

あ

り

防

除

業

2 45

207

小計 423 74 12 12 1 40

2 5 0 28 0 10

242

小計 234 215 12 9 1 5

0 25 1, 136

いわき 市 141 21

合計 657 28964 9

0 10 572

24 21

郡山市 183 32 7 7 1 12 0 －

0 0 18

相　 双 52 27 960 3 0 3 0 1

南会津 4 12 1 0 0 01

10

0

2

県　 南 35 38 81

会　 津 74 47 2 3 0 1

2 1 0 1 0 0

0 1 135

4

7

0

0

0 7 94

県　 中 28 53 2 2 1 0 0 6 107

県　 北 41 38 5 0 0 03

15

3

0

第　２    毒　物　劇　物

（ 　 概　 　 況　 ）
毒物劇物については、 事件事故等によ る 健康被害の発生を 未然に防止し 、 県民の安心安全を
確保する ため、 毒物及び劇物取締法に基づき 、 毒物劇物営業者に対する 立入検査を計画的に
実施し ている 。

１ 　 毒物劇物営業者数（ 保健所別）

毒　 　 物　 　 劇　 　 物 特
定
毒
物
研
究
者

合計

製

造

業

輸

入

業

販　 　 売　 　 業 業務上取扱者

－ － 28

福島市 99 21 3 0 0 0 0 － 123

薬務課 － － － － － －

0 15 564

24 4

64 9

－

－

－

－

－

－

－

－

-33-



２　毒物劇物販売業登録等の事務処理件数

毒 物 劇 物 販 売 業

業 務 上 届 出 事 業 場

特 定 毒 物 研 究 者

毒物劇物取扱者試験合格者

計

書

換

交

付

再

交

付

取

扱

責

任

者

（

設
置
含
む
）

そ

の

他

件数 3 5 10 0 1 12 14 0 45

４　毒物劇物監視状況

変　 更　 届

令和６年度

　 　 　 　 本県では、 毒物劇物製造業者、 輸入業者、 販売業者等に立入検査を実施し 、 毒物劇物の
　 　 　 保管管理状況、 製品の表示、 危害防止規定に基づく 保安点検の実施状況、 譲渡手続、 保管
　 　 　 管理状況、 人事異動等に伴い取扱責任者が不在と なっていないか等を重点的に監視し た。
　 　 　 　 ま た、 大規模自然災害に伴い毒物劇物の流出事故が発生し ている こ と から 、 日頃の在庫
　 　 　 管理に加えて、 地域のハザード マッ プ等を考慮し た保管管理を行う よ う 指導し た。
　 　 　 　 令和６ 年度における 毒物劇物関係の登録及び届出数は１ ， １ １ ３ 件（ 中核市を含む） で
　 　 　 あり 、 登録及び届出施設に対する 立入検査施設数は２ ７ １ 件（ 法第２ ２ 条第５ 項の者を除
　 　 　 く 。 ） 、 立入監視率は１ ９ ． ７ ％であった。
　 　 　 　 違反発見施設は６ ４ 件（ 法第２ ２ 条第５ 項の者を含む。 ） であり 、 前年度よ り １ 件減
　 　 　 少し た。
　 　 　 　 登録業態別違反率（ 違反発見施設数/立入検査施設数） は、 一般販売業２ ２ ． ８ ％、 農業
　 　 　 用品目販売業３ ５ ． １ ％、 特定品目販売業３ ３ ． ３ ％であった。
　 　 　 　 違反内容別では、 その他、 取扱違反、 譲渡手続き 違反の順に多かった。

令和６年度

３　毒物劇物製造業（輸入業を含む）登録等の取扱件数

業

務

廃

止

又

は

休

止

申

請

・

届

出

の

計

申　 　 請
新

規

登

録

登

録

変

更

登

録

更

新

登　 録　 票
届　 　 出

76

1

16

計

1

19

16 61 3 17 97

3

1

1

61

登録票新

規

登

録

更

新

14 10

書

換

交

付

再

交

付

件名

業種
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登
録
違
反

取
扱
違
反

表
示
違
反

譲
渡
手
続
違
反

そ
の
他

登
録
違
反

取
扱
違
反

表
示
違
反

譲
渡
手
続
違
反

そ
の
他

登
録
違
反

取
扱
違
反

表
示
違
反

譲
渡
手
続
違
反

そ
の
他

製　造　業 64 18 5 1 1 5 1 1 1 5

輸　入　業 9 1

一般販売業 659 136 31 1 8 4 10 11 2 2 1 13 6 15 11

農業用品目販売業 289 57 20 4 2 2 15 2 4 3 1 15

特定品目販売業 24 3 1 1 1 1 1

電気めっき事業 21 3

金属熱処理事業 2

毒物劇物運送事業 45 1

しろあり防除事業

法第２２条第５項の者 52 7 3 2 6 2 2

計 1,113 271 64 1 16 9 13 32 2 4 1 1 24 12 17 34

特定毒物研究者 25

合計 1,138 271 64 1 16 9 13 32 2 4 1 1 24 12 17 34

告
発
件
数

登 録 ・ 届 出
・ 許 可 施 設 数
（年度末現在）

立 入 検 査
施行施設数
（ 年 度 中 ）

違反発見
施 設 数
（年度中）

登
録
違
反

取
扱
違
反

　処分件数（年度中） 　処分件数（年度中）

その他（説諭）

表
示
違
反

譲
渡
手
続
違
反

そ
の
他

毒 物 劇 物 又 は
政 令 で 定 め る
毒物劇物含有物
の 疑 い の あ る
も の の 収 去

試 験 の 結 果
毒物劇物又は政
令 で 定 め る
毒物劇物含有物
で あ っ た も の

無登録・無届・
無 許 可 施 設
発 見 件 数

登
録
・
許
可
取
消

業
務
停
止

設
備
改
善
命
令

その他（始末書等） その他（指導票）

違反発見件数
（年度中）

処分件数（年度中）
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○月日 令和６ 年９ 月４ 日

○場所 ビ ッ グパレ ッ ト ふく し ま （ 郡山市南二丁目５ ２ 番地）

合　 格　 率

309 人 292 人 46 人 15. 8%

86 人 83 人 3 人 3. 6%

6 人 6 人 0 人 0. 0%

401 人 381 人 49 人 12. 9%

302 285 122 42. 8

299 281 114 40. 6

346 330 126 38. 2

253 243 97 39. 9

298 288 102 35. 4

345 332 94 28. 3

369 353 98 27. 8

420 407 107 26. 3

421 403 111 27. 5

443 427 134 31. 4

436 425 129 30. 4

493 482 140 29. 0

370 350 98 28. 0

468 450 81 18. 0

470 454 110 24. 2

431 411 125 30. 4

450 425 125 29. 4

506 472 111 23. 5

433 406 112 27. 6

457 433 132 30. 5

499 475 131 27. 6

429 410 86 21. 0

355 334 71 21. 3

378 355 71 20. 0

433 408 96 23. 5

401 381 49 12. 9

「 農薬の適正使用」

「 毒物及び劇物取締法について」

「 河川等周辺環境に配慮し た農薬使用に

ついて」

「 農薬適正使用を めぐ る 情勢について」

平成２ ２ 年

合　 格　 者区　 　 　 分

平成１ ６ 年

平成２ ０ 年

平成１ ７ 年

一 般

農 業 用 品 目
令
和
６
年

平成１ ３ 年

農薬危害防止
講習会

99名

５　毒物劇物取扱者試験

計

受　 験　 者出　 願　 者

特 定 品 目

平成１ ２ 年

平成１ １ 年

内　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 容

平成３ ０ 年

　 毒物劇物製造・ 販売業者等を 対象と し 、 関係法令等について十分な理解と 認識を 深める ため、

令和６ 年

令和３ 年

参 加 人 数

令和５ 年

平成１ ９ 年

対　 　 　 象

令和元年

令和２ 年

平成２ ６ 年

平成１ ４ 年

平成１ ５ 年

平成１ ８ 年

平成２ １ 年

平成２ ３ 年

192名
郡山市

郡山市

毒物劇物販売
業者等

令和6年7月10日

令和6年7月8日

平成２ ８ 年

平成２ ９ 年

開催年月日
開催場所

平成２ ７ 年

平成２ ４ 年

名　 　 　 称

６　毒物劇物関係講習会開催状況

平成２ ５ 年

例年、 講習会を 開催し ている 。

令和４ 年
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令和７ 年１ 月１ 日現在

医　 師
歯　 科
医　 師

獣医師 小　 計

総　 数 27 809 3, 683 83 74 3, 840 289 27 4, 992

県　 北 6 235 1, 359 24 21 1, 404 83 20 1, 748

県　 中 6 195 994 42 23 1, 059 81 2 1, 343

県　 南 2 44 189 1 6 196 16 1 259

会　 津 5 104 417 7 4 428 36 1 574

南会津 0 7 20 0 1 21 4 1 33

相　 双 3 49 189 4 4 197 18 0 267

いわき 5 175 515 5 15 535 51 2 768

２ ７ 年 ２ ８ 年 ２ ９ 年 ３ ０ 年 元年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

4. 5 4. 5 4. 5 4. 5 4. 5 4. 5 3. 1 2. 5 2 2. 0

２ ７ 年 ２ ８ 年 ２ ９ 年 ３ ０ 年 元年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年

10, 433 325 842 51 25 20 24 0 5 2

11, 656 14, 590 11, 486 2, 691 13, 654 12, 531 3, 331 6, 837 32, 465 27, 763け　 し （ 本）

２ 　 大麻栽培者・ 栽培面積（ 年次別）

栽培者数（ 人）

総 面 積（ ａ ）

３ 　 大麻・ けし 抜去本数推移

第３ 　 　 　 麻薬・ 大麻・ あへん・ 覚醒剤等

（ 概　 　 況）
　 覚醒剤等の薬物事犯は依然と し て跡を絶たず、 し かも 覚醒剤不正使用者が暴力団員など 特定階層

の者から 一般住民に及んでいる 状況にある 。

麻 薬
卸 売
業 者

麻 薬
小 売
業 者

麻　 薬　 施　 用　 者
麻　 薬
管理者

麻　 薬
研究者

大　 麻（ 本）

１ 　 麻薬取扱者数（ 保健所別）

 区　 分  合　 計

　 こ のこ と を踏ま え、 県下１ ６ 地区薬物乱用防止指導員地区協議会を中心と し て、 地域に根差し た

薬物乱用防止啓発活動を実施する と と も に、 麻薬及び向精神薬取扱者、 覚醒剤等取扱者、 大麻栽培

者等に対する 立入検査を実施し 、 乱用薬物の不正流出防止を図っ た。
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処
方
せ
ん
の
交
付
・
施
用

譲
渡
証
・
譲
受
証

管
理
・
保
管

帳
　
　
　
簿

施
用
に
関
す
る
記
録

そ
　
の
　
他

計

送
致
・
業
務
停
止

始
　
末
　
書

そ
　
の
　
他

1

27 13 1 1 1 1

808 302 20 6 9 5 21 1 20

病　 　 　 院 119 130 11 3 4 2 3 12 11

一般診療所 542 24 5 2 2 1 5 5

歯科診療所 6

飼育動物診療施設 69 2

27 1

2 6

8 1

1, 609 479 37 5 0 12 13 3 5 39 0 1 37

４ 　 麻薬関係立入検査状況

   （ 令和６ 年）

　 　 　  項　 　 　 目

　 業　 　 　 種

 対 R6
 象 ・
 ・  12
 業 ・
 務 31
 所 現
 数 在

立
入
検
査
箇
所
数

違
反
・
業
務
所
数

違　 　 　 反　 　 　 内　 　 　 容 措　 　 置

計

麻　 薬　 研　 究　 所

け　 し 　 研　 究　 所

大　 麻　 栽　 培　 者

大　 麻　 研　 究　 者

 家庭麻薬製造業者

麻 薬 卸 売 業 者

麻 薬 小 売 業 者

麻 薬
診 療
施 設
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廃
　
　
　
棄

管
理
・
保
管

所
持
・
使
用

帳
　
　
　
簿

そ
 
の
　
他

計

始
　
末
　
書

そ
　
の
　
他

覚醒剤施用機関
（ 大 臣 指 定）

1

覚醒剤施用機関
（ 知 事 指 定）

4 2

覚醒剤研究者 13 1 1 1 1

覚醒剤原料製造業者

覚醒剤原料取扱者 28 5

覚醒剤原料研究者 7 1

薬　 　 　 　 　 　  局 912 148 13 8 0 2 5 15 15

病 院 ・  診 療 所 2, 307 116 1 1 1 1

飼育動物診療施設 262

3, 534 273 15 0 9 0 2 5 17 0 17

譲
渡
し
等

廃
　
　
　
棄

保
管
・
管
理

記
　
　
　
録

そ
　
の
　
他

　
　
計

始
　
末
　
書

そ
　
の
　
他

1

4

177 6 1 1 1 1

912 180 5 1 2 3 6 6

病　 　 　     院 127 105 3 1 1 2 4 4

一 般 診 療 所 1, 373 22 1 1 1 1

歯 科 診 療 所 807 13

飼育動物診療施設 262

21

3, 684 326 10 0 2 4 6 0 12 0 12

５ 　 覚醒剤関係立入検査状況

   （ 令和６ 年）

　 　 　   　       項　 　 目

　 業　 　 種

 対 R6
 象 ・
 ・  12
 業 ・
 務 31
 所 現
 数 在

立
入
検
査
箇
所
数

違
反
・
業
務
所
数

違　 　 反　 　 内　 　 容 措　 　 　 置

覚
せ
い
剤

覚
せ
い
剤
原
料

計

６ 　 向精神薬関係立入検査状況

   （ 令和６ 年）

　 　 　   　       項　 　 目

　 業　 　 種

 対 R6
 象 ・
 ・  12
 業 ・
 務 31
 所 現
 数 在

立
入
検
査
箇
所
数

違
反
・
業
務
所
数

違　 　 反　 　 内　 　 容

計

措　 　 　 置

向精神薬輸入業者

免許みなし 卸売販売業者

免 許 み な し  薬 局

病
 
院
 
等

向精神薬試験研究施設

向精神薬製造製剤業者
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○　 け　 　 し 　 27, 763 本

　 　 あへん法違反 
6 件

37 件
自生 8 件

○　 大　 　 麻 　 2 本

本 本

本 本

本 本

本 本

本 本

本 本

本 本

けし 大麻 けし 大麻 けし 大麻 けし 大麻 けし 大麻

県　 北 5, 812 0 1, 521 0 0 0 3, 872 0 9, 801 0

県　 中 5, 705 0 5, 168 0 2, 639 0 2, 433 0 18, 000 0

県　 南 1 0 2, 189 0 614 0 0 0 50 0

会　 津 1, 780 0 2, 820 0 0 0 11 0 3, 143 0

南会津 0 0 461 0 0 0 0 0 0 0

相　 双 116 25 100 20 63 24 4 0 1, 233 5

いわき 市 240 0 272 0 15 0 517 0 238 0

計 13, 654 25 12, 531 20 3, 331 24 6, 837 0 32, 465 5

大麻・ けし 抜去状況（ 過去５ 年間）

相 双 1, 451 2

２ 年度 ３ 年度元年度

い わ き 市 8, 079 0

会 津 570 0

南 会 津 0 0

6, 908 0

県 中 8, 655 0

県 南 2, 100 0

５ 年度４ 年度

７ 　 大麻・ けし 抜去状況（ 令和６ 年度）

総　 本　 数

始末書
厳重注意

けし 抜去 大麻抜去

県 北
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平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

検挙件数 162 174 203 132 136 117 107 117 63 73 71

検挙人数 117 126 117 96 101 80 82 85 45 49 53

平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

検挙人数 3 5 6 4 6 5 0 1 0 2 3

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

検挙人数 10 4 5 0 0 0 1 0 0 0

　　　　　（県警組織犯罪対策課資料より）

８　県内の薬物乱用の状況

　（１）覚醒剤事犯の年次別検挙状況

　(２)　シンナー・ボンド等乱用者の検挙状況

　(３)　指定薬物（危険ドラッグ）事犯の検挙状況

162 174

203

132 136
117

107
117

63 73 71

117
126 117

96
101

80 82 85

45 49
53

0

50

100

150

200

250

平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

検挙件数 検挙人数
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年度

種別 シン 覚 他 シン 覚 他 シン 覚 他 シン 覚 他 シン 覚 他 シン 覚 他

件数 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 1 3 3 1 3 0 1 5

計

○　 福島県薬物乱用防止指導員連合協議会長表彰状の贈呈

　 事犯の半数以上を 覚醒剤が占めている 。 ま た、 大麻事犯検挙者数は近年増加傾向にある など 薬物汚染の広
　 がり が懸念さ れている 。

令和５ 年度

139

10, 233人

令和５ 年度

　 協力を 得て、 「 ダメ 。 ゼッ タ イ 。 」 福島県普及運動や麻薬・ 覚醒剤・ 大麻乱用防止運動を 実施し た。

（ ２ ） 　 保健所における 薬物相談窓口の実績

令和６ 年度

144

９　薬物乱用防止関係事業の状況

令和２ 年度

　 　 若年層への普及啓発事業と し ては、 本年度も 薬物乱用防止教室の開催や、 街頭啓発等を 実施し ている 。

（ ４ ） 　 若年層によ る 薬物乱用防止意識向上事業

　 　 ま た、 若年層によ る 薬物乱用防止意識向上事業、 大学生ボラ ンティ アによ る 企画・ 運営によ り 、
　 同世代の若者を 主なタ ーゲッ ト と し た資材作成や街頭キャ ン ペーン等を 実施し た。

　 　 令和６ 年における 県内の覚醒剤事犯検挙者数は５ ３ 名であり 、 前年に比べ４ 名増加し 、 依然と し て薬物

7

　 　 そう し た中で、 薬物に対する 正し い知識を 広く 県民に啓発する ため、 薬物乱用防止指導員や関係団体の

　 ア　 大学生ボラ ンティ ア募集　 　 応募人数９ 名

　 イ 　 研修会　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 計2回開催

119

8, 853人

令和３ 年度

4

254

受講者数 22, 299人

　 イ 　 啓発活動の実施

　 ア　 啓発活動企画会議
　 　 ・ 啓発活動及び啓発資材の企画
　 　 ・ 作成し た啓発資材： エコ バッ グ、 付箋　 等

②　 啓発事業

瀬倉　 清彦（ 会津若松地区）

令和４ 年度

①　 ヤング健康推進員育成事業

8, 423人

1

年 度

4

小野　 正栄　 （ 伊達地区）

令和３ 年度 令和４ 年度

108115

7, 920人

小林　 てる 子（ 郡山地区）

（ １ ） 　 薬物乱用防止教室の実施状況

令和元年度

○　 厚生労働省医薬・ 生活衛生局長感謝状の贈呈

令和２ 年度

2

令和元年度

（ ３ ） 　 薬物乱用防止指導員の表彰

一般的な相談に応じ た。

実施学校数

前川　 健　 　 （ 会津若松地区）松本　 義勝（ 東白川地区） 江川　 アヤ子（ 喜多方地区）
鈴木　 美佐子（ 須賀川地区）

　 各保健所に薬物相談窓口を 設置し 、 覚醒剤等薬物乱用の予防啓発の観点から 覚醒剤等乱用に関する

○　 厚生労働大臣感謝状の贈呈

手塚　 佳子（ 福島地区） 　 　 　 　
渡邉　 新一（ 田村地区） 　 　 　 　

小西　 健司（ いわき 地区） 　 　 　 　

高橋　 久子（ 安達地区） 　 　 　 　

志賀　 英信　 （ いわき 地区）

　 　 ・ 学内の新入生に対する 違法薬物に係る セミ ナーの実施
　 　 ・ 郡山地区6・ 26ヤン グ街頭キャ ンペーンへの参加（ イ オンタ ウ ン 郡山） 　 他

12, 233人

令和６ 年度

6

小池　 孝子（ 両沼地区） 後藤　 義昭　 （ 相馬地区）

川音　 康子　 （ 白河地区）

竹貫　 義英　 （ 石川地区）
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第４ 血 液

（ 概 況）

令和６ 年度は、 献血目標量３ １ ， ４ ２ １ Ｌ に対し て ３ ３ ， １ ５ １ ． ４ ４ Ｌ の実績と

な り 、 達成率は１ ０ ５ ． ５ ％と 目標を 達成する こ と ができ た 。

献血種別ごと の目標量に対する 達成率は、 ２ ０ ０ ｍＬ 献血で１ ７ ７ ． ８ ％、 ４ ０ ０ ｍ Ｌ

献血で１ ０ ０ ． ３ ％、 血漿成分献血で１ １ ２ ． ９ ％、 血小板成分献血で１ １ ４ ． ７ ％であった。

平成２ ２ 年度に９ ２ ， ３ ２ ９ 人であ っ た献血人数は、 平成２ ３ 年度には東日本大震災

の 影響に よ り ７ ８ ， ５ ４ ８ 人 に ま で 減少し た 。 平成２ ４ 年度 に は ９ １ ， ６ ５ ７ 人

に 戻っ た も の の 、 そ の 後は減少を 続け 、 平成３ ０ 年度に は７ ６ ， ９ ４ ８ 人と な り 、

令和元年度以降はほぼ横ばいの状態で、 令和６ 年度は７ ４ ， ２ １ ２ 人と な っ て いる 。

一方、 平成２ ２ 年度に５ ４ ， ３ １ ５ 人であっ た４ ０ ０ ｍ Ｌ 献血人数は、 平成２ ３ 年度に

４ ４ ， ０ ９ ４ 人に 減少し た が 、 平成２ ６ 年度ま で は 年 々 増加し 、 ５ ８ ， ７ ８ ２ 人

と な っ た 。 し か し 、 そ の 後 は 減 少 に 転 じ 、 令 和 ２ 年 度 に は ５ ０ ， ５ ９ ８ 人 に

減少、 そ れ以降はほぼ横ばいの状態で、 令和６ 年度は５ ０ ， ７ ５ ２ 人と な っ て いる 。

血液製剤の製造について は、 平成２ ４ 年４ 月から 日本赤十字社東北ブロ ッ ク 血液セ

ン タ ー（ 宮城県仙台市） に集約さ れて いる 。

令和６ 年度の 血液製剤の供給数は、 ２ ４ １ ， ０ ７ ８ 単位（ ２ ０ ０ ｍ Ｌ 単位換算）

であり 、 前年比で１ ０ ４ ． ０ ％の実績と なっ ている 。 内訳は、 赤血球製剤１ ０ ３ ， ６ ９ ９

単位、 血漿製剤２ ７ ， ６ ６ ９ 単位及び血小板製剤１ ０ ９ ， ７ １ ０ 単位であ っ た 。

若年層の献血者確保の一環と し て 平成１ ５ 年から 始めた ジ ュ ニ ア 献血ポ ス タ ーコ ン

ク ールは、 県内３ ６ 中学校から ９ ４ 点の応募があ り 、 最優秀作品１ 点、 優秀作品２ 点

及び入選作品８ 点を 選定し た 。 こ のう ち 、 最優秀作品及び優秀作品を 掲載し た ポ ス タ

ーを 県内全中学校へ配布し 、 献血思想の普及啓発を 図っ た。

ま た 、 本県では医療機関におけ る 血液製剤の適正使用を 図る た め、 昭和６ １ 年度よ

り 血液製剤使用適正化普及事業を 推進し て おり 、 福島県合同輸血療法委員会と 連携し

て 委員会を 開催し 、 血液製剤の使用適正化に向けた 協議を 行っ た 。
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 （ １ ） 　 献血状況

 （ ２ ） 　 供給状況

構成比

（ ％）

0. 0

45. 3

0. 0

0. 0

0. 0

45. 4

10. 9

43. 7

100. 0

 （ １ ） 　 月別

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合計

117 100 282 191 153 150 202 176 287 192 88 124 2, 062

4, 415 4, 482 4, 073 4, 146 4, 104 4, 011 4, 314 4, 374 4, 431 4, 422 3, 922 4, 058 50, 752

1, 695 1, 715 1, 877 1, 807 1, 861 1, 749 1, 800 1, 785 1, 810 1, 729 1, 761 1, 809 21, 398

6, 227 6, 297 6, 232 6, 144 6, 118 5, 910 6, 316 6, 335 6, 528 6, 343 5, 771 5, 991 74, 212

（ 人）

 （ ２ ） 　 施設別

（ 人）

令和６ 年度

2, 062

50, 752

21, 398

合　 　 計

17, 464 74, 21217, 034

105

5, 519

11, 410

448

7, 028

9, 988

103, 881小　 　 　 計

照射人全血液 － Ｌ Ｒ

1, 987 50, 947 0

00

0照 射 合 成 血 液 － Ｌ Ｒ

４ ０ ０ ｍＬ

成　  　 分

合　 計

２ 　 月別及び施設別の献血状況

令和６ 年度

区　 　 　 分

２ ０ ０ ｍＬ

24, 949

10, 927

1, 077

100, 160

12, 004 76, 733 228, 990

10, 927

令和６ 年度

合計 200mL

（ バッ グ）
200mL献血由来 400mL献血由来 成分献血由来

献血方法

区　 　 　 分

２ ０ ０ ｍＬ

移動採血車 血液セン タ ー 郡山駅出張所

４ ０ ０ ｍＬ

1. 2 61. 2 37. 5 100. 0

成　  　 分

合　 計

1, 509

38, 205

－

39, 714

113. 7

31, 421. 00

実　 　 　 績（ Ｌ ） 412. 40 20, 300. 80 12, 438. 24 33, 151. 44

10, 944. 00

105. 5

１ 　 献血・ 供給状況

令和６ 年度

区　 　  　 　 分 200ｍ Ｌ 献血 400ｍ Ｌ 献血 成 分 献 血 合　 　 　 　 計

赤血球

目　 　 　 標（ Ｌ ） 232. 00 20, 245. 00

達　 成　 率（ ％） 177. 8 100. 3

照 射 赤 血 球 液 － Ｌ Ｒ

照射洗浄赤血球液－Ｌ Ｒ

構　 成　 比（ ％）

照射解凍赤血球液－Ｌ Ｒ

0

0

単位換算製剤別

0 00

33

　 　 新鮮凍結血漿 － Ｌ Ｒ

0 0

50, 914 52, 901 103, 815

33

229

0 0

0 0 0

1, 987

0

52, 934

0

66

合　 　 　 計 2, 216 62, 513

0

　 　 照射濃厚血小板－Ｌ Ｒ 0

11, 566

0

12, 872
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３ 　 高等学校献血における 献血状況

区　 　 分 高等学校 実施高校数 実施率 在校生徒数 献血者数 実施率
２ 回以上
実施回数

県立高校 78 13 16. 7 3, 840 240 6. 3 1

私立高校 18 13 72. 2 9, 667 681 7. 0 3

合　 　 計 96 26 27. 1 13, 507 921 6. 8 4

合　 計

５ 件
( 1, 356人)

　 献血セミ ナー　 ※２
６ ５ 件

( 3, 527人)

　 ※１  保健福祉事務所（ 保健所） が開催　 　 ※２  福島県赤十字血液センタ ーが開催

５ 　 過去６ 年の献血・ 供給状況

　 　 　 区分
年度

目 標 量
（ Ｌ ）

実 績
（ Ｌ ）

目標達 成率
（ ％ ）

供 給 数
（ 単 位 ）

　 　 元   ※ 31, 989 34, 317. 20 107. 3 250, 132

　 　 ２    ※ 33, 354 34, 282. 40 102. 8 232, 699

　 　 ３    ※ 32, 994 34, 166. 97 103. 6 235, 382

　 　 ４ 　  ※ 32, 654 34, 131. 41 104. 5 233, 861

　 　 ５ 　  ※ 31, 671 32, 513. 59 102. 7 226, 378

　 　 ６ 　  ※ 31, 421 33, 151. 44 105. 5 241, 078

　 ※献血人数及び献血量の２ つの指標によ る 献血目標を、 平成27年度以降は献血量のみの

　 　 １ つの指標に変更し た。

　 　 内容　 　

新聞、 広報紙、 広報車等

内　 　 訳

　 献血出前講座　 ※１
　 県中 ４ 件（  1, 347人）
　 相双 １ 件     （ 9人）

イ 　 啓　  発 　 資 　 料 ポケッ ト ティ ッ シュ 、 ポス タ ー、 チラ シ等

テレ ビ 、 ラ ジオ、 ホームページ、 県公式Ｘ 、

エ　 知事メ ッ セージ 県内５ ９ 市町村に対し 、 知事メ ッ セージの伝達

議　 　 　 　 　 　 　 事

ウ 　 広　 　 　 　 　 　  報

令和６ 年度

６ 　 愛の血液助け合い運動月間における 事業状況

　 　 期間　 　 令和６ 年７ 月１ 日～３ １ 日

ア　 街 頭 キャ ンペーン 県内１ ３ 市を 中心に実施（ 期間中の献血者　 6, 257人）

４ 　 献血出前講座等開催状況

　 県北管内　 　 ２ 件  （ 650人）
　 福島管内　 ４ １ 件  （ 632人）
　 県中管内　 　 ４ 件（ 1, 577人）
　 郡山管内　 　 ５ 件   （ 89人）
　 会津管内　 　 １ 件   （ 50人）
　 いわき 管内１ ２ 件  （ 529人）

７ 　 福島県献血推進協議会の開催状況

開　 催　 年　 月　 日 備　 　 　 　 考

開催なし
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開催地区 参加人数 参加対象

Web 107
県内の輸血
医療関係者

　 ①　 厚生労働大臣表彰状（ ３ 団体）

県 中

受　 賞　 団　 体　 名

８ 　 血液製剤使用適正化普及事業実施状況

開 催 年 月 日 講　 　 　 　 　 師

①全国における 輸血副作用の状況及び県内の事例提出の
現状
　 講師　 福島県赤十字血液セン タ ー　 長谷川　 修　 先生
②輸血機能評価認定制度（ I &A制度） の概要と 受審報告
　 講師　 福島県立医科大学会津医療センタ ー附属病院
　 　 　 　 臨床検査部　 渡部　 和也　 先生
③安全な輸血療法の実際と 副作用の対応
　 講師　 福島県立医科大学会津医療センタ ー附属病院
　 　 　 　 学会認定・ 臨床輸血看護師　 渡部 千惠　 先生

令和7年2月8日（ 土）
令和６ 年度福島県合同
輸血療法委員会講習会

９ 　 献血功労表彰

年　 月　 日保健所

県 北 天昇電気工業株式会社　 福島工場

令和6年7月31日

福島県立南会津高等学校南 会 津

エス ケー電子工業株式会社
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保健所 受　 賞　 団　 体　 名

県 北 東 邦 ゴ ム 工 業 株 式 会 社

県 中 東北電力ネ ッ ト ワ ーク 株式会 社 須 賀川電力セ ン タ ー

県 中 田 村 市 役 所

県 中 須 賀 川 地 方 広 域 消 防 組 合

福 島 市 森 永 乳 業 株 式 会 社 福 島 工 場

福 島 市 佐 藤 工 業 株 式 会 社

県 中 LF ク リ エ イ シ ョ ン ズ 株 式 会 社 福 島 工 場

県 南 日 立 Ast emo ハ イ キ ャ ス ト 株 式 会 社 福 島 工 場

県 南 株 式 会 社 テ ク ニ カ ル タ テ ノ 福 島 工 場

相 双 福 島 県 立 相 馬 高 等 学 校

保健所 受　 賞　 団　 体　 名

県 南 株 式 会 社 オ ー ゼ キ 福 島 工 場

会 津 会 津 自 動 車 工 業 株 式 会 社

会 津 秋 山 ユ ア ビ ス 建 設 株 式 会 社

相 双 伊 藤 冷 機 工 業 株 式 会 社

相 双 明 治 商 工 株 式 会 社 東 日 本 統 括 工 場

い わ き 市 関 彰 商 事 株 式 会 社 セ キ シ ョ ウ い わ き オ フ ィ ス

令和6年7月31日

　 ③　 県知事感謝状（ ６ 団体）

年　 月　 日

　 ②　 厚生労働大臣感謝状（ １ ０ 団体）

令和6年10月8日

年　 月　 日
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１ ０ 　 市町村別献血状況（ 令和６ 年度）

 

献血量 200mL 400mL 達成率 献血者数 対人口比

Ｌ Ｌ Ｌ ％ 人 ％

2, 243. 2 60. 8 2, 182. 4 97. 6 5, 760 3. 7

2, 243. 2 60. 8 2, 182. 4 97. 6 5, 760 3. 7

1, 582. 4 12. 0 1, 570. 4 107. 5 3, 986 4. 3

92. 0 0. 0 92. 0 103. 8 230 4. 3

439. 4 7. 0 432. 4 98. 6 1, 116 3. 8

86. 4 0. 4 86. 0 103. 1 217 3. 9

66. 6 0. 2 66. 4 100. 0 167 4. 3

520. 4 2. 0 518. 4 116. 2 1, 306 4. 8

99. 2 0. 8 98. 4 119. 8 250 5. 0

278. 4 1. 6 276. 8 108. 8 700 4. 0

2, 583. 4 123. 0 2, 460. 4 91. 9 6, 766 3. 6

2, 583. 4 123. 0 2, 460. 4 91. 9 6, 766 3. 6

1, 527. 8 14. 2 1, 513. 6 98. 6 3, 855 3. 9

635. 6 3. 2 632. 4 100. 3 1, 597 3. 9

273. 4 1. 0 272. 4 97. 1 686 4. 0

102. 8 0. 0 102. 8 85. 0 257 3. 0

87. 2 1. 6 85. 6 107. 1 222 4. 9

119. 2 3. 2 116. 0 110. 0 306 4. 4

41. 6 0. 0 41. 6 109. 5 104 4. 1

109. 8 5. 0 104. 8 94. 5 287 4. 1

27. 6 0. 0 27. 6 62. 4 69 2. 1

47. 8 0. 2 47. 6 112. 7 120 4. 3

51. 6 0. 0 51. 6 108. 4 129 4. 3

31. 2 0. 0 31. 2 88. 1 78 3. 7

1, 438. 6 7. 0 1, 431. 6 114. 9 3, 614 4. 9

539. 0 4. 6 534. 4 103. 7 1, 359 4. 2

381. 0 0. 6 380. 4 146. 7 954 7. 7

50. 6 0. 2 50. 4 106. 3 127 4. 0

52. 4 0. 0 52. 4 115. 9 131 5. 1

128. 2 0. 6 127. 6 93. 6 322 3. 4

146. 6 0. 6 146. 0 127. 0 368 5. 4

49. 8 0. 2 49. 6 123. 9 125 5. 3

57. 0 0. 2 56. 8 93. 4 143 3. 8

34. 0 0. 0 34. 0 129. 8 85 6. 4

2, 069. 0 12. 6 2, 056. 4 106. 5 5, 204 4. 6

1, 132. 6 10. 2 1, 122. 4 107. 5 2, 857 4. 6

35. 2 0. 0 35. 2 122. 2 88 5. 7

107. 6 1. 2 106. 4 102. 7 272 4. 4

363. 6 0. 4 363. 2 102. 5 910 4. 2

県北保健福祉事務所

磐 梯 町

猪 苗 代 町

喜 多 方 市

棚 倉 町

矢 祭 町

塙 町

鮫 川 村

会津保健福祉事務所

会 津 若 松 市

県南保健福祉事務所

白 河 市

西 郷 村

泉 崎 村

中 島 村

矢 吹 町

天 栄 村

古 殿 町

石 川 町

玉 川 村

平 田 村

浅 川 町

大 玉 村

鏡 石 町

須 賀 川 市

三 春 町

小 野 町

本 宮 市

県中保健福祉事務所

郡  山  市

田 村 市

内　 　 訳

区　 　 　 分

福 島 市 保 健 所

郡 山 市 保 健 所

伊 達 市

二 本 松 市

福 島 市

川 俣 町

桑 折 町

国 見 町
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献血量 200mL 400mL 達成率 献血者数 対人口比

Ｌ Ｌ Ｌ ％ 人 ％

内　 　 訳

区　 　 　 分

25. 2 0. 0 25. 2 105. 0 63 5. 4

45. 2 0. 4 44. 8 124. 9 114 5. 1

163. 4 0. 2 163. 2 125. 5 409 5. 7

36. 0 0. 0 36. 0 125. 0 90 6. 0

17. 2 0. 0 17. 2 86. 0 43 3. 6

106. 2 0. 2 106. 0 82. 1 266 3. 2

14. 0 0. 0 14. 0 125. 0 35 7. 0

15. 2 0. 0 15. 2 111. 8 38 6. 4

7. 6 0. 0 7. 6 92. 7 19 4. 3

190. 6 4. 2 186. 4 105. 1 312 3. 1

106. 6 2. 2 104. 4 98. 2 97 1. 6

38. 8 0. 0 38. 8 106. 6 97 4. 6

10. 0 0. 0 10. 0 185. 2 25 10. 9

35. 2 2. 0 33. 2 113. 5 93 5. 8

1, 318. 2 8. 2 1, 310. 0 106. 5 3, 316 6. 6

457. 8 5. 4 452. 4 100. 4 1, 158 4. 1

415. 2 2. 8 412. 4 127. 8 1, 045 5. 7

56. 4 0. 0 56. 4 92. 2 141 3. 5

35. 6 0. 0 35. 6 0. 0 89 0. 0

56. 8 0. 0 56. 8 0. 0 142 0. 0

62. 0 0. 0 62. 0 0. 0 155 0. 0

102. 8 0. 0 102. 8 0. 0 257 0. 0

40. 4 0. 0 40. 4 0. 0 101 0. 0

46. 4 0. 0 46. 4 0. 0 116 0. 0

5. 6 0. 0 5. 6 0. 0 14 0. 0

33. 2 0. 0 33. 2 0. 0 83 0. 0

6. 0 0. 0 6. 0 0. 0 15 0. 0

2, 630. 6 59. 8 2, 570. 8 101. 3 6, 726 3. 8

2, 630. 6 59. 8 2, 570. 8 101. 3 6, 726 3. 8

15, 583. 8 301. 8 15, 282. 0 105. 5 39, 539 4. 1

浪 江 町

富 岡 町

川 内 村

大 熊 町

双 葉 町

新 地 町

飯 舘 村

南会津保健福祉事務所

南 会 津 町

葛 尾 村

い わ き 市 保 健 所

い わ き 市

合 計

※「 対人口比( %) 」 は令和5年10月1日現在における 15～64歳の現住人口に対する 比率である 。

※飯舘村、 双葉郡8町村においては、 一部移動採血車の受入れが可能と なっ たため配車し ている 。

下 郷 町

檜 枝 岐 村

広 野 町

楢 葉 町

只 見 町

相双保健福祉事務所

南 相 馬 市

相 馬 市

湯 川 村

柳 津 町

会 津 美 里 町

三 島 町

金 山 町

昭 和 村

北 塩 原 村

西 会 津 町

会 津 坂 下 町
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研修期間 研修人員

１ 日間×１ 回 ７ 名

２ 日間×１ 回 ６ 名

２ 日間×１ 回 ５ 名

１ 日間×１ 回 ４ 名

２ 日間×１ 回 ４ 名

　 ( 3)   Ｇ Ｌ Ｐ
※

への対応（ 衛生研究所）

　 　 　 衛生研究所で行う 検査は、 すべて「 福島県衛生研究所業務管理要領」 に基づき 実施し ている 。

　 　 　 ※Ｇ Ｌ Ｐ （ Good Labor at or y Pr act i ce） と は、 検査の信頼性を 確保する ためのシス テム であ り 、 平成９ 年の

　 　 　 　 こ のシス テム を 遵守し て実施さ れた検査及び検査データ の信頼性は、 客観的、 科学的に保証さ れる も のであ る 。

　 　 　 　 食品衛生法等改正によ り 食品衛生検査施設への導入が義務付けら れた。 なお、 平成２ ８ 年度よ り 感染症法の

　 　 　 　 改正を う けて、 食品検査のみではなく 、 当所で行われる すべての検査にＧ Ｌ Ｐ を 導入し た。

衛生検査技術初任者研修（ 理化学コ ース ） 県保健衛生合同庁舎中会議室 他

衛生検査技術専任者研修（ 理化学コ ース ） 衛生研究所大会議室　 他

衛生検査技術専任者研修（ 細菌コ ース ） 衛生研究所大会議室　 他

( う ち放射性物質検査　 １ ， ５ ４ ７ )

　 　 ⑤　 環境関係検査　 　 　 　 　 　 　 　 １ ７ ７ 件（ 有料　 　 　 ０ 　 無料　 　 　 １ ７ ７ ）

　 　 ⑥　 その他　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４ ５ ６ 件（ 有料　 　 　 ０ 　 無料　 　 　 ４ ５ ６ ）

　 ( 2)   研修（ 衛生研究所）

研　 修　 の　 名　 称

県保健衛生合同庁舎中会議室 他

実 施 場 所

　 　 ①　 微生物検査　 　 　 　 　 　 　 １ ， ５ ３ ３ 件（ 有料　 ２ ０ １ 　 無料　 　 １ ， ３ ３ ２ ）

　 　 ②　 食品衛生関係検査　 　 　 　 　 　 ７ ７ ８ 件（ 有料　 　 　 ６ 　 無料　 　 　 　 ７ ７ ２ ）

( う ち放射性物質検査　 　 ４ ９ ６ )

　 　 ③　 臨床学的検査　 　 　 　 　 　 　 　 ９ ２ ２ 件（ 有料　 　 　 ４ 　 無料　 　 　 　 ９ １ ８ ）

　 　 ④　 水質検査　 　 　 　 　 　 　 　 １ ， ７ ５ ０ 件（ 有料　 ２ ０ ３ 　 無料　 　 １ ， ５ ４ ７ ）

※その他、 各種学会・ 研修会への参加あり

転入者及び初任者対象Ｇ Ｌ Ｐ 研修 衛生研究所大会議室 　

衛生検査技術初任者研修（ 細菌コ ース ）

第 ５  　  衛 生 検 査

（ 概　 況）
　 近年、 科学技術の進歩に伴って試験検査内容が一段と 複雑化し ており 、 検査データ についても 高い精度

が要求さ れている 。

  加えて、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症のパンデミ ッ ク や農産物の残留農薬基準超過、 サプリ メ ント への有

害物質の混入など 、 県民の健康危機管理に直面し た社会問題が浮き 彫り と なり 、 検査機関の果たすべき 役

　 ( 1)   試験検査の実施（ 衛生研究所）

割も ま すま す重要になっている 。   

　 衛生研究所では、 県民の安全安心な生活を守る こ と を目指し て、 試験検査や調査研究機能の充実強化、

専門技術研修の実施、 感染症情報の収集・ 情報提供等に日々取り 組んでいる 。

  ま た、 民間検査機関における 検査精度の向上を図る ため、 試験検査精度管理事業及び衛生検査精度管

理事業を実施し ている 。

１ 　 事業の推進
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　 　 　  令和６ 年度調査研究事業費

 　 　 　 福島県試験検査精度管理事業実施要綱に基づき 、 衛生研究所本所・ ２ 支所、 環境創造センタ ー、 中核市

　  　 保健所３ 施設、 市環境監視・ 環境保全センタ ー２ 施設、 上下水道事業所５ 施設及び民間検査機関１ ８

　 　  施設を対象に理化学検査（ Ⅰ） 、 理化学検査（ Ⅱ） 、 食品化学検査、 細菌検査（ Ⅰ） 及び細菌検査（ Ⅱ）

　 　  の５ 部門について、 外部精度管理調査を実施し た。

　 　 　 さ ら に、 部門別検討会及び試験検査技術発表会を開催し 、 試験検査の知識・ 技術の向上を図った。

　 　 　 外部精度管理調査

  ※２ 　 あら かじ め調査用検体である 旨を伝えて実施する 外部精度管理調査

摘　 　 　 要 ５ 部門　 ３ ３ 機関参加 １ ０ １ 名出席 １ ７ ０ 名出席

　 ( 5)   福島県試験検査精度管理事業

区　 　 　 分 外部精度管理調査 部門別検討会（ web） 試験検査技術発表会（ 対面）

実　 施　 日 令和6年7月29日 令和6年12月20日 令和7年2月13日

  ※１ 　 各衛生検査所の契約医療機関から 調査用検体である 旨を伝えずに検査依頼し 、 その結果を評価する

　 　 　  医療における 衛生検査の重要性に鑑み、 衛生検査所の検査精度の質的向上を図る こ と によ り 、 県民

　    福島県臨床衛生検査技師会が行っている オープン方式
※２

で実施し た精度管理調査の結果から 、 各衛生

　 　  に適切な医療サービ ス を提供する こ と を目的と し て事業を実施し た。

精 度 管 理 調 査

　 ( 6)   福島県衛生検査精度管理事業

　 　 　  平成１ ８ 年度から はブラ イ ンド 方式調査
※１

の一方式に特化し て実施し た外部精度管理調査の結果と

区　 　 　 分

　 　  検査所の検査業務の問題点を実質的に把握し 、 適切な指導を行った。

１ 施設

ブラ イ ンド 方式

令和６ 年１ １ 月～令和６ 年１ ２ 月

４ 項目　 ７ 施設
※３

立 入 調 査 

令和７ 年３ 月１ １ 日実　 施　 日

  ※３ 　 福島市管轄２ 施設、 郡山市管轄２ 施設、 いわき 市管轄２ 施設を含む

摘　 　 　 要

　 ( 4)   調査研究事業（ 衛生研究所）

 　 　 　 保健衛生、 食品衛生及び生活環境等に係る 諸問題の科学的解決策を見いだし 、 地域保健対策を効果

　 　  的に推進する ために実施し た。

　 　 　    ①　 畜水産物中の動物用医薬品検査における 妥当性評価と 検査拡充に向けての検討

　 　 　    ②　 I CP-MSを用いた飲用井戸・ 温泉水中等の重金属成分の一斉分析法の検討

　 　 　 　  ③　 市場に流通する 魚介類のアニサキス 寄生状況調査
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２ 　 衛生研究所における 検査実施状況（ 令和６ 年度）

件　 数 金　 　 額 件　 数 金　 　 額 件　 　 数 金　 　 額

201 320, 070 1, 332 1, 533 320, 070

6 47, 790 772 778 47, 790

4 1, 970 918 922 1, 970

203 1, 009, 060 1, 547 1, 750 1, 009, 060

0 0 177 177 0

0 0 456 456 0

414 1, 378, 890 5, 202 5, 616 1, 378, 890

総検査件数
一般依頼検査 行 政 検 査 合　 　 　 　 　 計

微 生 物 検 査

食 品 衛 生 関 係 検 査

臨 床 学 的 検 査

水 質 検 査

環 境 関 係 検 査

そ の 他

合 計

３ 　 検査件数の推移
総　 　 検　 　 査 一般依頼検査件数 行政検査件数 合　 　 　 　 　 計

Ｒ ２ 　 年　 度 340 16, 432 16, 772

Ｒ ３ 　 年　 度 225 12, 754 12, 979

Ｒ ４ 　 年　 度 229 12, 149 12, 378

Ｒ ５ 　 年　 度 250 6, 876 7, 126

Ｒ ６ 　 年　 度 414 5, 202 5, 616

微生物検査 一般依頼検査件数 行政検査件数 合　 　 　 　 　 計

Ｒ ２ 　 年　 度 222 10, 096 10, 318

Ｒ ３ 　 年　 度 148 9, 168 9, 316

Ｒ ４ 　 年　 度 118 8, 379 8, 497

Ｒ ５ 　 年　 度 2, 295

Ｒ ６ 　 年　 度 1, 533201 1, 332

81 2, 214

食品衛生関係検査 一般依頼検査件数 行政検査件数 合　 　 　 　 　 計

Ｒ ２ 　 年　 度 6 1, 478 1, 484

Ｒ ３ 　 年　 度 6 1, 187 1, 193

Ｒ ４ 　 年　 度 2 1, 126 1, 128

Ｒ ５ 　 年　 度 887

Ｒ ６ 　 年　 度 7786 772

3 884

臨床学的検査 一般依頼検査件数 行政検査件数 合　 　 　 　 　 計

Ｒ ２ 　 年　 度 1 583 584

Ｒ ３ 　 年　 度 0 532 532

Ｒ ４ 　 年　 度 2 588 590

Ｒ ５ 　 年　 度 1, 849

Ｒ ６ 　 年　 度 9224 918

2 1, 847

水 質 検 査 一般依頼検査件数 行政検査件数 合　 　 　 　 　 計

Ｒ ２ 　 年　 度 111 3, 901 4, 012

Ｒ ３ 　 年　 度 68 1, 397 1, 465

Ｒ ４ 　 年　 度 107 1, 473 1, 580

Ｒ ５ 　 年　 度 1, 559

Ｒ ６ 　 年　 度 1, 750203 1, 547

164 1, 395

環境関係検査 一般依頼検査件数 行政検査件数 合　 　 　 　 　 計

Ｒ ２ 　 年　 度 0 134 134

Ｒ ３ 　 年　 度 0 167 167

Ｒ ４ 　 年　 度 0 175 175

Ｒ ５ 　 年　 度 179

Ｒ ６ 　 年　 度 1770 177

0 179

そ　 の　 他 一般依頼検査件数 行政検査件数 合　 　 　 　 　 計

Ｒ ２ 　 年　 度 0 240 240

Ｒ ３ 　 年　 度 3 303 306

Ｒ ４ 　 年　 度 0 408 408

Ｒ ５ 　 年　 度 0 357 357

Ｒ ６ 　 年　 度 0 456 456
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体
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胞
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列
遺
伝
子

染
色
体

福-2
公益財団法人
福島県保健衛生協会
県北地区センタ ー

福島市方木田字水戸内
19-6

昭和51年5月15日 ○ ○ ○ ○

福-33
Ｇ ＆Ｇ サイ エンス
株式会社

福島市松川町美郷4丁目1
番地の1

平成17年9月16日 ○ ○ ○ ○

福-36
公益財団法人
福島県保健衛生協会
病理検査

福島市吉倉字谷地31番地
の1

平成20年4月1日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福-41
株式会社昭和メ ディ
カルサイ エンス
福島ラ ボ

福島市森合字前田17-55 令和3年12月27日 ○ ○ ○

郡-11
公益財団法人
福島県保健衛生協会
県南地区センタ ー

郡山市喜久田町字菖蒲池
22-377

昭和55年12月1日 ○ ○

い-1
株式会社
江東微生物研究所
東北中央研究所

いわき 市好間工業団地4-
18

平成2年12月26日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

寄生虫

細
菌
培
養
同
定

薬
剤
感
受
性

病
原
体
遺
伝
子

血
清
学

免
疫
学

血
球
算
定

血
液
像

出
血
・
凝
固

細
胞
性
免
疫

染
色
体

生
殖
細
胞
系
列
遺
伝
子

体
細
胞
遺
伝
子

病
理
組
織

免
疫
組
織
化
学

細
胞

分
子
病
理
学

体
細
胞
遺
伝
子

寄
生
虫

生
化
学

尿
・
糞
便
等
一
般

41 福島衛生検査所
本宮市本宮字舘町161番
地2

平成24年8月30日 ○ ○ ○ ○ ○

福-3
株式会社
環境分析研究所

福島市東浜町22-2 平成12年3月3日 ○ ○ ○ ○

福-34
株式会社
江東微生物研究所
福島検査所

福島市鎌田字卸町20-1 平成18年6月27日 ○

福-40 Ｂ ＭＬ 福島 福島市御山字一本木29-1 平成24年7月1日 ○ ○ ○ ○ ○

郡-3
株式会社
江東微生物研究所
郡山ラ ボラ ト リ ー

郡山市喜久田町卸三丁目
24

平成18年06月30日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

郡-6 Ｂ ＭＬ 郡山 郡山市並木三丁目2-7 平成23年12月12日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

い-2
昭和メ ディ カルサイ
エンス
いわき ラ ボ

いわき 市内郷綴町金谷
19-15

平成17年4月6日 ○ ○ ○ ○ ○

い-3
株式会社
Ｌ Ｓ Ｉ メ ディ エンス
いわき ラ ボラ ト リ ー

いわき 市平塩字塩向60-2 平成30年11月26日 ○

い-4
公益財団法人
福島県保健衛生協会
いわき 地区センタ ー

いわき 市小島町２ 丁目
14-7

昭和58年11月15日 ○

い-5 Ｂ ＭＬ いわき
いわき 市好間町下好間字
鬼越41-1

平成27年7月9日 ◯

*旧分類は、 臨床検査技師等に関する 法律施行規則の一部改正（ 平成30年7月27日厚生労働省令第93号） に伴う 経過措置によ る 。

登録年月日

登録検査業務
微生物 免疫学 血液学 病理学 生化学 尿・糞便等一般

R
I
の
使
用

令和７ 年３ 月末日現在（ 中核市を 含む）

血
清
分
離
の
み

登
録
番
号

検査所名
　

所在地 登録年月日

登録検査業務（ 旧分類
*
）

血
清
分
離
の
み

R
I
の
使
用

４ 　 衛生検査所一覧

微生物 血清学 血液学 病理学 生化学

遺伝子関連・染色体

登
録
番
号

検査所名
　

所在地
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（ 概況）

温度別源泉数（ 温度測定可能な源泉のみ） 　 ５ ０ ９ 源泉 （ 令和７ 年３ 月末現在）

ガス ・ 水蒸気
３ ３ ( ６ ． ５ %)

染症の影響で大幅な減少と なったが、 その後回復傾向が見ら れる 。

（ 温泉数の推移）

　 平成元年よ り 源泉総数は増加傾向にあったが、 こ こ 数年は横ばい状態であり 、 源泉総数

に占める 未利用源泉数も 横ばい状態で推移し ている 。

　 本県は、 山・ 海・ 湖・ 川と いった豊かな自然と と も に、 多く の温泉を有する 全国有数の

温泉県である 。

　 県内には、 ７ ９ ９ か所の源泉があり 、 そのゆう 出量は、 毎分約76, 291Lと なっている 。

それら の源泉は、 ５ ９ 市町村中５ ３ 市町村（ 令和７ 年３ 月末現在） に点在し 、 ほぼ県内全

　 宿泊利用者については、 平成２ ３ 年度東日本大震災、 令和２ 年度新型コ ロ ナウ イ ルス 感

源泉数　 ７ ９ ９ か所 （ 令和７ 年３ 月末現在）

利　 用　 源　 泉　 　 ４ １ ８ （ ５ ２ ． ３ ％） 未 利 用 源 泉　 　 ３ ８ １ （ ４ ７ ． ７ ％）

動力装置　 ２ ４ ８自噴　 １ ３ ６ 動力装置　 ２ ８ ２ 自噴　 １ ３ ３

（ １ ７ ． ０ ％） （ ３ ５ ． ３ ％） （ １ ６ ． ７ ％） （ ３ １ ． ０ ％）

４ ２ ℃以上
２ ３ ５ （ ４ ６ ． １ ％）

２ ５ ℃以上～４ ２ ℃未満
１ ４ ９ ( ２ ９ ． ３ ％)

２ ５ ℃未満
９ ２ （ １ ８ ． １ ％）

域に分布し ている 。 泉質も 地域によ って様々であり 、 強酸性から 強アルカリ 性ま で、 成分

も 単純泉から 硫黄泉、 放射能泉ま で実に多種多様である 。 ま た、 「 岳温泉」 、 「 新甲子温

泉」 、 「 土湯・ 高湯温泉郷」 、 「 二岐・ 岩瀬湯本・ 天栄温泉」 の４ ヶ 所が国民保養温泉地

に指定さ れている 。

第６ 　 福島県の温泉の概況

（ 平成） （ 令和）

346 365 377394 395418 427446 460452 442 452 456461 459 454459 469475 471 460 461456 454457 456440 436 443 441 442437 429433 427418

236
245 264266 279

283 286281 287306 311 310 310311 316 325325 322313 323 328 315320 322320 319341 344 336 357 358363 372368 376381

0

100

200

300

400

500

600

700

800

元 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930元 2 3 4 5 6

か所
未利用源泉数

（ 平成） （ 令和）
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　 総ゆう 出量、 動力ゆう 出量、 自然ゆう 出量と も に、 こ こ 数年ほぼ横ばいと なっている 。

　 平成２ ３ 年度は東日本大震災、 令和２ 年度は新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響で大き く 落ち込んだが、

その後回復傾向が見ら れる 。

（ 温泉ゆう 出量の推移）

（ 年度延宿泊利用人員の推移）

0

66,455

69,154

66,237

65,909

66,248

85,371

88,846

91,147

85,400

89,435

90,118

86,021

85,905

86,024

83,850

85,002

86,525

85,396

88,305

90,653

91,912
84,43589,35781,522

81,106

80,567
83,635

81,327 81,946

82,572
81,231

0

43,387

50,064

45,29245,638

47,151
51,572

54,116

55,318

54,515
58,704

61,809

58,912

57,529

57,974
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54,928
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56,666

58,113

59,734

60,263
57,248

62,43655,105

54,168

53,654
55,969

54,029 55,221

54,96653,981

0

23,068

19,090

20,94520,271

19,097

33,799

34,730

35,829
30,885

30,731
28,309

27,109
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29,491
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（ 平成）

（ 平成） （ 令和）

（ 令和）
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　 　 新規掘削、 動力装置設置の許可申請については、 こ こ 数年横ばいである 。 令和６ 年度の

　 温泉利用許可申請については、 前年度同様、 事業譲渡によ る 申請が多かった。 ま た、

申

請

許

可

不

許

可

申

請

許

可

不

許

可

申

請

許

可

不

許

可

申

請

許

可

不

許

可

申

請

許

可

不

許

可

取

消

命

令

H元 48 48 0 1 1 0 23 23 0 151 151 0 0 0 0 － 0 0 0 0

2 41 40 0 0 0 0 28 28 0 118 118 0 1 1 0 － 0 0 0 0

3 30 29 0 2 2 0 26 26 0 155 155 0 1 1 0 － 6 0 0 0

4 20 19 0 4 4 0 18 18 0 155 155 0 1 1 0 － 1 0 0 0

5 17 17 0 0 0 0 24 24 0 144 144 0 0 0 0 － 4 0 0 0

6 11 11 0 0 0 0 16 16 0 183 183 0 0 0 0 － 1 0 0 0

7 19 19 0 2 2 0 17 17 0 186 186 0 1 1 0 － 0 0 0 0

8 14 14 0 0 0 0 11 11 0 170 170 0 0 0 0 － 0 0 0 0

9 11 11 0 0 0 0 10 10 0 138 138 0 0 0 0 － 0 0 0 0

10 2 2 0 0 0 0 6 6 0 126 126 0 2 2 0 － 1 0 0 0

11 17 17 0 0 0 0 8 8 0 124 124 0 0 0 0 － 0 0 0 0

12 9 9 0 1 1 0 7 7 0 61 61 0 0 0 0 － 1 0 0 1

13 9 9 0 0 0 0 5 5 0 79 79 0 1 1 0 － 3 0 0 0

14 8 8 0 0 0 0 7 7 0 92 92 0 3 3 0 － 0 0 0 0

15 10 10 0 1 1 0 4 4 0 119 119 0 0 0 0 － 0 0 0 0

16 6 6 0 0 0 0 10 10 0 177 177 0 4 4 0 － 0 0 0 0

17 11 11 0 1 1 0 8 8 0 219 219 0 2 2 0 － 0 0 0 0

18 12 12 0 4 4 0 7 7 0 167 167 0 1 1 0 － 0 0 0 0

19 6 6 0 0 0 0 9 9 0 130 130 0 1 1 0 9 1 0 0 0

20 7 7 0 0 0 0 5 5 0 114 114 0 1 1 0 3 0 0 0 1

21 7 7 0 0 0 0 7 7 0 118 118 0 2 2 0 3 0 0 0 0

22 3 3 0 0 0 0 1 1 0 90 90 0 3 3 0 15 0 0 0 0

23 4 4 0 0 0 0 11 11 0 88 88 0 0 0 0 17 0 0 0 0

24 5 5 0 0 0 0 6 6 0 42 42 0 1 1 0 29 0 0 0 0

25 7 7 0 0 0 0 5 5 0 74 74 0 0 0 0 10 0 0 0 0

26 3 3 0 0 0 0 2 2 0 101 101 0 0 0 0 25 0 0 0 0

27 7 7 0 0 0 0 3 3 0 64 64 0 1 1 0 28 0 0 0 0

28 7 7 0 1 1 0 3 3 0 71 69 0 0 0 0 11 0 0 0 0

29 3 3 0 0 0 0 5 5 0 55 57 0 1 1 0 29 0 0 0 0

30 5 5 0 0 0 0 8 8 0 109 109 0 11 11 0 5 0 0 0 0

R元 3 3 0 0 0 0 6 6 0 111 111 0 0 0 0 19 0 0 0 0

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0 0 0 0 13 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 78 78 0 0 0 0 9 0 0 0 0

4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 7 0 0 0 0

5 2 2 0 0 0 0 2 2 0 160 160 0 0 0 0 12 0 0 0 0

6 3 3 0 0 0 0 2 2 0 95 95 0 0 0 0 105 0 0 0 0

１ 　 温泉法に基づく 行政処分状況

区
分
年
度

新 規 掘 削 増　 　 　 掘 動 力 装 置 法
　
８
　
条

原
状
回
復
命
令

浴　 　 用 飲　 　 用

　 法人の分割・ 合併によ る 温泉利用許可の承継届の件数が増加し た。

温　 　 泉　 　 利　 　 用

承
　
　
　
継

法９ 条処分
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温泉法第３ ２ 条の規定によ り 、 温泉の掘削、 増掘、 動力装置の許可申請に対し 、 福島県

　 自然環境保全審議会温泉部会を開催し た。

件 件 件 件

件 件 件 件

件 件 件 件

件 件 件 件

第８ ３ 回 令和6年6月28日 1 0 0 1

第８ ４ 回 令和6年11月15日 1 0 0 1

第８ ５ 回 令和7年2月17日 1 0

２ 　 自然環境保全審議会温泉部会開催状況

回 開　 　 催　 　 日
掘　  さ  　 く 増　 　 　 掘 動 力 装 置

３ 　 福島県温泉保護利用対策要綱に基づく 指定地域

（ 平成２ ９ 年３ 月３ １ 日改正）

計 ３  回 合　 　 　 　 計 3 0 5

温泉保護地域
飯坂、 土湯、 磐梯熱海、 郡
山市逢瀬町多田野

東山

区　 　 　 分
該　 　 当　 　 す　 　 る 　 　 温　 　 泉　 　 地

中　 通　 り 　 方　 部 会　  津 　 方 　 部 浜　 通　 り 　 方　 部

一 般 地 域 上記以外の地域

温泉準保護地域

天王寺・ 穴原、 高湯、 岳、
小町、 湯沢の湯、 天栄の
湯、 羽鳥、 母畑、 甲子

横向、 沼尻・ 中ノ 沢、 川
上、 翁島、 芦ノ 牧、 大塩・
裏磐梯、 熱塩、 柳津、 玉
梨・ 八町、 昭和、 湯倉・ 橋
立、 大塩、 滝沢、 西山、 宮
下、 早戸、 沼沢、 湯野上、
湯ノ 花、 木賊、 檜枝岐、 南
郷、 只見

常磐湯本

2

2

計

令和６ 年度

3

審　 　 　 　 議　 　 　 　 件　 　 　 　 数
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４ 　 温泉の利用状況

県   北 6 7 24 2 7 6 9 8 2 5 0 1, 236. 5 804. 1 1 17 2, 059 239, 791 12 158, 813

県   中 9 20 79 22 30 9 18 24 12 25 0 769. 2 3, 440. 3 4 79 3, 401 247, 143 20 10, 209

県   南 9 15 68 7 23 7 31 3 16 12 0 340. 4 4, 454. 3 2 24 2, 564 166, 326 20 16, 942

会   津 12 28 215 29 75 34 77 15 37 86 0 17, 513. 4 10, 701. 6 3 138 19, 361 1, 369, 467 44 0

南会津 4 10 66 12 26 13 15 2 6 30 0 1, 543. 5 3, 531. 7 2 71 2, 777 92, 622 21 0

相   双 10 8 25 0 8 6 11 9 16 0 0 84. 4 2, 315. 4 0 10 827 37, 767 11 0

福島市 1 9 160 37 33 44 46 0 11 51 13 5, 321. 4 3, 802. 8 1 62 6, 379 462, 730 23 184, 230

郡山市 1 13 81 4 46 6 25 12 25 13 0 303. 1 9, 604. 5 1 39 4, 216 293, 461 22 0

いわき 市 1 12 50 0 31 3 16 18 20 12 0 0. 0 9, 224. 3 2 34 6, 236 713, 379 14 0

計 53 122 768 113 279 128 248 91 145 234 13 27, 111. 9 47, 879. 0 16 474 47, 820 3, 622, 686 187 370, 194

2 2 2 1 1 1 1
［ 2］ ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)

14, 319
4 4 28 22 1 5 2 1 20 ( 14, 200)

［ 4］ ( 1) ( 1) ( 1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 1) ( 0) ( 地熱発電の
171. 3t /h除く )

1 3 8 5 3 1 7
［ 1］ ( 3) ( 7) ( 4) ( 3) ( 1) ( 6)

1 3 3 3 2 1
［ 1］ ( 2) ( 2) ( 2) ( 1) ( 1)

8 12 41 28 8 5 0 1 6 9 20 15, 223. 1 6, 527. 1
［ 8］ （ 6） ( 10) （ 5） （ 5） ( 0) ( 0) ( 2) （ 8） ( 14884. 1) ( 5, 566. 5)

※［ 　 ］ 数は浴用・ 飲用分の温泉がある 場合、 内数と し て再掲

※（ 　 ） 数は浴用・ 飲用にも 供さ れる 温泉がある 場合、 内数と し て再掲

－

－ － －

－ －－ － － －

－

－ －

－ －

－ － － － －

－ －

187 370, 194

－ － － － － －

－ －

27, 450. 9 48, 839. 6 16 474

600. 0

110

47, 820 3, 622, 686133 248 92 149 235 33

いわき 市
5, 485

( 5, 295)

計

合計 53 － 799 136 282

会　 津

福島市
794. 1 271. 5

（ 684. 1) ( 271. 5)

県　 中
170. 6

収容
定数

年度延宿泊
利用人数

（ C）

温泉
利用
公衆
浴場
施設
数

飲
用
許
可
施
設
数

動力

宿泊
施設
数

42℃
以上

国民保養
温泉地年
度延宿泊
利用人数

自噴 動力 自噴 動力
25℃
未満

25℃
～

42℃

未利用
源泉数
（ B）

温度別源泉数 湧出量（ Ｌ ／分）

水蒸
気・
ガス

自噴

（ ２ ） 　 他目的利用

管轄
保健所

市
町
村
数

温泉
地数

源泉
総数

A
＋
B

利用
源泉数
（ A）

国民保養
温泉地年
度延宿泊
利用人数

温泉
利用
公衆
浴場
施設
数

25℃
～

42℃

飲
用
許
可
施
設
数

宿泊
施設
数

収容
定数

自噴 動力

湧出量（ Ｌ ／分）

年度延宿泊
利用人数

（ C）

温度別源泉数

動力自噴

未利用
源泉数
（ B）

水蒸
気・
ガス

42℃
以上

25℃
未満

（ １ ） 　 浴用・ 飲用

宿泊
施設
有温
泉地
数

源泉
総数

A
＋
B

市
町
村
数

管轄
保健所

動力自噴

利用
源泉数
（ A）

-58-



資 料

-59-



◎令和７ 年度薬務課事務分掌

薬事・ 温泉担当 024-521-7232

分 掌 事 務

１ 薬事・ 温泉業務及び課内業務に係る 総合的な調整及び進行管理にする こ と
２ 福島県薬事審議会に関する こ と
３ 多職種連携によ る 薬局・ 薬剤師の在宅医療サービ ス 推進事業に関する こ と
４ 災害時医薬品等の備蓄、 災害薬事コ ーディ ネータ ー、 災害時災害対策医薬品共有車両、 災害時における 対応等に関

する こ と
５ 各種表彰に関する こ と
６ 温泉法の施行等に関する こ と
７ 福島県自然環境保全審議会温泉部会に関する こ と
８ 衛生研究所に関する こ と
９ 保健福祉部試験検査技術会議に関する こ と
10 試験検査精度管理事業に関する こ と
11 薬剤師確保対策・ 薬剤師の就職支援事業に関する こ と
12 薬学生実務実習（ イ ン タ ーン シッ プ、 ナビ ゲータ ー面談等） に関する こ と
13 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する 法律の施行に関する こ と （ 血液製剤使用適正化に関する こ と を 含む）
14 薬剤師法の施行等に関する こ と
15 衛生検査精度管理指導対策事業に関する こ と
16 国有ワ ク チン及びその他のワ ク チン 等の供給に関する こ と
17 薬事経済調査等に関する こ と
18 医薬分業に関する こ と
19 薬剤師、 臨床検査技師等の免許事務に関する こ と
20 「 放射線と 健康」 理解促進事業に関する こ と
21 衛生研究所再整備事業に関する こ と
22 電子処方箋の活用・ 普及促進事業に関する こ と
23 薬局物価高騰対策事業に関する こ と
24 予算、 決算、 経理及び庶務に関する こ と
25 公益法人等薬務関係団体の育成指導に関する こ と
26 「 薬と 健康の週間」 に関する こ と
27 薬務行政概要の作成に関する こ と
28 課内の他に属さ ない事務に関する こ と

審査・ 試験担当 024-521-7233

分 掌 事 務

１ 審査・ 試験業務に係る 課内の調整及び進行管理に関する こ と
２ 医薬品医療機器等法の施行等に関する こ と
３ 毒物及び劇物取締法の施行等に関する こ と
４ 臨床検査技師等法の施行等に関する こ と
５ 毒物劇物取扱者試験に関する こ と
６ 認定薬局制度に関する こ と
７ 薬局、 医薬品販売業、 医療機器販売業・ 貸与業、 薬局医薬品製造販売業等の許可等に関する こ と
８ 登録販売者試験に関する こ と
９ 薬局機能情報公表制度に関する こ と
10 薬務関係許認可台帳管理シス テム に関する こ と
11 避難地域薬局再開支援事業及び薬剤師研修等支援事業の調整に関する こ と
12 医薬品及び医薬部外品の製造及び品質管理（ Ｇ ＭＰ ） に関する こ と
13 Ｇ ＭＰ ／Ｑ ＭＳ 調査品質管理監督シス テム に関する こ と
14 Ｇ ＭＰ 調査当局会議に関する こ と
15 公的試験研究機関（ Ｏ ＭＣ Ｌ ） に関する こ と
16 後発医薬品の普及啓発に関する こ と
17 がん診療連携拠点病院の薬局薬剤師研修支援事業に関する こ と
18 在宅医療エキス パート 薬剤師人材育成強化事業及び無菌調剤室整備支援事業に関する こ と
19 医療関連産業集積プロ ジェ ク ト 企画運営委員会・ 推進会議に関する こ と
20 医薬品、 医薬部外品、 化粧品、 医療機器の製造業の許可等に関する こ と
21 医薬品、 医薬部外品、 化粧品、 医療機器の製造販売業の許可等に関する こ と
22 医薬品、 医薬部外品、 化粧品、 医療機器の製造販売後安全管理（ Ｇ Ｖ Ｐ ） 及び品質管理（ Ｇ Ｑ Ｐ ・ Ｑ ＭＳ ） に関す
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る こ と
23 医療機器修理業の許可等に関する こ と
24 医薬品・ 医療機器申請・ 審査シス テムに関する こ と
25 医薬品等製造関係の講習会等に関する こ と
26 毒物劇物営業者等の登録等に関する こ と
28 薬務課ホームページ及びＩ Ｔ Ｌ に関する こ と

監視指導担当 024-521-7233

分 掌 事 務

１ 監視指導業務に係る 課内の調整及び進行管理に関する こ と
２ 認知症対応薬局推進事業に関する こ と
３ 麻薬四法の施行等に関する こ と
４ 福島県薬物乱用対策推進本部に関する こ と
５ 薬事監視員の研修・ 講習会に関する こ と
６ 覚醒剤等薬物事犯の捜査に関する こ と
７ 調剤事故・ 調剤過誤に関する こ と
８ 毒物劇物監視指導に関する こ と
９ 医薬品等相談対応業務に関する こ と
10 医薬品副作用被害救済制度に関する こ と
11 「 ダメ 。 ゼッ タ イ 。 」 福島県普及運動に関する こ と
12 若年層によ る 薬物乱用防止意識向上事業に関する こ と
13 麻薬・ 覚醒剤・ 大麻乱用防止運動福島大会に関する こ と
14 薬物乱用防止指導員に関する こ と
15 薬物乱用防止教室に関する こ と
16 薬物関連問題相談事業及び再乱用防止に関する こ と
17 薬事監視指導（ 医薬品等広告の適正指導を 含む） に関する こ と
18 監視指導に係る 統計事務に関する こ と
19 麻薬等の免許事務に関する こ と
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 （ 令和６ 年４ 月１ 日現在）

薬事
監視員

毒物劇物
監視員

覚醒剤
監視員

麻薬
取締員

麻薬立入
検査員

採血及び
供血あっ
せん立入
検査員

薬   剤   師 10 10 10 2 10 10

一 般 事 務 0 0 0 0 0 0

計 10 10 10 2 10 10

薬剤師( 上記
以外の技術
吏員を 含む)

28 28 28 0 28 28

一 般 事 務 0 0 0 0 0 0

計 28 28 28 0 28 28

薬剤師( 上記
以外の技術
吏員を 含む)

5 0 0 0 0 0

一 般 事 務 0 0 0 0 0 0

計 5 0 0 0 0 0

薬剤師( 上記
以外の技術
吏員を 含む)

43 38 38 2 38 38

一 般 事 務 0 0 0 0 0 0

計 43 38 38 2 38 38

監　 視　 員　 等　 配　 置　 状　 況

区　 　 　 分

本 庁

保健所

衛生研究所

計
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福 島 県 薬 事 審 議 会 条 例
（ 昭和36年3月31日 福島県条例第５ 号）

改正 昭和44年３ 月20日条例第21号

昭和47年３ 月25日条例第19号

平成16年12月24日条例第88号

平成26年10月 3日条例第80号

（ こ の条例の目的）

第１ 条 こ の条例は 昭、 （医薬品 医療機器等の品質 有効性及び安全性の確保等に関する 法律、 、

和３ ５ 年法律第１ ４ ５ 号） 第３ 条の規定に基づき 、 福島県薬事審議会の設置、 組織

及び運営に必要な事項を 定める こ と を 目的と する 。

（ 設置）

第２ 条 知事の諮問に応じ 、 薬事に関する 重要事項を 調査審議さ せる ため、 福島県薬事審

議会（ 以下「 審議会」 と いう ） を 置く 。。

（ 組 織）

第３ 条 審議会は、 １ ５ 人以内の委員で組織する 。

２ 特別の事項を 調査審議さ せる ため必要があ る と き は、 審議会に臨時委員を 置く こ

と ができ る 。

第４ 条 審議会の委員及び臨時委員は、 次の各号に掲げる 者のう ち から 知事が委嘱し 、 又

は任命する 。

（ １ ） 薬事関係の団体を 代表する 者

（ ２ ） 学識経験を 有する 者

（ ３ ） 福島県職員

２ 前項第１ 号又は第２ 号に掲げる 者のう ち から 委嘱さ れた委員の任期は２ 年と し 、

再任さ れる こ と を 妨げな い。 委員が欠けた場合における 補欠委員の任期は、 前任者

の残任期間と する 。

、 、 。３ 臨時委員は 当該特別の事項の調査審議が終了し たと き は 退任する も のと する

（ 会 長）

第５ 条 審議会に会長を 置き 、 委員の互選によ っ てこ れを 定める 。

２ 会長は、 会務を 総理し 、 審議会を 代表する 。

３ 会長に事故があ る と き は、 あ ら かじ め委員のう ち から 互選さ れた者がその職務を

行う 。

（ 会 議）

第６ 条 審議会は、 会長が招集する 。

２ 審議会は、 委員の過半数が出席し なければ会議を 開く こ と ができ ない。

３ 審議会の議事は、 出席し た委員の過半数で決し 、 可否同数のと き は会長の決する

と こ ろ によ る 。

４ 臨時委員は、 当該特別の事項について 会議を 開き 、 議決を 行う 場合には、 前二項

の規定の適用については、 委員と みなす。

（ 雑 則）

第７ 条 こ の条例に定める も ののほか、 審議会の運営に関し て 必要な 事項は、 会長が定め

る 。
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（ 昭４ ４ 条例２ １ ・ 旧第８ 条繰上）

附 則

こ の条例は、 昭和３ ６ 年５ 月１ 日から 施行する 。

附 則（ 昭和４ ４ 年３ 月２ ０ 日条例第２ １ 号）

こ の条例は、 昭和４ ４ 年４ 月１ 日から 施行する 。

附 則（ 昭和４ ７ 年３ 月２ ５ 日条例第２ １ 号）

１ こ の条例は、 公布の日から 施行する 。

２ こ の条例施行の際、 現に薬事関係の団体を 代表する 者のう ち から 委嘱さ れて いる 福島

県薬事審議会の委員の任期について は、 こ の条によ る 改正後の福島県薬事審議会条例第

４ 条第２ 項の規定にかかわら ず、 昭和４ ７ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。

附 則（ 平成１ ６ 年条例第８ ８ 号）

こ の条例は、 平成１ ７ 年４ 月１ 日から 施行する 。

附 則（ 平成２ ６ 年条例第８ ０ 号）

こ の条例は、 薬事法等の一部を 改正する 法律（ 平成２ ５ 年法律第８ ４ 号） の施行の日から 施

行する （ 施行の日＝平成２ ６ 年１ １ 月２ ５ 日）。

〈 参 考〉

地方薬事審議会に関する 事項

１ 地方薬事審議会は、 都道府県知事の諮問機関と し て 薬事（ 医療用具に関する 事項を 含

む。 以下同じ ） に関する 重要事項につき 学識経験者、 関係業界等の意見を き き 、 適切な。

行政運営を 行う ためのも のであ る ので、 法律上は任意設置と さ れて いる が、 な る べく 審

議会を 設置する こ と が望ま し いこ と 。

２ 地方薬事審議会の審議事項と し ては、 おおむね次の事項が考えら れる こ と 。

（ １ ） 薬事従事者の研修その他資質の向上に関する 事項

（ ２ ） 薬事衛生思想の普及向上に関する 事項

（ ３ ） 医薬品等の取扱いの適正に関する 事項

（ ４ ） 医薬品等の広告の適正に関する 事項

（ ５ ） 農薬等毒物又は劇物によ る 危害防止に関する 事項

（ ６ ） 薬用植物の栽培指導等薬用資源の開発に関する 事項

（ ７ ） 医薬品等の生産、 輸出等の振興助成に関する 事項

（ ８ ） 医薬品等の円滑な流通に関する 事項

（ ９ ） その他薬事の振興に関する 事項

な お、 都道府県の実情に応じ 、 薬事に関する 都道府県の固有事務について は、 こ れら

以外の事項を 審議事項と し て も さ し つかえ な く 、 ま た、 こ れら の事項のう ち 必要と 思わ

れる も ののみを 審議事項と し ても さ し つかえないこ と 。

ただし 、 こ の法律に基づき 都道府県知事の権限に属する 事務であ る 許可品目の指定等

は、 審議事項と はなら ないも のである こ と 。

３ 地方薬事審議会の委員の数は、 各都道府県の実情に応じ 適宜定める も のと し 、 その選

出は、 学識経験者、 薬事関係業界、 関係行政機関等の分野から 公平に行う こ と 。
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令和７ 年１ 月６ 日現在

五十音順、 敬称略

氏　 　 　 名 職　 　 　 名 所属団体等所在地

一般社団法人福島県医薬品配置協会

副会長

あおぞら 薬局競馬場前店

管理薬剤師

公益社団法人福島県歯科医師会

専務理事

公益社団法人福島県看護協会

常務理事

公立大学法人福島県立医科大学附属病院

薬剤部長

学校法人医療創生大学

薬学部　 准教授

福島県消費者団体連絡協議会

役員（ 会計）

学校法人晴川学舎奥羽大学

薬学部　 教授

一般財団法人福島県婦人団体連合会

福島県医薬品卸組合

事務局長

国立大学法人福島大学

行政政策学類　 准教授

一般社団法人福島県薬事工業協会

理事長

一般社団法人福島県薬剤師会

会長

福島県医薬品登録販売者協会

副会長

一般社団法人福島県医師会

副会長

福　 島　 県　 薬　 事　 審　 議　 会　 委　 員　 名　 簿

1 青田　 知也
郡山市安積荒井二丁目３ １ ３ 番地
レ メ ディ ア田中１ ０ ３ 号

2 阿部　 英美

3 五十嵐　 稔 福島市仲間町６ 番６ 号

4 市川　 よ り 子 郡山市本町一丁目２ ０ 番２ ４ 号

5 黒田　 純子 福島市光が丘１ 番地

6 斉藤　 麻希 いわき 市中央台飯野５ －５ －１

7 佐藤　 早苗

8 髙野　 真澄 郡山市富田町字三角堂３ １ －１

9 髙橋　 民子
福島市中町５ －１ ８
林業会館１ Ｆ

10 常松　 清人 福島県郡山市喜久田町字松ケ作１ ５ －１

11 中里　 真 福島市金谷川１ 番地

12 新村　 智昭
福島市土船字五反田１
日本ベク ト ン・ ディ ッ キンソ ン株式会社内

15 矢吹　 孝志 福島市新町４ 番２ ２ 号

13 長谷川　 祐一 福島市蓬莱町二丁目２ 番２ 号

14 廣木　 克俊 郡山市開成二丁目３ ３ 番５ 号

-65-



福 島 県 薬 物 乱 用 対 策 推 進 本 部 要 綱 

（ 設　 置　 目　 的）

第１ 条　 薬物乱用防止対策について関係諸機関等相互の密接な連携を 図る と 共に総合的かつ効果的な対策

　 　 　 を 推進する ため、 福島県薬物乱用対策推進本部（ 以下「 本部」 と いう 。 ） を 置く 。

（ 所　 掌　 事　 務）

第２ 条　 本部は前条の目的を 達成する ため、 次の事項について協議する 。

　 ( 1) 薬物乱用防止に関する 啓発、 指導

　 ( 2) 薬物乱用防止に関する 情報交換及び相互連絡

　 ( 3) その他薬物乱用防止対策に関する 必要事項

（ 組　 　 　 　 　 織）

第３ 条　 本部は、 本部長、 副本部長、 本部員を も っ て組織する 。

　 ２ 　 本部長は、 知事の職務を 代理する 副知事の順序を 定める 規則で定める 第２ 順位副知事の職にある 者

　 　 を も っ てあてる 。

　 ３ 　 副本部長は、 保健福祉部長を も っ てあてる 。

　 ４ 　 本部長が、 必要と 認める 時は、 下部組織を 置く こ と ができ る 。

　 ５ 　 本部員は、 次に掲げる も ののう ちから 本部長が委嘱ま たは指名する 。

　 　 ( 1) 県

　 　 ( 2) 国の出先機関の職員

　 　 ( 3) その他本部長が適当と 認める 者

（ 職　 　 　 　 　 務）

第４ 条　 本部長は、 本部を 総括し 、 本部会の議長と なる 。

　 ２ 　 副本部長は、 本部長を 補佐し 、 本部長に事故ある と き はその職務を 代理する 。

（ 会 議 の 招 集）

第５ 条　 本部会は必要に応じ て本部長が招集する 。

（ 幹　 　 　 　 　 事）

第６ 条　 本部に幹事若干人を 置く 。

　 ２ 　 幹事は、 県の職員のう ちから 本部長が指名する 。

　 ３ 　 幹事は、 所掌事務について本部員を 補佐する 。

（ 庶　 　 　 　 　 務）

第７ 条　 本部の庶務は、 県保健福祉部健康衛生総室薬務課において処理する 。

（ 補　 　 　 　 　 則）

第８ 条　 こ の要綱の定める も ののほか、 本部の運営に関し 必要な事項は、 本部長が別に定める 。

　 　 附　 　 則

　 こ の要綱は、 昭和４ ９ 年１ １ 月３ ０ 日から 施行する 。

　 こ の要綱は、 昭和５ ６ 年　 ６ 月２ ３ 日から 施行する 。

　 こ の要綱は、 平成　 ６ 年　 ４ 月　 １ 日から 施行する 。

　 こ の要綱は、 平成１ ５ 年　 ４ 月　 １ 日から 施行する 。

　 こ の要綱は、 平成２ ０ 年　 ４ 月　 １ 日から 施行する 。

　 こ の要綱は、 平成２ ７ 年　 ４ 月　 １ 日から 施行する 。
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区　 　 分 役　 　 　 　 　 職　 　 　 　 　 名 氏　 　 　 名 備　 　 　 考

本 部 長 福 島 県 副 知 事 佐 藤 宏 隆

副 本 部 長 福 島 県 保 健 福 祉 部 長 三 浦 爾

本 部 員 福 島 地 方 検 察 庁 検 事 孫 田 和 音 担 当 検 事

〃 福 島 刑 務 所 長 髙 野 洋 一

〃 福 島 少 年 鑑 別 所 長 石 黒 泰 成

〃 福 島 保 護 観 察 所 長 梶 川 一 成

〃 仙 台 出 入 国 在 留 管 理 局 郡 山 出 張 所 長 宮 武 宏 明

〃 横 浜 税 関 小 名 浜 税 関 支 署 長 齋 藤 雅 豊

〃 福 島 海 上 保 安 部 警 備 救 難 課 長 齋 藤 一 世

〃 東 北 厚 生 局 麻 薬 取 締 部 長 江 野 英 夫

〃 福 島 労 働 局 雇 用 環 境 ・ 均 等 室 長 高 羽 秀 幸

〃 公 立 大 学 法 人 福 島 県 立 医 科 大 学 医 学 部 教 授 三 浦 至
神 経 精 神 医 学
講 座

〃 福 島 県 市 長 会 事 務 局 長 小 松 信 之

〃 福 島 県 町 村 会 事 務 局 長 安 田 清 敏

〃 福 島 県 保 健 所 長 会 小 谷 尚 克
担 当 所 長
（ 県 北 保 健 所 ）

〃 公益 財団 法人 福島 県暴 力追放運動推進セ ン タ ー理 事長 佐 藤 稔

〃 福 島 県 保 健 福 祉 部 次 長 （ 健 康 衛 生 担 当 ） 玉 川 啓

〃 福 島 県 総 務 部 広 報 課 長 根 本 卓 也

〃 福 島 県 総 務 部 市 町 村 行 政 課 長 草 野 博 行

〃 福 島 県 保 健 福 祉 部 保 健 福 祉 総 務 課 長 渡 辺 春 吉

〃 福 島 県 保 健 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 長 大 島 康 範

〃 福 島 県 保 健 福 祉 部 食 品 生 活 衛 生 課 長 遠 藤 昌 彦

〃 福 島 県 保 健 福 祉 部 薬 務 課 長 風 間 秀 元

〃 福島県保健福祉部こ ど も 未来局こ ど も ・ 青少年政策課長 斎 藤 康 徳

〃 福 島 県 保 健 福 祉 部 こ ど も 未 来 局 児 童 家 庭 課 長 猪 狩 則 光

〃 福 島 県 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 所 長 畑 哲 信

〃 福 島 県 商 工 労 働 部 雇 用 労 政 課 長 丹 治 貴 子

〃 福 島 県 教 育 庁 社 会 教 育 課 長 小 林 雄

〃 福 島 県 教 育 庁 健 康 教 育 課 長 木 幡 健

〃 福 島 県 警 察 本 部 刑 事 部 組 織 犯 罪 対 策 課 長 佐 藤 裕 治

〃 福 島 県 警 察 本 部 生 活 安 全 部 少 年 女 性 安 全 対 策 課 長 髙 橋 正 樹

区　 　 分 役　 　 　 　 　 職　 　 　 　 　 名 氏　 　 　 名 備　 　 　 考

幹 事
福 島 県 保 健 福 祉 部 こ ど も 未 来 局 こ ど も ・ 青 少 年 政 策 課
総 括 主 幹 兼 副 課 長

朽 木 洋 美

〃 福 島 県 教 育 庁 健 康 教 育 課 指 導 主 事 星 一 美

〃
福 島 県 警 察 本 部 刑 事 部 組 織 犯 罪 対 策 課
薬 物 銃 器 対 策 補 佐

佐 久 間 陽 介

〃 福 島 県 保 健 福 祉 部 薬 務 課 主 幹 兼 副 課 長 髙 林 正 美

福島県薬物乱用対策推進本部員・ 幹事名簿

（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）
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福島県献血推進協議会設置要綱

（ 設 置）
第１ 条 献血思想の普及を はかり 、 献血制度の適正な運営を 確保する ため、 福島県献血推

進協議会（ 以下「 協議会」 と いう ） を 置く 。。

（ 所掌事務）

第２ 条 協議会は次に掲げる 事項を 協議する 。

( 1) 献血思想の普及に関する こ と 。

( 2) 採血計画及び血液製剤の供給計画に関する こ と 。

( 3) 献血組織の育成及び献血登録者の確保に関する こ と 。

( 4) 血液製剤の使用適正化に関する こ と 。

( 5) その他献血の推進に関する こ と 。

（ 組 織）

第３ 条 協議会は、 会長、 副会長及び委員を も っ て組織する 。

２ 会長は、 知事の職務を 代理する 副知事の順序を 定める 規則で定める 第２ 順位副知事の

職にある 者を も っ て充て、 副会長は、 保健福祉部長を も っ て充てる 。

３ 委員は、 学識経験を 有する 者、 関係団体、 関係行政機関及びその他適当と 認めら れる

者と し 、 別表に掲げる 職を も っ て充てる 。

４ 会長は、 会務を 総理し 、 協議会を 代表する 。

５ 副会長は、 会長を補佐し 、 会長に事故ある と き は、 その職務を 代理する 。

（ 会 議）

第４ 条 協議会の会議は、 会長が必要に応じ 招集し 、 主宰する 。

２ 会議は、 委員の半数以上の出席がなければ開く こ と ができ ない。

（ 専門委員会）

第５ 条 協議会に、 必要に応じ て、 特定の事項を 協議する ために専門委員会を 置く こ と が

でき る 。

２ 専門委員会は、 会長が指名し た協議会委員及びその他必要と 認めら れる 者で組織し 、

当該特定の事項に関する 協議が終了し たと き は解散する 。

、 。３ 専門委員会に委員長を 置き 専門委員会に属する 専門委員のう ちから 会長が指名する

４ 委員長は、 会長の指揮を 受け会務を 掌理し 、 専門委員会の経過及び結果を 会長に報告

する 。

５ 専門委員会の運営、 その他に関し 必要な事項は、 会長が定める 。

（ 幹 事）

第６ 条 協議会に幹事を 置き 、 別表に掲げる 職を も っ て充てる 。

２ 幹事は、 会長の命を 受けて協議会の事務を 行う 。

（ 庶 務）

第７ 条 協議会の庶務は、 保健福祉部健康衛生総室薬務課において処理する 。

（ 補 則）

、 、 。第８ 条 こ の要綱に定める も ののほか 協議会の運営に関し 必要な事項は 会長が定める

附 則

１ こ の要綱は、 昭和６ １ 年１ １ 月６ 日から 施行する 。

２ 福島県献血推進会議要綱（ 昭和４ ６ 年６ 月１ 日施行） は、 廃止する 。

附 則

こ の要綱は、 平成６ 年４ 月１ 日から 施行する 。

附 則
こ の要綱は、 平成１ ５ 年４ 月１ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 平成２ ０ 年４ 月１ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 平成２ ５ 年１ 月１ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 平成２ ６ 年１ ２ 月１ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 平成２ ７ 年４ 月１ 日から 施行する 。
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（ 別 表）

福島県献血推進協議会委員・ 幹事名簿

職 務 機 関 ・ 団 体 等 職 名

会 長 福 島 県 副 知 事

副 会 長 福 島 県 保 健 福 祉 部 部 長

委 員 公立大学法人福島県立医科大学附属病院輸血・ 移植免疫部 部 長

〃 福 島 県 医 師 会 会 長

〃 福 島 県 病 院 協 会 会 長

〃 福 島 県 薬 剤 師 会 会 長

〃 福 島 県 商 工 会 議 所 連 合 会 会 長

〃 福 島 県 商 工 会 連 合 会 会 長

〃 福 島 県 青 少 年 団 体 連 絡 協 議 会 会 長

〃 福 島 県 連 合 青 年 会 会 長

〃 福 島 県 婦 人 団 体 連 合 会 会 長

〃 日 本 労 働 組 合 総 連 合 会 福 島 県 連 合 会 会 長

〃 福 島 県 高 等 学 校 長 協 会 会 長

〃 福 島 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 会 長

〃 福 島 県 市 長 会 会 長

〃 福 島 県 町 村 会 会 長

〃 日 本 赤 十 字 社 福 島 県 支 部 事 務 局 長

〃 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長

〃 福 島 民 報 社 編 集 局 長

〃 福 島 民 友 新 聞 社 編 集 局 長

編 成 局 長〃 ラ ジ オ 福 島

報 道 局 長〃 福 島 テ レ ビ

幹 事 福 島 県 保 健 福 祉 部 健 康 衛 生 総 室 薬 務 課 課 長

〃 福 島 県 赤 十 字 血 液 セ ン タ ー 所 長
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福島県血 液製 剤使 用に 係わ る 懇談会設置要綱

（ 設 置）

第１ 条 血液 製剤 の 使 用の 適正化を 図る た め に 、 福島県血 液製 剤使 用に 係わ る 懇談会（ 以下

「 懇談会」 と い う 。 ） を 設 置する 。

（ 所掌事務）

第２ 条 懇談 会は 、 次 に 掲 げ る 事項を 検討、 協議する 。

( 1) 血液製剤の 使 用適 正化 の 普 及に 関する こ と 。

( 2) 二次医療圏に おけ る 血 液製 剤の 使用に つい て の 問題点を 整 理、 検討 し 、 医療 機関の

管理者等と 意見交 換を 行う こ と 。

( 3) 福島県合同輸 血療 法委 員会 の 運 営に 関する こ と 。

（ 組 織）

第３ 条 懇談 会は 、 ６ 人以 上の 委員で 構成する 。

２ 委員は 次 の 各 号に 掲げ る 者の う ち か ら 、 知事が 委嘱又 は 任 命す る 。

( 1) 医療関係者

( 2) 学識経験者

( 3) 血液事業関係 者

( 4) 県担当職員

（ 任 期）

第４ 条 委員 の 任 期は 、 ２ 年と する 。 た だ し 補欠の 委員の 任期 は 、 前任 者の 残任期間と する 。

（ 会 長）

第５ 条 懇談 会に 会長 を 置 き 、 委員の 互選に よ っ て 定め る 。

２ 会長は 、 会務 を 総 括し 、 会議の 議長と な る 。

３ 会長に 事 故あ る 時 は 、 委員の う ち か ら あ ら か じ め 互選 さ れ た 者 が 、 そ の 職務を 代理する 。

（ 会議の 召集 ）

第６ 条 懇談 会の 会議 は 、 必要に 応じ 知事が 召集する 。

（ 庶 務）

第７ 条 懇談 会の 庶務 は 、 福島県保健福祉部健康衛生総室 薬務 課に おい て 行う 。

附 則

１ こ の 要綱は 、 平成 ４ 年 １ 月 １ ７ 日か ら 施行する 。

２ 第４ 条の 規定 に か か わ ら ず 、 平 成３ 年度に 委嘱又は 任命す る 委 員の 任期 は 平 成５ 年

３ 月３ １ 日と する 。

附 則

１ こ の 要綱は 、 平成 １ ５ 年４ 月１ 日か ら 施行する 。

附 則

１ こ の 要綱は 、 平成 １ ９ 年６ 月１ １ 日か ら 施行する 。

附 則

１ こ の 要綱は 、 平成 ２ ０ 年４ 月１ 日か ら 施行する 。
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福 島 県 血 液 製 剤 使 用 に 係 わ る 懇 談 会 委 員 名 簿

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 現 在

委 員 名 推 薦 団 体 名 勤 務 先 ・ 役 職 名

今 野 修 一 般 社 団 法 人 福 島 赤 十 字 病 院

福 島 県 医 師 会 非 常 勤 嘱 託 医

池 田 和 彦 公 立 大 学 法 人 公 立 大 学 法 人 福 島 県 立 医 科 大 学

福 島 県 立 医 科 大 学 輸 血 ・ 移 植 免 疫 学 講 座 主 任 教 授

管 桂 一 一 般 社 団 法 人 一 般 財 団 法 人 脳 神 経 疾 患 研 究 所

福 島 県 病 院 協 会 附 属 総 合 南 東 北 病 院 顧 問

新 村 美 和 公 益 社 団 法 人 北 福 島 医 療 セ ン タ ー

福 島 県 看 護 協 会 看 護 師 長

一 般 財 団 法 人 太 田 綜 合 病 院 附 属渡 辺 隆 幸 一 般 社 団 法 人 福 島 県

太 田 西 ノ 内 病 院 臨 床 検 査 部 技 師 長臨 床 検 査 技 師 会

紺 野 恵 一 般 社 団 法 人 一 般 財 団 大 原 記 念 財 団

福 島 県 薬 剤 師 会 大 原 綜 合 病 院 薬 剤 科 科 長

神 林 裕 行 福 島 県 福 島 県 赤 十 字 血 液 セ ン タ ー 所 長

赤 十 字 血 液 セ ン タ ー

風 間 秀 元 福 島 県 福 島 県 保 健 福 祉 部 健 康 衛 生 総 室

薬 務 課 課 長

（ 委 嘱 期 間 ・ 任 期 ： 令 和 ８ 年 ４ 月 ３ ０ 日 ま で ）
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保健福祉部試験研究技術会議要綱

（ 趣 旨）

第１ 条 保健福祉部に おけ る 試験検査・ 調査研究（ 以下「 試験研究」 と い う ） 等の 効率。

的な 運営を 図る た め 、 保健福祉部試験研究技術会議（ 以下「 技術会議」 と い う ） を 置。

く 。

（ 審議事項）

第２ 条 技術会議は、 次の事項に ついて 審議する 。

( 1) 試験研究にか かる 計画の企画及び立案に 関する こ と 。

( 2) 試験研究の総合調整に 関する こ と 。

( 3) 試験研究成果の評価及びそ の応用、 活用に関する こ と 。

( 4) 試験研究に従事する 職員の 資質向上に関する こ と 。

( 5) そ の他試験研究機関の 体制整備等に 関する こ と 。

（ 組 織）

第３ 条 委員は、 次に掲げる 職に あ る 者を も っ て 充て る 。

( 1) 保健福祉部次長（ 健康衛生担当）

( 2) 保健福祉総室保健福祉総務課、 健康衛生総室感染症対策課、 食品生活衛生課及び

薬務課の課長

( 3) 県北保健福祉事務所長

( 4) 衛生研究所長

（ 議 長）

第４ 条 技術会議に 議長を 置く 。

２ 議長は保健福祉部次長（ 健康衛生担当） を も っ て 充て る 。

３ 議長は会議を 招集し 、 技術会議に 関する 事務を 総理する 。

４ 議長に事故が あ る と き 、 ま た は議長が 不在のと き は、 あ ら か じ め議長の指名する 者が

そ の職務を 代理する 。

（ 幹 事 会）

第５ 条 技術会議に 事前調整のた め幹事会を 置く 。

２ 幹事会は、 別紙に掲げる 職に あ る 者を も っ て 充て る 。

３ 幹事長は健康衛生総室薬務課の幹事の 職に あ る 者を 充て る 。

４ 幹事長は幹事会を 招集し 、 そ の座長と な り 、 幹事会に関する 事務を 処理する 。

５ 幹事長は、 幹事会の 審議事項について 、 特に必要と 認める と き は、 幹事長が指名し た

者で構成する ワ ーキ ン グ グ ループを 招集する こ と ができ る 。

６ 幹事長に事故が あ る と き は、 幹事長が 指名し た 者がそ の 職務を 代理する 。

（ 意見の 聴取）

第６ 条 議長及び幹事長は、 協議上必要が あ る と 認め る と き は、 技術会議及び幹事会に 学

識経験者、 関係職員等の出席を 求め、 そ の意見を 聞く こ と ができ る 。

（ 庶 務）

第７ 条 技術会議の 庶務は、 健康衛生総室薬務課に おいて 処理する 。

（ 補 則）

第８ 条 こ の要綱に定め る も の のほか 、 技術会議の運営に 関し 必要な 事項は、 議長が定め

る 。
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附 則

こ の要綱は、 平成１ １ 年４ 月 ９ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成１ ２ 年４ 月１ ９ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成１ ２ 年８ 月 ８ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成１ ３ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成１ ４ 年４ 月１ ６ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成１ ５ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成１ ６ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成１ ７ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成２ ０ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成２ ２ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成２ ７ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成２ ９ 年４ 月 ３ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成３ １ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 令和 ５ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

別 紙

保健福祉部試験研究技術会議幹事名簿

所属機関名 充て る 職

幹事長 健康衛生総室 薬務課 主幹、 副課長又は主任主査

幹 事 保健福祉部 部主幹

幹 事 保健福祉部 企画主幹

幹 事 健康衛生総室 感染症対策課 主幹、 副課長又は主任主査

幹 事 健康衛生総室 食品生活衛生課 主幹、 副課長又は主任主査

幹 事 県北保健福祉事務所 生活衛生部長

幹 事 衛生研究所 副所長
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福島県衛生検査精度管理事業実施要綱

（ 目 的）

第１ 条 医療における 衛生検査の重要性に鑑み、 衛生検査所の検査精度の質的向上を図る こ

と によ り 、 県民に適切な医療を供給する こ と を 目的と する 。

（ 事業の実施主体）

第２ 条 福島県衛生検査精度管理事業（ 以下「 こ の事業」 と いう ） の実施主体は福島県と。

する 。

（ 事業の内容）

第３ 条 こ の事業は、 医療機関の協力を 得て、 精度管理に関する 学識経験者を委嘱し 、 次に

掲げる 業務を 行う も のと する 。

( 1) 精度管理に関する 業務

( 2) 精度管理調査検討に関する 業務

( 3) 衛生検査所の実態調査及び立入検査に関する 業務

( 4) 精度管理等研修会の企画及び実施に関する 業務

( 5) その他精度管理の向上に関する 業務

（ 委員会の設置）

第４ 条 こ の事業を 円滑に実施する ため、 福島県衛生検査精度管理委員会（ 以下「 委員会」

と いう ） を 設置する 。。

２ 委員会の組織、 所掌事務及び委員その他の職員については、 別に定める 。

（ 事業の実施方針等）

第５ 条 こ の事業の実施方針については、 毎年度当初に委員会で協議し て決定する 。

付 則

１ こ の要綱は、 平成１ ４ 年４ 月１ 日から 施行する 。

２ 福島県衛生検査精度管理事業実施要綱（ 平成２ 年２ 月５ 日） は、 廃止する 。
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福島県衛生検査精度管理委員会設置要綱
（ 設 置）

第１ 条 衛生検査精度管理事業を円滑に実施する ため、 福島県衛生検査精度管理事業実施要

綱第４ 条に基づき 、 福島県衛生検査精度管理委員会（ 以下「 委員会」 と いう ） を 置く 。。

（ 所掌事項）

第２ 条 委員会の所掌事項は、 次のと おり と する 。

( 1) 衛生検査所の精度管理実施方策及び実施結果に基づく 改善方策を 検討する こ と 。

( 2) 衛生検査所の指導監督の進め方を検討する こ と 。

、 。( 3) 立入検査施設の選定 重点指導項目及び改善指示の内容等について協議する こ と

（ 組 織）

第３ 条 委員会は、 ８ 人以内の委員で構成する 。

２ 委員は次の各号に掲げる 者のう ちから 、 知事が委嘱ま たは任命する 。

( 1) 医師

( 2) 臨床検査技師又は衛生検査技師

( 3) 学識経験のある 者

（ 任 期）

第４ 条 委員の任期は、 ２ 年と する 。 ただし 、 補欠又は追加の委員の任期は、 現任者の残任

期間と する 。

（ 職 務）

第５ 条 委員は、 次の職務を行う 。

( 1) 精度管理に関し て、 知事に助言を行う こ と 。

( 2) 衛生検査所の実態分析を 行う こ と 。

( 3) 知事が行う 立入検査に同行し 、 精度管理面の指導助言を 行う こ と 。

( 4) 知事が衛生検査所に対し て指示を行う 際、 助言を行う こ と 。

（ 会 長）

第６ 条 委員会に会長を 置き 、 委員の互選によ り こ れを定める 。

２ 会長は、 会務を総括し 、 会議の議長と なる 。

３ 会長に事故ある と き は、 委員のう ちから 予め互選さ れた者が、 その職務を 代理する 。

（ 会議の招集）

第７ 条 委員会の会議は、 必要に応じ 、 知事が招集する 。

２ 知事は必要と 認めたと き 、 前項の会議に委員以外の学識経験者を 招き 、 意見を聞く こ

と ができ る 。

（ 庶 務）

第８ 条 委員会の庶務は、 福島県保健福祉部薬務課において行う 。

附 則

１ こ の要綱は、 平成１ ４ 年４ 月１ 日から 施行する 。

２ 次に掲げる 要綱は、 廃止する 。

（ １ ） 福島県衛生検査精度管理専門委員会設置要綱（ 平成２ 年２ 月５ 日）

（ ２ ） 福島県外部精度管理調査運営委員会設置要綱（ 平成２ 年２ 月５ 日）

３ こ の要綱に基づき 、 委員については新たに委嘱する も のと する 。

４ こ の要綱は、 平成１ ５ 年４ 月１ 日から 施行する 。

５ こ の要綱は、 平成２ ０ 年４ 月１ 日から 施行する 。

６ こ の要綱は、 平成２ ９ 年３ 月１ 日から 施行する 。
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（ 令和６ 年７ 月２ ６ 日現在）

氏　 　 名 所　 属　 団　 体 勤　 務　 先　 ・ 　 役　 職　 名

一般社団法人郡山医師会
郡山市医療介護病院

院長

一般社団法人福島県臨床検査技師会 福島赤十字病院　 検査部

末永　 美知子 福島県 福島県衛生研究所　 所長

風間　 秀元 福島県 福島県保健福祉部薬務課　 課長

福島県衛生検査精度管理委員名簿

原　 寿夫 一般社団法人福島県医師会

岡崎　 恵美 一般社団法人福島県臨床検査技師会 公立大学法人福島県立医科大学附属病院

佐藤　 康弘 一般社団法人福島県臨床検査技師会
一般財団法人大原記念財団大原綜合病院
臨床検査科

吉田　 憲治
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福島県試験検査精度管理事業実施要綱

（ 目 的）

第１ 条 試験検査の高度化、 複雑化に対応する た め、 検査方法、 試薬、 使用器具、 材料の保

管等試験検査実施上の問題点を 検討し 、 も っ て 試験検査に対する 精度の向上を 図る こ

と を 目的と する 。

（ 事業の実施主体）

第２ 条 試験検査精度管理事業（ 以下「 こ の事業」 と いう ） の実施主体は、 福島県と する 。。

（ 事業の内容）

第３ 条 こ の事業は、 あ ら かじ め調整さ れた 検体について 、 試験検査を 実施し 、 検査成績の

正確度及び精密度を 検討する 。

２ こ の事業の実施区分は、 次によ る 。

理 化 学 検 査 食品化学検査 細 菌 検 査 臨 床 検 査

（ 事業の実施対象及び委託契約）

第４ 条 こ の事業の実施対象は、 県の試験検査機関及びこ の事業に参加を 希望する 市町村並

びに民間検査機関と する 。

２ こ の事業の実施区分ご と に必要な 経費（ 以下「 負担金」 と いう ） は、 福島県知事が。

別に定める も のと する 。

３ こ の事業への参加を 希望する 市町村及び民間検査機関は、 様式１ によ り 、 福島県知

事あ て に参加申込書を 提出する も のと する 。

４ 参加機関は、 申込み締切後３ 週間以内に、 納入通知書（ 福島県財務規則第４ ０ 条様式

そ の１ ） によ り 負担金を 納入する も のと する 。

（ 委員会の設置）

第５ 条 こ の事業の円滑な る 実施を 期する ため、 委員会を 設置する 。

２ 委員会の組織、 所掌事務及び委員について は、 別に定める 。

（ 事業の実施方針等）

第６ 条 こ の事業の実施方針等について は、 毎年当初に委員会で決定する 。

こ の要綱は、 昭和５ ７ 年４ 月 １ 日から 施行する 。（ 附 則）

こ の要綱は、 昭和６ ０ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成 ９ 年４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成１ ４ 年４ 月１ ６ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成１ ６ 年６ 月１ ５ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成３ ０ 年４ 月 １ 日から 施行する 。
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福島県試験検査精度管理委員会設置要領

（ 設 置）

第１ 条 試験検査精度管理事業（ 以下「 こ の事業」 と いう ） を 円滑に実施する ため、 福 島県試。

験検査精度管理事業実施要綱第５ 条に基づき 、 福島県試験検査精度管理委員会（ 以 下「 委員会」

と いう ） を 設置する 。。

（ 組 織）

第２ 条 委員会は、 委員長、 副委員長及び委員を も っ て組織する 。

２ 委員長は、 福島県衛生研究所長を も っ てあ て、 副委員長は、 福島県保健福祉部健康衛 生総室

薬務課長を も っ てあてる 。

３ 委員は、 福島県関係各総室等にあ っ ては別表の職にあ る 者を も っ てあ て、 関係市町村、 民間

検査機関にあ っ ては各々の代表と する 。 委員の任期は２ 年と する 。 ただし 再任を 妨 げない。 任期

の中途において委嘱さ れた委員の任期は、 他の委員の残任期間と し 、 補欠 委員の任期は、 前任委

員の残任期間と する 。

（ 業 務）

第３ 条 委員会は、 次の業務を 行う 。

（ １ ） こ の事業の実施方針の決定

（ ２ ） その他、 こ の事業を 実施する う えで必要な事項

（ 運 営）

第４ 条 委員長は会務を 総括する 。

２ 委員長に事故ある と き は、 副委員長が、 その職務を 代理する 。

（ 幹事会）

第５ 条 委員会に事前調整のため幹事会を 置く 。

２ 幹事長及び幹事は、 委員長が指名を する 。

３ 幹事長は幹事会を 召集し 、 その座長と なり 、 幹事会に関する 事務を 処理する 。

（ 専門部会）

第６ 条 委員長は、 特別の事項を 調査、 検討する 必要があ る と 認める 場合には、 委員会の 中に専

門部会を 置く こ と ができ る 。

（ 意見の聴取）

第７ 条 委員長及び幹事長は、 協議上必要と 認める と き は、 委員会及び幹事会に学識経験 者、 関

係職員等の出席を 求め、 その意見を 聞く こ と ができ る 。

（ 事務局）

第８ 条 委員会の事務局は福島県保健福祉部健康衛生総室薬務課に置く 。

（ 補 則）

第９ 条 こ の要領に定める も ののほか、 委員会の運営に必要な事項は、 委員長が別に定め る 。

（ 附 則）

こ の要領は、 昭和５ ７ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 昭和６ １ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成 ５ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成 ９ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成１ １ 年 ５ 月１ ７ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成１ ３ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成１ ４ 年 ４ 月１ ６ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成１ ５ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成２ ０ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成２ ２ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成２ ６ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成２ ７ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。
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こ の要領は、 平成２ ７ 年１ ０ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 平成３ １ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

こ の要領は、 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 。

別 表

保健福祉部 健康衛生総室感染症対策課長、 健康衛生総室食品生活衛生課長

県北保健福祉事務所長

生活環境部 環境共生総室水・ 大気環境課長、 環境創造セン タ ー調査・ 分析部長

商工労働部 計量検定所長

福島県試験検査精度管理委員会名簿

（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）

職 氏 名 所 属 職 名

委 員 長 衛生研究所 所 長末永 美知子

副委員長 健康衛生総室 薬務課 課 長風 間 秀 元

委 員 課 長金成 由美子 健康衛生総室 感染症対策課

委 員 健康衛生総室 食品生活衛生課 課 長遠 藤 昌 彦

委 員 環境共生総室 水・ 大気環境課 課 長清 野 弘

委 員 計量検定所 所 長五十嵐 昌徳

委 員 県北保健福祉事務所 所 長小 谷 尚 克

委 員 環境創造セン タ ー 調査・ 分析部 部 長吉 田 尚 史

委 員 郡山市上下水道局 水 質 管 理 室 長佐 藤 敦

田 邉 真 一 信頼性確保委員会委員長委 員 福島県環境測定・ 放射能計測協会

福島県試験検査精度管理委員会幹事名簿

職 氏 名 所 属 職 名

幹 事 長 衛生研究所 副 所 長須 藤 清

幹 事 衛生研究所 微 生 物 課 長伊 藤 純 子

幹 事 衛生研究所 理 化 学 課 長金 成 徹

幹 事 衛生研究所 試 験 検 査 課 長河 野 裕 子

幹 事 環境創造セン タ ー 調査・ 分析部長兼吉 田 尚 史

環 境 調 査 課 長

幹 事 健康衛生総室 薬務課 専 門 薬 剤 技 師石 井 徹

試 験 検 査 課 長学識経験者 後 藤 幸 永 一般社団法人福島県薬剤師会
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（ 抜粋）自然環境保全法

（ 昭和４ ７ 年６ 月２ ２ 日 法律第85号）

（ 一部改正平成３ 年５ 月２ １ 日法律第79号）

（ 一部改正平成１ １ 年７ 月１ ６ 日法律第87号）

（ 都道府県における 自然環境の保全に関する 審議会その他の合議制の機関）

第５ １ 条 都道府県に、 都道府県における 自然環境の保全に関する 審議会その他の合議制の機関

を置く 。

２ 前項の審議会その他の合議制の機関は、 温泉法（ 昭和２ ３ 年法律第１ ２ ５ 号） 及び鳥獣の

保護及び 狩猟の適正化に関する 法律（ 平成１ ４ 年法律第８ ８ 号） の規定によ り そ管理並びに

の権限に属さ せら れた事項を 調査審議する ほか、 都道府県知事の諮問に応じ 、 当該都道府県

における 自然環境の保全に関する 重要事項を 調査審議する 。

３ 第１ 項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し 必要な事項は、 都道府県の条

例で定める 。

（ 抜粋）福島県自然環境保全条例
（ 昭和４ ７ 年１ ０ 月２ ０ 日 福島県条例第55号）

（ 一部改正平成４ 年３ 月２ ４ 日福島県条例第36号）

（ 一部改正平成１ ２ 年３ 月２ ４ 日福島県条例第29号）

（ 一部改正平成１ ４ 年３ 月２ ６ 日福島県条例第８ 号）

第６ 章 福島県自然環境保全審議会

（ 名称）

第２ ６ 条の２ 自然環境保全法第５ １ 条第１ 項の合議制の機関の名称は、 福島県自然環境保全審

議会( 以下「 審議会」 と いう 。 ) と する 。

（ 組織）

第２ ７ 条 審議会は、 委員２ ７ 人以内で組織する 。

２ 審議会に、 専門の事項を 調査審議さ せる ため必要がある と き は、 専門委員若干人を 置く こ

と ができ る 。

３ 委員及び専門委員は、 学識経験を 有する 者のう ちから 、 知事が任命する 。

（ 委員の任期）

、 。 、 、 。第２ ８ 条 委員の任期は ２ 年と する ただし 補欠の委員の任期は 前任者の残任期問と する

２ 委員は、 再任さ れる こ と ができ る 。

、 、 。３ 専門委員は 当該専門の事項に関する 調査審議が終了し たと き は 解任さ れる も のと する

（ 会長及び副会長）

第２ ９ 条 審議会に、 会長及び副会長を置き 、 委員の互選によ り 定める 。

２ 会長は、 会務を 総理する 。

（ 規則への委任）

第３ ０ 条 第２ ６ 条の２ から 前条ま でに定める も ののほか、 審議会の組織及び運営に関し て必要

な事項は、 規則で定める 。
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（ 抜粋）福島県自然環境保全条例施行規則

（ 昭和４ ７ 年１ １ 月１ ７ 日福島県規則第７ ３ 号）

（ 一部改正平成４ 年３ 月２ ４ 日福島県規則第１ ６ 号）

（ 一部改正平成１ ２ 年４ 月１ 日福島県規則第１ １ ４ 号）

（ 一部改正平成１ ４ 年３ 月２ ６ 日福島県規則第２ ０ 号）

第５ 章 福島県自然環境保全審議会

（ 組織）

第２ ８ 条 条例第２ ７ 条第３ 項の規定によ る 審議会の委員の任命は、 次の各号に掲げる 者の区分

に応じ 、 当該各号に掲げる 人数の範囲内で行う も のと する 。

２ 関係行政機関の職員２ 人

３ 市町村の長２ 人

４ その他の学識経験を有する 者２ ３ 人

（ 専門委員）

第２ ９ 条 専門委員は、 審議会及び第３ ２ 条に規定する 部会の会議に出席し 、 意見を 述べる こ と

ができ る 。

（ 会長の職務の代理）

第３ ０ 条 会長に事故がある と き は、 副会長が、 その職務を 代理する 。

（ 会議）

第３ １ 条 審議会の会議は、 会長が招集する 。 ただし 、 審議会の委員の任期満了に伴い新たに組

織さ れた審議会の最初に開催する 会議は、 知事が招集する 。

２ 審議会の会議は、 委員の過半数が出席し なければ、 会議を開き 、 議決を する こ と ができ な

い。

３ 審議会の議事は、 出席し た委員の過半数をも っ て決し 、 可否同数のと き は、 会長の決する

と こ ろによ る 。

（ 部会）

第３ ２ 条 審議会は、 その定める と こ ろによ り 、 部会を 置く こ と ができ る 。

２ 部会に属すべき 委員は、 会長が指名する 。

３ 部会に部会長を 置き 、 部会に属する 委員の互選によ り 定める 。

４ 部会長は、 部会の事務を掌理する 。

５ 部会長に事故がある と き は、 部会に属する 委員のう ちから 部会長があら かじ め指名する 委

員が、 その職務を代理する 。

６ 部会の会議は、 会長が招集する 。

７ 部会の会議は、 部会に属する 委員の過半数が出席し なければ、 会議を 開き 、 議決を する こ

と ができ ない。

８ 部会の議事は、 出席し た部会に属する 委員の過半数をも って決し 、 可否同数のと き は、 部

会長の決する と こ ろによ る 。

９ 審議会は、 その定める と こ ろによ り 、 部会の議決を も っ て審議会の議決と する こ と ができ

る 。

（ 幹事）

第３ ３ 条 審議会に、 幹事若干人を置く 。

２ 幹事は、 県の職員のう ちから 、 知事が任命する 。

３ 幹事は、 審議会の所掌事務について、 委員及び専門委員を補佐する 。

（ その他）

、 、第３ ４ 条 こ の規則に定める も ののほか 審議会に議事その他審議会の運営に関し 必要な事項は

会長が審議会にはかって定める 。
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福島県温泉保護利用対策要綱

第１ 目的

こ の要綱は、 温泉源の衰退、 枯渇、 温度の低下等を 防止し 、 温泉源の恒久的保護と 温泉の

適正な利用の推進を 図る こ と を 目的と する 。

第２ 定義

こ の要綱でいう 用語は、 次のと おり と する 。

( ) 「 温泉」 及び「 温泉源」 と は、 温泉法（ 昭和２ ３ 年法律第１ ２ ５ 号。 以下「 法」 と い1

う ） 第２ 条第１ 項に規定する 「 温泉」 及び同条第２ 項に規定する 「 温泉源」 を いう 。。

( ) 「 源泉」 と は、 温泉がゆう 出し ている 出口及びゆう 出路を いう 。2

( ) 「 距離」 と は、 水平距離をいう 。3

( ) 「 他目的掘削」 と は、 温泉を ゆう 出さ せる 目的以外の目的で土地を 掘削する こ と を い4

う 。

第３ 地域の設定

次の区分によ り 、 地域を 設定する 。 なお、 その地域は別表のと おり と する 。

( ) 温泉保護地域（ 以下 「 保護地域」 と いう ）1 、 。

( ) 温泉準保護地域（ 以下 「 準保護地域」 と いう ）2 、 。

( ) 一般地域3

第４ 各地域における 規制

それぞれの地域における 規制は、 次のと おり と する 。

( ) 保護地域における 規制1

、 。ア 法第３ 条第１ 項に基づく 温泉掘削については 次の場合を 除いて認めないも のと する

( ｱ) 保護地域内における 温泉を集中管理する ために掘削を行う と き 。

( ｲ) 保護地域内における 既存源泉が公共事業によ り 埋没さ れたため、 補償泉と し て掘削

を 行う と き 。

( ｳ) 自治体、 組合等が、 保護地域内における 源泉のゆう 出量の減少を補う ために掘削を

行う と き 。

( ｴ) 保護地域内における 既存源泉が天災等によ り 損壊し たため、 原状に復旧さ せる 目的

で掘削を 行う と き 。

イ 法第１ １ 条第１ 項に基づく 温泉の増掘又は動力装置の設置については、 前記（ ア） ～

300m（ エ） に該当する 場合及び増掘又は動力装置の設置の地点を中心と し て半径

以内の距離に存在する 既存源泉（ 未利用源泉を 除く ） の所有者又は管理者の同意を得

たも のであっ て、 地域の実情から 適当と 思われる 場合にのみ認める も のと する 。

( ) 準保護地域における 規制2

ア 法第３ 条第１ 項に基づく 温泉掘削については、 次の同意書を 添付する も のであっ て、

適当と 思われる 場合に認める も のと する 。
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( ｱ) 準保護地域内の既存源泉（ 許可済のも のを 含み、 未利用源泉を 除く ） の所有者又は

管理者等の同意書〔 ただし 、 掘削予定地点を中心と し て半径 以内の距離に、1,000m

保護地域又は準保護地域の既存源泉（ 許可済のも のを 含み、 未利用源泉を除く ） が存

在し 、 その所有者又は管理者等の同意を 得ている 場合には、 を 越える も のの1,000m

同意は、 省略する こ と ができ る 〕。

( ｲ) 掘削予定地点を 中心と し て半径 以内の距離に一般地域の既存源泉（ 許可済300m

のも のを 含み、 未利用源泉を除く ） がある 場合には、 その所有者又は管理者等の同意

書

イ 法第１ １ 条第１ 項に基づく 温泉の増掘又は動力装置の設置については、 増掘又は動力

装置の設置の地点を 中心と し て半径 以内の距離に存在する 既存源泉（ 許可済300m

、 ） 、のも のを 含み 未利用源泉を 除く の所有者又は管理者等の同意を 得たも のであっ て

適当と 思われる 場合に認める も のと する 。

( ) 一般地域における 規制3

ア 法第３ 条第１ 項に基づく 温泉掘削については、 適当と 思われる 場合に認める も のと す

る 。 ただし 、 次の場合には、 同意書の添付を 要する 。

( ｱ) 掘削予定地点を 中心と し て半径 以内の距離に保護地域又は準保護地域の既1,000m

存源泉（ 許可済のも のを 含み、 未利用源泉を除く ） がある 場合には、 その所有者又

は管理者等の同意書

( ｲ) 掘削予定地点を 中心と し て半径 以内の距離に一般地域の既存源泉（ 許可済300m

のも のを 含み、 未利用源泉を除く ） がある 場合には、 その所有者又は管理者等の同意

書

イ 法第１ １ 条第１ 項に基づく 温泉の増掘及び動力装置の設置については、 適当と 思われ

る 場合に認める も のと する 。

第５ 工法の制限

温泉の掘削は、 原則と し て垂直掘り と する 。

ただし 、 地熱開発については、 自然環境の保全上、 止むを 得ない場合に限っ て斜掘を 認め

る も のと する 。

ま た、 こ の場合前第４ に規定する 規制については、 掘削予定地点から 斜掘線上すべての地

点（ 掘削後にあっては掘削地点から 斜掘線上すべての地点） について適用する も のと する 。

第６ 源泉の管理

源泉については、 ゆう 出口において泉温、 ゆう 出（ 揚湯） 量及び水位の測定が容易にでき

る 構造にする も のと する 。

第７ 廃止及び未利用等の源泉に対する 措置

１ 代替掘削を 行ったと き の旧源泉、 整理統合によ り 廃止し た源泉及びその他の事由によ り 温

泉の採取が不要と なった源泉は、 埋め戻し さ せる 等の措置を 講ずる も のと する 。

２ 掘削等を終了し た源泉は、 原則と し て１ 年以内に適正な利用を 行わせる も のと し 、 利用す

る ま での間、 放流を 停止又は制限さ せる 等の措置を講ずる も のと する 。
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３ 長期にわたり 未利用の源泉及び今後利用する 意思のない源泉は、 埋め戻し さ せる 等の措置

を講ずる も のと する 。

第８ 他目的掘削に対する 措置

それぞれの地域における 他目的掘削の取扱いは、 次のと おり と する 。

( ) 保護地域及び準保護地域における 措置1

他目的掘削においてゆう 水があっ たと き は、 鉱泉分析を 実施さ せ、 その結果、 温泉に該

当し た場合には、 工事箇所を 原状に復さ せる も のと する 。

ま た、 ゆう 水がなく と も 既存源泉に著し い影響を 及ぼし た場合も 同様と する 。

( ) 一般地域における 措置2

他目的掘削においてその掘削地点から 半径３ ０ ０ ｍ以内の距離に既存源泉がある 場合、

又は半径１ ， ０ ０ ０ ｍ以内の距離に保護地域若し く は準保護地域の既存源泉がある 場合に

は、 前記措置に準じ て行う も のと する 。

第９ 温泉集中管理事業の推進

温泉の有効利用を 図る ため、 源湯から 配湯ま でを 集中管理する こ と によ っ て温泉の枯渇

及び湯量不足を解消する も のである 。

よ っ て、 今後と も 温泉集中管理事業の積極的な推進を 図る も のと する 。

第 健康増進のための温泉利用の推進10

１ 温泉の保健的利用

古く から 温泉は、 国民の保養又は療養のために広く 利用さ れてき ており 、 今後と も 温泉

、 。 、の有する 保健的効果を 積極的に推進する ため 施設の整備の充実を図る 必要がある ま た

温泉の飲用によ る 医学的効果も 期待さ れている こ と から 、 飲用利用について推進を 図る も

のと する 。

２ 正し い温泉利用の普及

温泉の利用効果を 高める ために、 温泉を 利用さ せる 側に当該温泉に対する 正し い認識がな

ければなら ない。 ま た、 温泉を 利用する 側に対し ても 温泉の利用について正し い認識を 持た

せる ために啓発活動を通し て浸透を図る も のと する 。

なお、 特に温泉を 療養の目的で利用する 場合には、 専門医師の適切な指導の下に利用する

も のと する 。

３ 国民保養温泉地等について

本県では岳、 新甲子及び土湯・ 高湯 二岐・ 岩瀬湯本・ 天栄がそれぞれ国民保養温並びに

泉地に指定さ れている が、 こ の他にも 泉質、 自然環境等が良好な温泉が多く ある ので、 こ れ

ら の温泉の国民保養温泉地の指定について推進を 図る も のと する 。

なお、 既に国民保養温泉地に指定さ れている 温泉については、 療養効果のある 温泉源を 保

、 、 、護する と と も に 温泉の有する 保健的効能を 十分活用する ために 必要な施設の整備を図り

国民保健温泉地と し て育成を図る も のと する 。

附 則
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１ こ の要綱は、 平成２ 年４ 月１ 日から 施行する 。

２ 福島県温泉利用保全総合計画（ 昭和５ ５ 年３ 月２ １ 日付５ ５ 薬第３ ９ ８ 号） は、 廃止する 。

３ 福島県温泉保護開発計画（ 昭和５ ６ 年３ 月３ ０ 日付５ ６ 薬第４ ３ ９ 号） は、 廃止する 。

附 則

こ の要綱は、 平成１ ２ 年４ 月１ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 平成１ ３ 年１ 月１ ６ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 平成１ ４ 年４ 月２ ２ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 平成１ ５ 年５ 月１ ６ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 平成１ ６ 年３ 月１ 日から 施行する 。

附 則

こ の要綱は、 平成２ ９ 年３ 月３ １ 日から 施行する 。
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福島県自然環境保全審議会委員名簿

（ 温 泉 部 会 所 属）

（ 令和６ 年１ ０ 月１ 日現在）

氏　　　　　　　名 勤　務　先　又は　職　名

浅　沼　　　 宏 国立研究開発法人　産業技術総合研究所
再生可能エネルギー研究センター

小 島 原 一 枝 一般社団法人福島県薬剤師会

長　橋　良　隆 福島大学共生システム理工学類

石　井　敦　子 一般社団法人日本温泉気候物理医学会
温泉療法医会

梅　 村　 　 順 日本大学工学部　土木工学科

遠　藤　淳　一 福島県温泉協会

益　子 　　　保 益子温泉調査事務所

佐　藤　貴　洋 福島県弁護士会
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福島県後発医薬品安心使用促進協議会設置要綱

（ 趣旨及び設置）

第１ 条 医療関係者等を はじ め県民への後発医薬品にかかる 理解の向上と 、 患者及び医療

関係者が安心し て後発医薬品を 使用する こ と ができ る よ う 使用促進にかかる 環境整備等

に関する 検討を 行う ため、 福島県後発医薬品安心使用促進協議会（ 以下「 協議会」 と い

う 。） を設置する 。

（ 所掌事務）

第２ 条 協議会は、 後発医薬品に関する 次に掲げる 事項を協議する 。

（ １ ） 使用状況等の現状把握に関する こ と 。

（ ２ ） 理解の向上及び安心使用促進に当たっての諸課題の整理に関する こ と 。

（ ３ ） 理解の向上及び安心使用促進のための方策等に関する こ と 。

（ ４ ） その他理解の向上及び安心使用促進に関する こ と 。

（ 組織）

第３ 条 協議会は、 １ ３ 名以内の委員で構成する 。

２ 委員は次の各号に掲げる 者のう ちから 、 知事が委嘱する 。

（ １ ） 医療関係団体の代表

（ ２ ） 公的病院の代表

（ ３ ） 医薬品卸売業者、 医療用医薬品製造業者の代表

（ ４ ） 消費者団体等の代表

（ ５ ） 学識経験者

（ ６ ） その他の関係者

（ 任期）

第４ 条 委員の任期は、 ２ 年と する 。

ただし 、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。

（ 会長）

第５ 条 協議会に会長を 置き 、 委員の互選によ り こ れを 定める 。

２ 会長は、 会務を 総括し 、 会議の議長と なる 。

３ 会長に事故ある と き は、 委員のう ちから 予め互選さ れた者が、 その職務を 代理する 。

（ 会議の招集）

第６ 条 協議会の会議は、 必要に応じ 、 会長が招集する 。

２ 会長は必要と 認めたと き 、 前項の会議に委員以外の関係者の出席を 求め、 その意見を

聞く こ と ができ る 。

（ 庶務）

第７ 条 協議会の庶務は、 福島県保健福祉部薬務課において行う 。

（ 補則）

第８ 条 こ の要綱に定める も ののほか、 協議会の運営に関し て必要な事項は、 会長が定め

る 。

附 則

こ の要綱は、 平成２ ０ 年１ １ 月１ ８ 日から 施行する 。

こ の要綱は、 平成２ ３ 年１ 月２ ８ 日から 施行する 。
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福島県後発医薬品安心使用促進協議会 委員名簿 

 

（ 任期： 令和８ 年５ 月３ １ 日ま で）  

 氏名 所属 職名 

 仙波
せ ん ば

 哲雄
て つ お

 

 

一般社団法人福島県医師会 

 

 

常任理事 

 

 星野
ほ し の

 豊
ゆたか

 

 

一般社団法人福島県病院協会 

 

 

理事 

 

 阿部
あ べ

 崇
たかし

 

 

一般社団法人福島県薬剤師会 

 

 

常務理事 

 

 齊藤
さ いと う

 直美
な お み

 

 

福島県病院薬剤師会 

 

 

常任理事・ 福島支部長 

 黒田
く ろ だ

 純子
じ ゅ んこ

 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 

 

薬剤部長 

 

 常松
つねま つ

 清人
き よ ひと

 

 

福島県医薬品卸組合 

 

事務局長 

 新村
にいむら

 智
と も

昭
あ き

 

 

一般社団法人福島県薬事工業協会 

 

 

理事長 

 

 川俣
かわま た

 知己
と も み

 

 

日本ジェ ネリ ッ ク 製薬協会 

 

 

会長 

 

 髙
たか

野
の

 イ キ子
い き こ

 

 

一般財団法人福島県婦人団体連合会 

 

 

副会長・ 理事 

 

 鈴木
す ず き

 泰
やす

雄
お

 

 

公益財団法人福島県老人ク ラ ブ連合会 

 

 

会長 

 

 佐川
さ が わ

 京子
き ょ う こ

 

 

福島県消費者団体連絡協議会 

 

 

理事 

 

◎ 松田
ま つ だ

 幹
つかさ

 

 

国立大学法人福島大学 

 

 

理事・ 食農学類教授 

 遠藤
え んど う

 隆男
た か お

 

 

全国健康保険協会 

 

 

福島支部長 

 

 ◎： 会長 

（ 令和６ 年８ 月２ 日現在）  
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団　 体　 の　 名　 称 所　 　 　 　 　 在　 　 　 　 　 地 TEL･FAX番号

９ ６ ０ －８ １ ５ ７ 024-549-2198

一 般 社 団 法 人
福 島 県 薬 剤 師 会

福島市蓬莱町２ 丁目２ 番２ 号

024-549-2209

９ ７ ３ －８ ５ ５ ５ 0246-26-2156

福 島 県 病 院 薬 剤 師 会 いわき 市内郷御厩町久世原１ ６ 番地

いわき 市医療センタ ー薬局内 0246-26-9863

９ ６ ３ －８ ８ ５ ２ 024-933-2601

福 島 県 医 薬 品 登 録 販 売 者 協 会 郡山市台新二丁目２ １ －１ １

く すり のダイ シン堂内 024-933-2601

９ ６ ３ －０ ２ １ ５ 024-959-5100

一 般 社 団 法 人
福 島 県 薬 事 工 業 協 会

郡山市待池台二丁目８ 番地

ノ ボ ノ ルディ ス ク  フ ァ ーマ( 株) 郡山工場内 024-959-5300

９ ６ ３ －０ ５ ５ １ 024-959-6373

福 島 県 医 薬 品 卸 組 合 郡山市喜久田町字松ケ作１ ５ －１

東北アルフ レ ッ サ( 株) 内 024-959-6513

９ ６ ０ －８ ０ ４ ３ 024-522-2755

東 北 新 潟 歯 科 用 品 商
協 同 組 合 福 島 県 支 部

福島市中町６ －１ １

( 株) 後藤歯科商店内 024-522-4432

９ ６ ３ －０ １ １ ７ 024-946-0189

一 般 社 団 法 人
福 島 県 医 薬 品 配 置 協 会

郡山市安積荒井二丁目３ １ ３

レ メ ディ ア田中１ ０ ３ 号 024-946-0192

一 般 社 団 法 人 日 本 医 薬 品 ９ ６ ０ －０ ２ ４ １ 024-555-3838

登 録 販 売 者 協 会 福島市笹谷字片目清水３ ０ －４

福 島 県 支 部 024-555-2768

９ ６ ０ －８ ０ ４ ３ 024-522-2655

福 島 県 農 薬 商 業
協 同 組 合

福島市中町５ －２ １

消防会館内 024-522-2777

９ ６ ９ －３ ４ ９ ２

一 般 社 団 法 人
福 島 県 臨 床 検 査 技 師 会

会津若松市河東町谷沢字前田２ １ 番地２

福島県立医科大学会津医療センタ ー附属病院臨床検査部内 0242-75-2557

９ ６ ０ －８ １ ５ ７ 024-549-2198

福 島 県 献 血 推 進 協 力 会 福島市蓬莱町２ 丁目２ 番２ 号

( 一社) 福島県薬剤師会内 024-549-2209

一 般 社 団 法 人 日 本 産 業 ・ ９ ６ ３ －０ ７ ２ ５ 024-942-8731

医 療 ガ ス 協 会 東 北 地 域 本 部 郡山市田村町金屋字新家３ ４ －１

福 島 県 支 部 024-953-3411

９ ６ ３ －８ ０ ５ ２ 024-955-6110

福 島 県 医 療 機 器 販 売 業 協 会 郡山市八山田４ 丁目９ ８ 番地

（ 株） メ ディ カルネッ ト 内 024-955-6101

９ ６ ０ －８ ０ ３ ５ 024-521-1448

福 島 県 温 泉 協 会 福島市本町４ －１ ７ 　 岩瀬ビル２ 階

福島県旅館ホテル生活衛生同業組合内 024-522-3941

　 ９ ６ ３ －８ ０ ２ ５ 024-935-9750

一 般 社 団 法 人
日 本 保 険 薬 局 協 会

　 郡山市桑野３ 丁目１ ２ 番２ 号

　 （ 株） コ ス モフ ァ ーマ内 024-933-7779

藤　 田　 愛　 里
都 道 府 県
連 絡
主 担 当 者

薬　 事　 関　 係　 団　 体　 名　 簿

（  令和8年2月1日 現在 ）

代　 　 表　 　 者

会 長 長 谷 川 祐 一

会 長 渡 辺 剛

会 長 廣 木 克 俊

理 事 長 武 田 芳 晶

理 事 長 福 井 学

後 藤 忠 久支 部 長

会 長 佐 久 間 喜 重

支 部 長 橋 浦 希 一

会 長 松 田 美 津 子

理 事 長 佐 々 木 浩 二

0242-75-2100
（ 内） 1118

会 長 草 野 正 人

会 長 長 谷 川 祐 一

支 部 長 渡 辺 明 宏

会 長 峯 修
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